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はじめに 
 
 

国際会計基準（以下、「IFRS」という）は現在、140以上の国・地域で採用されています。 

我が国でも、2010 年以降、上場会社の連結財務諸表において指定国際会計基準の任意適用が始まりまし

た。その後 2013 年に企業会計審議会が「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する当面の方針」を

公表すると、任意適用要件が緩和されるとともに、政府による成長戦略に IFRS 任意適用企業の拡大促進が

掲げられるなど、IFRS 任意適用企業の積上げに向けた取り組みが進められています。その結果、2022 年

11月末現在で我が国における IFRS 任意適用企業は 250社を超え、今後もその数は着実に増加していくこ

とが予想されています。 

日本の会計基準の設定主体である企業会計基準委員会（ASBJ）は、国際会計基準審議会（IASB）との間に

2007年 8月に締結された「東京合意」を踏まえたコンバージェンス・プロジェクトを通じて、日本において一般

に公正妥当と認められる会計基準（以下、「日本基準」という）と IFRS との間の重要な差異が相当程度解消し

てきました。近年では、（国内外の企業間における）財務諸表の比較可能性の向上の観点から IFRS第 15号

の基本的な原則を取り入れることを基本的な方針として「収益認識に関する会計基準」が開発され、公表され

ています。一方で、現在新基準が開発中であるものの、リースにかかる現行日本基準は IFRS 第 16 号「リー

ス」と大きな差異が存在している等、日本基準と IFRSの間には依然として相違点も数多く存在しています。本

冊子では、二つの基準間の相違点について、会計分野ごとに概説しています。2 つの広範な会計基準を比較

して、現実に発生しうる無数の取引の会計処理において生じうるすべての相違を網羅的に表現することは不

可能と思われますが、本冊子では、現在の実務において一般的と考えられる相違点にできるかぎり焦点をし

ぼり、記述しています。したがって、基準間の差異をすべて網羅したものではありません。 

本冊子は一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、会計、税務及びその他の専門的なアドバ

イスを行うものではありません。EY 新日本有限責任監査法人及び他の EY のメンバーファームは、皆様が本

冊子を利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。具体的なアドバイスが

必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。 

本冊子の記載は、原則として 2022年 9月 30日の時点で有効である基準に基づいています。 
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1．財務諸表の表示、会計方針、会計上の見積りの変更及び

誤謬、売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業 
 日本基準 IFRS 

財政状態 
計算書 
（貸借対照表）と包括利益 
計算書 
（損益計算書）等の様式 

（連結財規 様式、第 1 条、第 13
条等） 
下記の財務諸表※1 の作成を求
めている。 
▶ 連結貸借対照表 
▶ 連結損益及び包括利益計算
書（1 計算書方式）※2、又は
連結損益計算書と連結包括利
益計算書を別個に作成（2 計
算書方式）※3 

▶ 連結株主資本等変動計算書   
▶ 連結キャッシュ・フロー計算書 
▶ 連結附属明細表 
▶ 注記 
 
※1 会計方針を遡及適用した場

合、財務諸表の修正再表示
を行った場合、及び財務諸
表の組替えを行った場合で
も、IFRSが求めるような開示
される最も古い比較年度の
期首貸借対照表の追加作成
は不要 

※2 1 計算書方式の様式につい
ては連結財務諸表規則ガイ
ドラインの別紙を参照 

※3 1 計算書方式と 2 計算書方
式のいずれでも可 

（IAS1.10） 
下記の財務諸表※1,2 の作成を求めて
いる。 
▶ 財政状態計算書 
▶ 純損益及びその他の包括利益計算書
（1 計算書方式）、又は純損益計算書
と包括利益計算書を別個に作成（2
計算書方式）※3 

▶ 持分変動計算書 
▶ キャッシュ・フロー計算書 
▶ 会計方針及び注記 

 
※1 各計算書の名称については他のも

のを使用することも可 
※2 会計方針を遡及適用した場合、財

務諸表の修正再表示を行った場
合、及び財務諸表の組替えを行っ
た場合には、上記財務諸表に加え
て、開示される最も古い比較年度
の期首財政状態計算書の作成も
求められる。 

※3 1計算書方式と 2計算書方式のい
ずれでも可 

  
 

包括利益 
計算書 
（損益計算書） 
の費用の分類と表示 

（財規 69, 70, 85等）（連結財規 
48, 49, 55等） 
費用は原則として機能別に分類さ
れ、売上原価、販売費および一般
管理費、営業外費用、特別損失
などに分類して表示する。 
当該損益区分ごとの費用につい
て、例えば販売費及び一般管理
費は、適当と認められる費目に分
類し、当該費用を示す名称を付し
た科目をもって掲記しなければな
らない。 
また、財務諸表等規則などでは、
財務諸表の様式が規定されてい
る。 

（IAS1.82, 99, 102-104） 
費用は機能別または性質別に表示しな
ければならない。機能別に表示を行う場
合には、財務諸表の注記として、減価償
却費、償却費、従業員給付費用などの
費用の内容に関して、追加的に性質別
の費用開示が求められる。 
 
また、表示すべき項目は規定されている
が、包括利益計算書の様式は規定され
ていない。特定の費用を関連する機能
別の分類から除外することにより、費用
の機能別の分類と性質別の分類を混在
させてはならない。 
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 日本基準 IFRS 

包括利益 
計算書 
（損益計算書） 
の段階損益の表示 

（財規 第３章）（連結財規 第３
章） 
売上総利益、営業利益、経常利
益、税引前（税金等調整前）当期
純利益、当期純利益を段階損益
として表示する。 

（IAS1.81A, 85, 85A） 
純損益、その他の包括利益の合計、当
期の包括利益（純損益とその他の包括
利益の合計額）の表示が求められる。 
 
それ以外の段階損益についての表示の
規定はないものの、企業の財務業績の
理解への目的適合性がある場合に、追
加的な表示科目、見出しおよび小計を
表示することが求められる（小計につい
ては、所定の要件に従って表示する）。 

特別（異常） 
損益の表示 

（連結財規第 62, 63条） 
特別損益に属するものはその内
容を示す名称を付した科目をもっ
て表示する。 
 

（IAS1.87） 
収益又は費用のいかなる項目も、異常
項目として、純損益及びその他の包括
利益計算書もしくは純損益計算書（表示
されている場合）又は注記のいずれにも
表示してはならない。 

その他の包括利益項目のうち
組替調整（リサイクリング）が
行われないもの 

IFRSのように組替調整が行われな
いその他の包括利益項目はない。 

（IAS1.95, 96） 
組替調整が行われないその他の包括利
益項目がある。 
（IAS1.82A） 
その他の包括利益について、純損益に
組替調整される項目と、組替調整されな
い項目とに分けて表示しなければならな
い。 

流動及び 
非流動項目の配列 

（連結財規 第 20条） 
一部別記事業を除き、資産及び
負債の科目の配列は流動性配列
法によるものと規定されている。 

明確な規定はない。 

売却目的保有に分類された 
非流動資産（又は処分 
グループ） 

該当する基準はない。 
ただし、「固定資産の減損に係る
会計基準注解」注 2に、減損の兆
候の例として、事業の廃止又は再
編成、著しく早期の処分、用途の
変更等が挙げられている。 

（IFRS5.6, 15） 
帳簿価額が継続使用ではなく主に売却
取引により回収される場合には、当該資
産等を売却目的保有に分類し、帳簿価
額と売却費用控除後の公正価値のいず
れか低い価額で測定する。 

売却目的保有に分類された非
流動資産等の減価償却の取
扱い 

該当する基準はない。 
ただし、減損処理を行った資産に
ついては、減損損失を控除した帳
簿価額に基づき減価償却を行う
（「固定資産の減損に係る会計基
準」三 1）。 

（IFRS5.25） 
売却目的保有に分類された非流動資産
（又は処分グループ）は減価償却（又は
償却）を中止する。 
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 日本基準 IFRS 

売却目的保有に分類された非
流動資産等の財務諸表にお
ける表示 

該当する基準はない。 （IFRS5.38, 39） 
売却目的保有に分類された非流動資産
（又は処分グループに含まれる資産）、
処分グループに含まれる負債、及び上
記資産（又は処分グループ）に関連して
その他の包括利益で認識された収益又
は費用の累積額は、それぞれ他の資
産、負債及び資本の項目とは区分して、
財政状態計算書に表示する。 
 
※上記資産及び負債の主要な内訳も、
一部の例外を除き、財政状態計算書の
本体又は注記で開示する必要がある 

非継続事業の財務諸表にお
ける表示 

該当する基準はない。 
 

（IFRS5.30, 33（a）（b）） 
以下の合計額を単一の金額として、企
業の継続的な活動から生じる純損益と
区分して、純損益及びその他の包括利
益計算書（又は純損益計算書）に表示
する。 
▶ 非継続事業の税引後損益 
▶ 非継続事業の資産（又は処分グループ）
の売却費用控除後の公正価値での
測定又は処分に際して認識される税
引後損益 

 
※上記税引後損益を構成する収益及び
費用等も、一部の例外を除き、純損益
及びその他の包括利益計算書（又は純
損益計算書）の本体又は注記で開示す
る必要がある。 

支配が一時的であると認めら
れる子会社の取扱い 

（連結財務諸表に関する会計基
準 14(1)） 
子会社のうち、支配が一時的であ
ると認められる企業は、連結の範
囲に含めない。 
 

（IFRS5.1(b), 8A, 32-33A, 38） 
売却計画が確約されており、支配が一
時的である子会社は、連結の範囲から
除外されず、IFRS5に従って処理する。 
 
当該子会社の業績は非継続企業として
扱われ、包括利益計算書において継続
事業と区別して表示する。また、財政状
態計算書において、売却費用控除後の
公正価値または帳簿価額のいずれか低
い金額で測定し、売却目的保有の資産・
負債として表示する。 
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2．連結 
 日本基準 IFRS 

連結の範囲 （連結財務諸表に関する会計基
準（以下「連結会計基準」）6, 7, 
13） 
支配力の概念による。 
 
他の会社を支配しているとは、他
の会社の意思決定機関を支配し
ている場合である。 
 
日本基準には、支配の有無の判
断にあたり、潜在的議決権の影響
や、意思決定権の行使が本人と
代理人のいずれの立場として行
われるか等を考慮することを明示
的に求める規定は存在しない。 
 
一方、IFRS第 10号の「事実上の
支配」に一部類似する考え方とし
て、自らの議決権が過半数に満た
ない場合であっても、「緊密な者」
と「同意している者」が所有する議
決権を合わせた判断を行うこと、
取締役会の構成、資金調達の状
況及び方針決定を支配する契約
の存在等を考慮することを求める
規定が存在する。 

（IFRS10.7） 
支配の概念による。 
以下の要件を全て満たす場合に支配を
有するものと判断される。 
▶ 投資先に対してパワーを有している。 
▶ 投資先への関与から生じる変動リター
ンにさらされている、もしくは変動リタ
ーンに対する権利を有している。 

▶ 投資者のリターンの金額に影響を与
えるようなパワーを、投資先に対して
行使することができる。 

（IFRS10.B47） 

支配の有無を判断する際には、実態を
伴う潜在的議決権を考慮する。その際
は、投資者が保有する潜在的議決権の
みならず、他の当事者が保有する議決
権も踏まえて判断する。 

（IFRS10.B41, B42） 

投資者が投資先の議決権のうち、過半
数に満たない部分しか保有していない
場合であっても、いわゆる「事実上の支
配」が成立する可能性がある。例えば、
他の議決権保有者の保有の規模及び
分散状況との比較における投資者の議
決権保有の相対的規模等も支配の判定
で考慮する。 

（IFRS10.18, B58） 

支配の有無の判断にあたり、意思決定
権保持者が意思決定権を本人として
自身の利益のために行使するか、代理
人として他の当事者のために行使する
かを考慮しなければならない。 

  



 

8 

 日本基準 IFRS 

連結の範囲 
（例外） 

（連結会計基準 14, 注 3） 
（連結財務諸表における子会社及
び関連会社の範囲の決定に関す
る適用指針 16（4）） 
以下の子会社は連結の範囲から
除かれる。 
▶ 支配が一時的であると認めら
れる企業 

▶ 利害関係者の判断を著しく誤
らせるおそれのある企業 

また、重要性の乏しい子会社を連
結範囲から除外することができ
る。 
 
ベンチャー・キャピタルなどの投資
企業が投資育成や事業再生を図
りキャピタル・ゲイン獲得を目的と
する営業取引として、又は銀行な
どの金融機関が債権の円滑な回
収を目的とする営業取引として、
他の会社等の株式や出資を有し
ている場合において、他の会社等
の意思決定機関を支配しているこ
とに該当する要件を満たしていて
も、一定の要件をすべて満たすよ
うなときには、子会社に該当しな
い。 

（IFRS10付録 A, IFRS9.3.2.1） 
IFRS 第 10 号に従い、すべての子会社
を連結しなければならない。日本基準の
ような例外はない。ただし、以下の投資
企業に関する例外規定が適用される場
合は除く。 

（IFRS10.31-33） 
一定の要件を満たす投資企業について
は、子会社を連結せず、当該投資を
IFRS 第 9 号に基づき、純損益を通じて
公正価値で測定する。ただし、主たる目
的及び活動が投資企業の投資活動に
関連するサービスを提供する子会社は
連結する。 
自身が投資企業ではない親会社は、そ
の連結財務諸表において投資企業の会
計処理を適用することは認められない。
すなわち、米国基準の roll-up処理は認
められない。 

特別目的事業体（SPE）及び 
ストラクチャード・エンティティ
ー（SE） 

（連結会計基準 7-2） 
（投資事業組合に対する支配力
基準及び影響力基準の適用に関
する実務上の取扱い） 
一定の特別目的会社につき、一
定の要件を満たす場合には、子
会社に該当しないものと推定す
る。 
投資事業組合の場合は、基本的
には業務執行権限の有無により
判断する。 

（IFRS10.7） 
（一定の要件を満たす投資企業でない）
投資者が支配を有すると判断されるスト
ラクチャード・エンティティー（SE）につい
ても連結対象に含める。 
 

みなし取得・売却 （連結会計基準注 5） 
支配獲得日、株式の取得日又は
売却日等が子会社の決算日以外
の日である場合には、当該日の
前後いずれかの決算日（四半期
期末・四半期期首）に支配獲得、
株式の取得又は売却等が行われ
たものとみなして処理することが
できる。 

（IFRS3.BC110） 
原則、実際の支配の獲得日及び喪失日
で処理を行う必要がある。 
ただし、重要性がない場合に限り、月末
等の便宜上の日付で処理を行うことが
許容される。 
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 日本基準 IFRS 

連結会社間の会計方針の 
統一 

（連結会計基準 17） 
（連結財務諸表作成における在外
子会社の会計処理に関する当面
の取扱い） 
同一環境下で行われた同一の性
質の取引等について、親会社及
び子会社が採用する会計処理の
原則及び手続は、原則として統一
する。 
 
ただし、在外子会社の財務諸表
が、IFRS又はUSGAAPに準拠し
て作成されている場合、及び国内
子会社が指定国際会計基準又は
修正国際基準（JMIS）に準拠した
連結財務諸表を作成して金融商
品取引法に基づく有価証券報告
書により開示している場合には、
当面の間、それらを連結決算手
続上利用することができる（ただし
5項目の調整は必須）。 

（IFRS10.19, B87） 
同様の状況における類似の取引及びそ
の他の事象については、統一された会
計方針を用いて連結財務諸表を作成
しなければならない。 
統一すべき会計方針と異なる会計方針
が用いられている場合には、連結財務
諸表を作成する際に、適切な修正を行う
必要がある。 
 
 

子会社の決算日が 
異なる場合の取扱い 

（連結会計基準 16, 注 4） 
親会社の連結決算日と子会社の
決算日の差異が 3 カ月を超えな
い場合には、子会社の財務諸表
をそのまま連結できる。この場
合、連結決算日と子会社の決算
日の間に生じた重要な連結グル
ープ内取引については、調整を行
う必要がある。 

（IFRS10.B92, B93, IFRS12.11） 
親会社及び子会社の財務諸表は、同一
の報告期間の末日現在で作成しなけ
ればならない。 
これらの期末日が異なる場合、実務上
不可能な（あらゆる合理的な努力を払っ
ても当該規定に準拠できない）場合を除
き、親会社と同一期末日現在の財務諸
表を追加作成する。実務上不可能な場
合には、異なる期末日（3 カ月以内）の
間に生じた取引や事象のうち、連結外
取引を含む重要な影響を及ぼすものに
ついて修正しなくてはならない。 
この場合、当該子会社の決算日、異な
る決算日を用いている理由を開示する。 

子会社の 
決算期変更時の修正再表示 

（平成 22年 9月 30日金融庁公
表「連結財規等の一部を改正する
内閣府令（案）」等に対するパブリ
ックコメントの概要及びそれに対
する金融庁の考え方 No.17, （参
考）比較情報の取扱いに関する研
究報告（中間報告） Q6(3)①） 
遡及処理は行われず、実務上、
変更年度については、子会社の
15 ヶ月間の損益を P/Lに計上す
る処理と 12 ヶ月間の損益のみを
P/Lに計上し、3ヶ月分を直接、連
結株主資本等変動計算書で表示
する処理等が存在する。 
（12 月決算子会社の決算日を親
会社に合わせて 3 月末に変更す
る場合を前提としている。） 

（IFRS10.B92, B93, IAS8.19, 22） 
子会社の決算期を変更した場合又は連
結上の仮決算を実施するように事後的
に変更した場合には、報告の期間及び
親会社との決算日の差異は毎期同一で
なければならないため、比較情報の修
正再表示が必要になる。 
【国際会計の実務（日本語版）2022 上
巻 第7章 P.606以降参照】 
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 日本基準 IFRS 

非支配株主 
損益の表示 

（連結会計基準 39, 包括利益の
表示に関する会計基準 6, 11） 
非支配株主に帰属する金額を含
めて当期純利益を表示、あわせ
て当期純利益、包括利益のうち、
親会社株主に帰属する金額と非支配
株主に帰属する金額を記載する。 

（IAS1.81B） 
当期純損益及び当期包括利益を非支
配株主に帰属する損益も含めて表示
し、その内訳として、非支配持分に帰属
する金額及び親会社持分に帰属する金
額をそれぞれ財務諸表の本体に表示す
る。 

子会社の 
欠損の非支配持分への配分 

（連結会計基準 27） 
子会社の欠損のうち、当該子会社に
係る非支配株主持分に割り当てら
れる額が当該非支配株主の負担す
べき額を超える場合には、当該超過
額は、親会社の持分に負担させる。す
なわち、原則として非支配株主持分は
ゼロまでとし、超過する額は親会社持
分が負担することとなる。 

（IFRS10.B94） 
包括利益合計は、たとえ非支配持分の
残高が負の残高となる場合であっても、
親会社株主と非支配持分に帰属させ
る。 
 

NCIプット 該当する基準なし （IAS32.23） 
現行 IFRS に基づくと、非支配持分に付
与されたプット・オプションは償還金額の
現在価値にて測定された金融負債を生
じさせる。 
NCI プットにかかる金融負債について
は、NCI プットが現時点における所有持
分を付与しているかどうかに応じて、会
計処理を行う。 
【国際会計の実務（日本語版）2022 上
巻第7章 P.669以降参照】 

子会社に 
対する支配の喪失 

（連結会計基準 29, 連結財務諸
表における資本連結手続に関す
る実務指針 45, 46） 
子会社株式の一部を売却した結
果、関連会社となる場合は、処分時
点の連結上の帳簿価額の残存持
分相当額で評価する、関連会社に
も該当しなくなる場合は個別貸借対
照表上の帳簿価額により評価する。 
また、子会社株式の一部を売却し、
残余の投資が関連会社にも該当し
なくなり、原価法を適用することに
なった場合、売却後の残余の投資
に含まれる投資の修正額を取り崩
し、当該取崩額を連結株主資本等
変動計算書上の利益剰余金の区分
に連結除外に伴う利益剰余金減少
高（又は増加高）等その内容を示す
適当な名称をもって計上する。した
がって、売却等により子会社から子
会社及び関連会社のいずれにも該
当しなくなる場合には、その他有価
証券評価差額金や為替換算調整勘
定などの残余投資持分に対応する
部分も、連結株主資本等変動計算
書のその他の包括利益累計額から
直接減額する。 

（IFRS10.25, B97-99, BCZ182） 
親会社が子会社の支配を喪失し、以前
の子会社に対する持分を有している場
合には、支配喪失日現在の残存投資額
を公正価値で認識し、評価損益は純損
益で認識する。これは、子会社から関連
会社になる場合も同様である。 
子会社に関連してその他の包括利益に
過去に認識されたすべての金額は、関
連する資産又は負債を親会社が直接売
却した場合に必要とされるのと同じ基礎
で、純損益に振り替えられるが純損益に
組替調整されない項目もある。 
例えば、下記については純損益に組替
調整しない。 
▶ 資本性金融商品の公正価値の変動
や、確定給付制度の純額の再測定
は、親会社が子会社に対する支配を
喪失した時点で損益に振り替えるこ
とは認められない。ただし、資本の中
で振り替えることはできる。 

▶ 再評価剰余金が，資産の処分時に
利益剰余金に直接振り替えられる場
合には、親会社は、子会社に対する
支配を喪失した時に、再評価剰余金
を利益剰余金に直接振り替える。 
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 日本基準 IFRS 

子会社に 
対する支配の喪失を伴わない
親会社持分の増減 

（連結会計基準 28-30, 金融商
品会計に関する Q&A Q74, 連結
財務諸表における資本連結手続
に関する実務指針 42, 44, 66-2） 
追加取得及び一部売却（支配の
喪失を伴わない場合）における対
価と親会社持分との差額を資本
剰余金とする。また一部売却の場
合、のれんの未償却額は減額し
ない。 
追加取得の場合、その他有価証
券評価差額金について取得時利
益剰余金に準じた取り扱いをする
定めがあるため、子会社持分を追
加取得した際にその他の包括利
益の再配分を行なわず、追加取
得で減少する非支配株主持分と
追加取得額との差額が資本剰余
金に計上される。 
一部売却（支配の喪失を伴わない
場合）の場合は、その他の包括利
益の再配分が行われる。 

（IFRS10.23） 
資本取引として会計処理する。 
なお、貸借差額は資本に直接計上され
るものの、改正後日本基準にあるように
当該差額を「資本剰余金」で処理すると
いった明示的な規定はない。 
また、その他の包括利益の再配分が
求められる。 
 
 

売却目的保有への分類 該当する基準なし （IFRS5.8A） 
子会社に対する投資が売却目的保有に
分類される場合、子会社のすべての資
産・負債は IFRS 第 5号にしたがって売
却目的保有に分類する。 
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3．個別財務諸表 
 日本基準 IFRS 

個別財務諸表における取扱い （金融商品に関する会計基準 17） 

個別財務諸表では子会社株式及

び関連会社株式は取得原価をも

って貸借対照表価額とする。 

（IAS27.10） 

個別財務諸表における子会社に対する投

資、関連会社に対する投資ならびにジョイ

ント・ベンチャーに対する持分は、以下の

いずれかにより会計処理しなければなら

ない※。 
▶ 取得原価で会計処理 
▶ IFRS第 9号に従って会計処理 
▶ 持分法で会計処理 

 
※ただし、取得原価で又は持分法を用

いて会計処理されている投資が IFRS第

5 号の「売却目的保有」に該当した場合

は、IFRS第 5号に従い会計処理する。 
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4．持分法 
 日本基準 IFRS 

持分法の適用範囲 （持分法に関する会計基準（以下
「持分法会計基準」）6） 
非連結子会社及び関連会社に対
する投資については原則として持
分法を適用する。 
 
 

（IAS28.16, 5-8） 
関連会社及びジョイント・ベンチャーに対
する投資は、免除の要件を満たす場合
を除き、持分法を適用して会計処理する。 
 
重要な影響力の有無を判定する際に
は、現在行使又は転換可能な潜在的
議決権を考慮する。 

持分法の適用範囲（例外） （連結財務諸表における子会社及
び関連会社の範囲の決定に関す
る適用指針 25-26） 
以下の会社は持分法の適用対象
から除かれる。 
▶ 影響が一時的である場合の関
連会社 

▶ 利害関係者の判断を著しく誤
らせるおそれがある場合の非
連結子会社及び関連会社 

（IAS28.20） 
投資または投資の一部が IFRS 第 5 号
に従って売却目的保有に分類される場
合は持分法を適用せず、IFRS第5号に
従って会計処理する。売却目的保有に
分類されない部分は、売却目的保有に
分類された部分が売却されるまでは持
分法を適用する。 

ベンチャー・ 
キャピタル組織及び投資企業 

（連結財務諸表における子会社及
び関連会社の範囲の決定に関す
る適用指針 24） 
ベンチャー・キャピタルなどの投資
企業が行う一部の投資など、他の
企業に重要な影響を与えることが
できないことが明らかであると認
められる場合には、当該他の企
業は関連会社に該当しない。 

（IAS28.18-19, BC9, IFRS10.B85L） 
ベンチャー・キャピタル組織等が有する
関連会社またはジョイント・ベンチャーに
対する投資については、IFRS 第 9号に
基づき、純損益を通じて公正価値で測
定することを投資ごとに個別に選択でき
る。 
なお、IFRS 第 10 号で定義される投資
企業に該当した際は、関連会社または
ジョイント・ベンチャーに対する投資につ
いて、持分法ではなく、IFRS第9号に基
づき、純損益を通じて公正価値で測定
する。 

持分法の範囲 
（重要性が乏しい場合） 

（持分法会計基準 6） 
持分法の適用により、連結財務諸
表に重要な影響を与えない場合
には、持分法の適用会社としない
ことができる。 

該当する基準はないため、一般的な重
要性に基づいて判断する。 

みなし取得・売却 （連結会計基準注 5） 
以下の連結に関する規定が準用
されると考えられる。 
支配獲得日、株式の取得日又は
売却日等が子会社の決算日以外
の日である場合には、当該日の
前後いずれかの決算日（四半期
期末・四半期期首）に支配獲得、
株式の取得又は売却等が行われ
たものとみなして処理することが
できる。 

（IFRS3.BC110） 
原則、実際の重要な影響力の獲得日及び
喪失日で処理を行う必要がある。 
ただし、重要性がない場合に限り、月末
等の便宜上の日付で処理を行うことが
許容される。 
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 日本基準 IFRS 

持分法適用 
会社との会計方針の統一 

（持分法会計基準 9, 持分法適用
関連会社の会計処理に関する当
面の取扱い） 
同一環境下で行われた同一の性
質の取引等について、投資会社
（その子会社を含む）及び持分法
を適用する被投資会社が採用す
る会計処理の原則及び手続は、
原則として統一する。ただし、当面
の間、「親子会社間の会計処理の
統一に関する当面の監査上の取
扱い」に定める会計処理の統一に
関する取扱いに準じて行うことが
できる。 
さらに、在外関連会社等について
は、当面の間、「連結財務諸表作
成における在外子会社等の会計処
理に関する当面の取扱い」に準じ
て行うことができる（すなわち、在
外関連会社の財務諸表が IFRS又
は米国会計基準に準拠して作成さ
れている場合、及び国内関連会社
が指定国際会計基準又は修正国
際基準（JMIS）に準拠した連結財
務諸表を作成して金融商品取引法
に基づく有価証券報告書により開
示している場合には、当面の間、
それらを持分法適用上利用するこ
とができる（重要性が乏しい場合を
除き、5項目の修正は必須）） 
なお、関連会社について統一のた
めに必要な情報を入手することが
極めて困難と認められるときには、
「親子会社間の会計処理の統一に
関する当面の監査上の取扱い」に
定める、「統一しないことに合理的
な理由がある場合」にあたる。 

（IAS28.35-36） 
投資者の財務諸表は、同様の状況にお
ける類似の取引及びその他の事象につ
いては、統一の会計方針を用いて作成
しなければならない。 
同様の状況における類似の取引及びそ
の他の事象について、関連会社が投資
者とは異なる会計方針を用いている場
合には、投資者が持分法を適用する際
に、その財務諸表に適切な修正を行う
必要がある。 

被投資会社の決算日が 
異なる場合の取扱い 

（持分法会計基準 10） 
持分法の適用にあたっては、投資
会社は、被投資会社の直近の
財務諸表を使用する。 
投資会社と被投資会社の決算日
に差異があり、その差異の期間内
に重要な取引又は事象が発生し
ているときには、必要な修正又は
注記を行う。 

（IAS28.33, 34, IFRS12.22(b)） 
投資者は関連会社またはジョイント・ベ
ンチャーの直近の財務諸表を用いなけ
ればならない。投資者と関連会社の報
告期間の末日が異なる場合には、実務
上不可能な場合を除き、関連会社また
はジョイント・ベンチャーは投資者向けに
投資者の報告期間の末日現在での財
務諸表を作成する。 
実務上不可能（あらゆる合理的な努力
を払っても当該規定に準拠できない）な
場合には、異なる期末日（3 カ月以内）
の間に生じた取引及び事象のうち、第
三者との取引を含む重要な影響を及ぼ
すものについては修正しなくてはならな
い。この場合、当該関連会社またはジョ
イント・ベンチャーの決算日、異なる決算
日を用いている理由を開示する。 
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 日本基準 IFRS 

持分法 
（投資の減損） 

（持分法会計に関する実務指針
9, 資本連結手続に関する実務指
針 32-33） 
投資会社の個別財務諸表で関係
会社株式を減損処理した場合で、
減損処理後の簿価が連結財務諸
表上の簿価を下回った場合には、
当該差額に対応するのれんを一
時償却する。 
のれんは「固定資産の減損に係
る会計基準」等に従って減損処理
を行う。 

（IAS 28.40-43） 
持分法適用後の残高に関して、減損の
客観的な証拠が存在するか否かを判断
し、減損の兆候がある場合には、IAS 第
36号に従い減損テストを行う。 
なお、当該減損は、その後投資の回収可
能価額が回復した範囲において、戻し入
れられる。 

段階取得 （持分法会計に関する実務指針 
6-2, 6-3） 
持分法適用開始日までに株式を
段階的に取得している場合には、
関連会社の資産及び負債を株式
の取得日ごとに当該日の時価で
評価することが原則とされている
（原則法）。 
株式の段階取得に係る計算の結
果が原則法によって処理した場合
と著しく相違しないときには、持分
法適用開始日における時価を基
準として、関連会社の資産及び負
債のうち投資会社の持分に相当
する部分を一括して評価すること
ができる（簡便法）。 

【国際会計の実務(日本語版) 上巻 第
11章 P.1005以降参照】 
IFRSには明確な規定は存在しない。 
EY は、取得原価アプローチ（さらに当該
アプローチは、キャッチアップ調整の有
無、みなしのれん・廉価取得における利
得の計算方法により、さらに 4 つのアプ
ローチに分かれる）と公正価値アプロー
チのいずれかを会計方針として選択で
きると考えている。当該複数のアプロー
チの内に、日本基準上の原則法と簡便
法と同様の方法が含まれているため、
それらを採用した場合には結果的に差
異は生じない。 

支配の獲得を伴わない 
既存の関連会社又は 
ジョイント・ベンチャーの 
持分の追加取得 

（持分法会計に関する実務指針
16） 
持分法適用会社の株式を追加取
得した場合には、資本のうち追加
取得した株式に対応する持分と追
加投資額との間に生じた差額は、
のれん又は負ののれんとして処
理する。 

【国際会計の実務(日本語版) 上巻第
11章 P.1012以降参照】 
IFRSには明確な規定は存在しない。 
EY は、追加持分に対し支払った購入価
格を追加取得前の関連会社またはジョ
イント・ベンチャーに対する投資の帳簿
価額に加算するのみで、既存持分の再
測定は行わないものと考えている。当該
追加投資額は、名目上、のれんと、関連
会社またはジョイント・ベンチャーの純資
産の公正価値に対する追加持分とに区
別する。 
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 日本基準 IFRS 

持分法 
のれんの会計処理 

（持分法会計に関する実務指針9） 
のれんは投資に含めて処理さ
れ、原則として、その計上後 20
年以内に、定額法その他合理的
な方法により償却する。 

（IAS28.32） 
のれんの償却は認められない。 

持分法の 
適用中止時の取扱い 

（持分法会計基準 15, 持分法会
計に係る実務指針 17, 19, 33, 
企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針
278（2）,290（2）） 
関連会社株式の売却等により被
投資会社が関連会社に該当しなく
なった場合には、残存する当該被
投資会社に対する投資は、個別
貸借対照表上の帳簿価額により
評価する。 
持分法適用除外日における取得
後利益剰余金のうち、残存投資持
分に対応する部分は、利益剰余
金の増減として計上され、その他
の包括利益累計額の残存投資持
分に対応する部分についても、そ
の他の包括利益累計額から直接
減額する。 

（IAS28.22-23） 
関連会社またはジョイント・ベンチャーで
はなくなった時点（投資が子会社になっ
た場合を除く）における残存持分の公正
価値を IFRS 第 9 号に基づく金融資産と
しての当初認識時の公正価値とみなす。 
投資先が過去にその他の包括利益に認
識した利得又は損失は、関連する資産
負債の処分時に純損益に振替える場合
には、関連会社でなくなった日に資本か
ら純損益に振り替える。 

事業を構成する資産の「ダウ
ンストリーム」取引 

（事業分離会計基準 15(2), 持分
法に関する実務指針 11） 
関連会社を分離先企業として行
われた事業分離による移転損益
は持分法における未実現損益の
消去に準じて処理される。 
売手側である投資会社に生じた未
実現損益は、原則として当該関連
会社に対する投資会社の持分相当
額を消去する。 

（IAS28.31A, 45C） 
企業と関連会社またはジョイント・ベンチ
ャーとの間の事業を構成する資産の「ダ
ウンストリーム」取引から生じる損益は、
全て認識される。 
 
2022年 9月 30日現在、当該改訂の発
効日は延期されているため、企業が本改
訂を適用するためには早期適用すること
を決定しなければならず、早期適用する
場合にはその旨の開示が必要となる。早
期適用しない場合には、通常の「ダウン
ストリーム」取引と同様に、利得又は損失
に対する企業の持分を消去する。 
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 日本基準 IFRS 

持分法投資の帳簿価額を超
過する関連会社又はジョイン
ト・ベンチャーの損失に対する
持分 

（持分法に関する実務指針 20） 
持分法を適用した関連会社の欠
損を負担する責任が投資額の範
囲に限られている場合、投資会社
は、持分法による投資価額がゼロ
となるところまで負担する。 
他の株主との間で損失分担契約
がある場合、持分法適用関連会
社に対し設備資金若しくは運転資
金等の貸付金等がある場合、又
は契約上若しくは事実上の債務
保証がある場合には、契約による
損失分担割合又は持分割合等、
債務超過額（本報告ではマイナス
の純資産額を意味する。）のうち
投資会社が事実上負担すること
になると考えられる割合に相当す
る額を投資会社の持分に負担さ
せる。 
関連会社であっても、他の株主に
資金力又は資産がなく、投資会
社のみが借入金に対し債務保
証を行っているような場合等、事
実上、投資会社が当該関連会
社の債務超過額全額を負担す
る可能性が極めて高い場合に
は、当該債務超過額については
全額、投資会社の持分に負担さ
せなければならない。 

（IAS28.38, 14A） 
関連会社またはジョイント・ベンチャーの
損失に対する企業の持分が、関連会社
またはジョイント・ベンチャーに対する持
分と等しいか又は超過する場合には、
企業はそれ以上の損失についての持分
を認識しない。 
関連会社又はジョイント・ベンチャーに対
する持分は、持分法で算定した当該関
連会社又はジョイント・ベンチャーに対す
る投資と、当該関連会社又はジョイント・
ベンチャーに対する企業の純投資の一
部を実質的に構成する長期の持分との
帳簿価額である。例えば、決済が計画さ
れておらず予見できる将来に決済される
可能性も低い項目は、実質上、当該関
連会社又はジョイント・ベンチャーに対す
る企業の投資の延長である。 
関連会社またはジョイント・ベンチャーに
対する長期持分には持分法を適用せず
に（IAS28.38 に従い、持分法投資の帳
簿価額を超過した損失は認識する）、
IFRS第 9号を適用する。 
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5．共同契約 
 日本基準 IFRS 

共同支配の取決め 
ジョイント・オペレーション及び
ジョイント・ベンチャーの会計処
理 

（企業結合に関する会計基準 39
（2）） 
共同支配投資企業は、共同支配
企業に対する投資について、連結
財務諸表上、持分法を適用する。 
ジョイント・オペレーションについて
定めた規定はない。 
 

（IFRS11.14-19, 20, 24） 
共同支配の取決め（ジョイント・アレン
ジメント）は、ジョイント・オペレーション
とジョイント・ベンチャーに分類される。 
▶ ジョイント・オペレーションは、取決め
に対する共同支配を有する当事者が
当該取決めに関する資産に対する権
利及び負債に対する義務を有してい
る共同支配の取決めである。 

▶ ジョイント・ベンチャーは、取決めに対
する共同支配を有する当事者が当該
取決めの純資産に対する権利を有し
ている共同支配の取決めである。 

 
共同支配の取決めのうち、ジョイント・
オペレーションは、自らの資産、負債、
収益及び費用並びに/又は当事者に共
通して発生したそれらに対する持分相
当額を認識する方法により会計処理さ
れる。 
ジョイント・ベンチャーは、持分法により
会計処理される。（持分法が免除される
場合は除く） 

共同支配を有していない当事
者の会計処理 

該当する規定はない。 
 

（IFRS11.23, 25） 
共同支配を有していない当事者とは、共
同支配の取決めに参加しているが、自
身は共同支配を有していない当事者の
ことである。すなわち、自身は共同支配
事業者でも、共同支配投資企業にも該
当しない当事者である。 
 
会計処理は以下通りである。 
ジョイント・オペレーションの場合 
▶ ジョイント・オペレーションに係る資産
に対する権利及び負債に対する義務
を会計処理する（共同支配事業によ
る会計処理と同じ） 

▶ そのような権利又は義務が存在しな
い場合、適切な IFRS に従い会計処理
する 

 
ジョイント・ベンチャーの場合 
▶ IFRS第9号に従って会計処理する。 
▶ ただし、重要な影響力を有する場合
には、持分法を用いる。（共同支配投
資企業と同じ） 
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 日本基準 IFRS 

個別財務諸表における会計処
理 
 

（企業結合に関する会計基準 39
（1））、企業結合会計基準及び事
業分離等会計基準に関する適用
指針 301（1）） 
共同支配企業形成時における共
同支配企業に対する投資（共同
支配企業株式）の取得原価は、個
別財務諸表上、移転した事業の
適正な帳簿価額による株主資本
相当額に基づいて算定し、関係会
社株式等の適切な科目をもって
表示する。 
 
（金融商品に関する会計基準 17） 
個別財務諸表では子会社株式及
び関連会社株式は取得原価をも
って貸借対照表価額とする。 

（IAS27.10） 
投資者の個別財務諸表における子会
社、関連会社に対する投資ならびにジョ
イント・ベンチャーに対する持分は、以下
のいずれかにより会計処理しなければ
ならない。 
▶ 取得原価で会計処理 
▶ IFRS第 9号に従って会計処理 
▶ IAS 第 28 号に従って持分法で会計
処理 

ただし、取得原価または持分法で会計
処理されている投資が IFRS 第 5 号の
「売却目的保有」に該当した場合は、当
該基準に従い会計処理する。 
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6．企業結合 
 日本基準 IFRS 

企業結合の定義 （企業結合に関する会計基準（以
下「企業結合会計基準」）5） 
ある企業（会社及び会社に準ずる
事業体をいい、会社、組合その他
これらに準ずる事業体を指す。以
下同じ）又はある企業を構成する
事業と他の企業又は他の企業を
構成する事業とが一つの報告単
位に統合されること。 

（IFRS3.付録 A） 
取得企業が 1 つ又は複数の事業に対す
る支配を獲得する取引又はその他の事象  
 
 

企業結合の 
会計処理 

（企業結合会計基準 17, 41） 
共同支配企業の形成及び共通支
配下の取引以外の企業結合は、取
得とされ、パーチェス法が適用され
る。 
共通支配下の取引により企業集
団内を移転する資産及び負債
は、原則として、移転直前に付さ
れていた適正な帳簿価額により計
上する。 

（IFRS3.4） 
取得法を適用して各企業結合を会計処
理する。 
 
※ IFRS 第 3 号は、共同支配の取決め
の形成及び共通支配下の企業又は
事業の結合などには適用されない
（IFRS3.2）。  

【国際会計の実務（日本語版）上巻第
10章 P.935以降参照】 
IFRS 第 3 号は共通支配下にある企業
結合の会計処理方法に関して規定して
いないため、IAS 第 8 号「会計方針、会
計上の見積りの変更及び誤謬」第 10項
から第 12項に規定されている順序で検
討することにより目的適合性及び信頼
性のある情報をもたらす会計方針を策
定する必要がある。共通支配下の企業
結合を会計処理する移転先企業は、
IFRS第3号に規定されている取得法又
は持分プーリング法を適用しなければな
らないと考えられる。 

取引関連コストの会計処理 （企業結合会計基準 26）  
取得関連費用（外部のアドバイザ
ー等に支払った特定の報酬・手数
料等）は、発生した事業年度の費
用として処理する。 

（IFRS3.53） 
原則として、当該コストが発生してサー
ビスが提供された期間の費用として会
計処理する。 
負債証券又は持分証券の発行コスト
は、IAS第 32号及び IFRS第 9号にし
たがって認識する。  

条件付（取得）対価とその 
事後的な変動に伴うのれんの
修正 

（企業結合会計基準 27, （注 4）） 
条件付取得対価として交付、引渡
し又は返還が確実となり、その時
価が合理的に決定可能となった
時点で対価として認識し、のれん
を修正する。 
修正は暫定的な会計処理の期間
内（企業結合日から 1 年以内）に
限られない。 

（IFRS3.39, 58, BC349） 
経済的便益の流出可能性に係わらず、
条件付対価を移転した対価に含め、取
得日現在の公正価値で必ず認識する
（公正価値は信頼性をもって測定できる
とみなされる）。条件付対価の公正価値
の事後的な変動があっても、取得日に
すでに存在した事実と状況に関する情
報を測定期間中に得た場合を除き、の
れんを修正しない。 
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 日本基準 IFRS 

条件付取得対価と従業員給付
の区別 

該当する基準はない。 （IFRS3.51,52, B54，B55） 
被取得企業との交換取引の一環とみな
されない取引は、企業結合とは別個の
取引として処理する。 
企業結合前に、主に被取得企業（又は
旧所有者）の便益のためではなく、取得
企業又は結合後企業の便益のために
取得企業が実行した取引は、企業結合
とは別個の取引である可能性が高い。 

偶発負債の認識 （企業結合会計基準 30） 
取得後に発生することが予測され
る特定の事象に対応した費用又
は損失であって、その発生の可能
性が取得の対価の算定に反映さ
れている場合には、負債として
認識する。 

（IFRS3.23） 
過去の事象に起因する「現在の債務」で
あって、その公正価値が信頼性をもって
測定できる場合には、経済的便益を有
する資源の流出可能性に係わらず認識
する。 
 

企業結合で 
取得した無形 
資産の取扱い 

（企業結合会計基準 29, 企業結
合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針（以下「企
業結合適用指針」）59, 59-2, 
367, 367-2） 
法律上の権利など分離譲渡可能
であれば、識別可能な無形資産
であり、のれんとは分離して認識
する。 
企業結合の目的の１つが特定の
無形資産の受入れであり、その金
額が重要になると見込まれる場合
には分離譲渡可能なものとして取
扱う 

（IFRS3.B31, IAS38.33） 
識別可能な無形資産は、のれんとは区
別して認識する。なお、企業結合で取得
される無形資産については、常に信頼
性をもって測定できるものとみなされる。 
 

企業結合を通じて再取得した
権利 

該当する基準はない。 
 
 

（IFRS3.29） 
認識要件を満たす場合には、残存契約
期間を前提とした（潜在的な契約の更新
可能性は無視する）金額で、のれんと区
別して無形資産として認識する。 
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 日本基準 IFRS 

識別可能取得資産及び引受負
債の測定（公正価値の概念） 

（企業結合会計基準 28, 102, 
103, 企業結合適用指針 53, 54, 
55） 
取得原価は、被取得企業から受
け入れた資産及び引き受けた負
債のうち企業結合日時点におい
て識別可能なもの（識別可能資産
及び負債）の企業結合日時点の
時価を基礎として、当該資産及び
負債に対して配分する 
時価は独立第三者間取引に基づ
く公正な評価額であり、観察可能
な市場価格に基づく価額である
が、市場価格が観察できない場
合には、合理的に算定された価額
が時価となる。また、時価と適正
な帳簿価額との差異に重要性が
ない場合には、適正な帳簿価額
で取得原価の配分額を算定する
ことができる。時価が一義的に定
まりにくい資産を評価することによ
り多額の負ののれんが生じる場
合で、合理的な基礎に基づき当該
資産の価額を算定していないとき
は、負ののれんが生じない範囲の
金額を合理的に算定された価額
とすることができる。 

（IFRS3.18，B43） 
取得企業は、原則として識別したすべて
の取得資産及び引受負債を取得日現在
の公正価値で測定しなければならない。 
公正価値の算定にあたっては、資産の
使用方法等に関する一般の市場参加者
の期待のみを考慮し、取得企業に固有
の意向に基づく価値を反映させてはなら
ない。したがって、たとえば、取得企業と
しては企業結合により取得した特定の
資産を使用する予定がない場合であっ
ても、他の市場参加者であれば、被取
得企業の取得にあたり、意図したであろ
う当該資産の使用方法に基づき算定さ
れる公正価値を測定に織り込む必要が
ある。たとえば、競争上又はその他の理
由で、取得企業が取得した研究開発に
係る無形資産を使用しない場合でも、こ
れを一律にゼロ評価することは認められ
ない。 
 

売却目的で保有する資産 該当する基準はない。 （IFRS3.31） 
取得日時点で売却目的に分類される非
流動資産又は処分グループの測定につ
いては、IFRS 第 5 号「売却目的で保有
する非流動資産及び非継続事業」が適
用される。すなわち、公正価値ではなく、
売却費用控除後の公正価値で測定され
る。 
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 日本基準 IFRS 

のれんの 
当初認識と 
非支配持分の測定方法 

（企業結合会計基準 31） 
のれんとは、被取得企業又は取
得した事業の取得原価が、取得
した資産及び引き受けた負債に
配分された純額を超過する額と
して算定される（購入のれん
アプローチのみ）。 
 
（連結財務諸表に関する会計基
準（以下「連結会計基準」）20） 
全面時価評価法により、子会社
の資産及び負債のすべてを支配
獲得日の時価により評価する。 
※ IFRS で選択できるような、非
支配持分自体を支配獲得日
の時価で評価する処理は認
められていない。 

 

（IFRS 3.19, 32, B45） 
企業結合ごとに、以下のいずれかを
選択できる。 
1） （全部のれんアプローチ） 

非支配持分も含めた取得企業全体
を公正価値で測定し、のれんは非支
配持分に帰属する部分も含めて認
識する方法。 
※取得企業の被取得企業に対する
持分の公正価値と、非支配持分の
公正価値は、1 株当たりベースで異
なる場合がある。主な相違は、被取
得企業に対する取得企業の持分の
1 株当たり公正価値に支配プレミア
ムを含めているか、又はその逆に、
非支配持分の 1 株当たり公正価値
に支配の欠如による割引を織り込んで
いることである可能性が高い。 

 
2） （購入のれんアプローチ） 
非支配持分は、取得企業の識別可
能純資産の公正価値に対する比例
持分相当額として測定し、のれんは
取得企業の持分相当額についての
み認識する方法。 

のれんの 
取扱い 
 

（企業結合会計基準 32, 連結会
計基準 24） 
20 年以内のその効果の及ぶ期
間にわたって、定額法その他合
理的な方法により償却する。ただ
し、のれんの金額に重要性が乏
しい場合には、当該のれんが生
じた事業年度の費用として処理
することができる。 
 
（固定資産の減損に係る会計基
準二 8） 
のれんに減損の兆候がある場合
には、減損損失を認識するかど
うかを判定する。 
 
（連結財務諸表における資本連
結手続に関する実務指針 32） 
投資会社の個別財務諸表で関
係会社株式を減損処理した場合
で、減損処理後の簿価が連結財
務諸表上の簿価を下回った場合
には、当該差額に対応するのれ
ん相当額を一時償却する。 

（IFRS3.B63（a）, IAS36.88, 90） 
規則的な償却は行わないが、減損の兆
候が無くても毎期 1 回、減損の兆候があ
る場合には追加で、減損テストを行う。  
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 日本基準 IFRS 

補償資産 該当する基準はない。 （IFRS3.27, 57） 
【当初認識及び測定】 
企業結合における売手が取得企業に対
し、特定の資産又は負債に関し、企業結
合前から存在する不確実な要素を補償
する条項を企業結合契約に盛り込む場
合がある。この場合、取得企業は当該条
項に対応する補償資産を、補償対象とな
る資産又は負債が認識される時期と同
じタイミング、及びそれらの資産又は負
債と同じ測定方法により会計処理す
る。 
また、補償額の回収可能性に応じて評
価性引当金による手当も必要となる
（公正価値で測定される場合を除く）。 
 
【事後測定】 
補償対象となる資産又は負債の測定基
礎と同じ基礎が用いられる。 

企業結合に伴う株式報酬 該当する基準はない。 （IFRS3.B56-B62） 
取得企業が被取得企業の報酬を代替す
る「義務」を負っている場合には、取得企
業が被取得企業に代わって付与する代
替報酬の公正価値のすべて、もしくはそ
の一部が企業結合時の移転された対価
の一部を構成することになる。  

段階的に達成される企業結合
による支配獲得時における従
来保有していた持分の再評価 

（企業結合会計基準 25）  
個別財務諸表上は支配を獲得す
るに至った個々の取引ごとの原
価の合計額をもって被取得企業
の取得原価とするが、連結財務
諸表上は支配を獲得するに至っ
た個々の取引のすべての企業結
合日における時価をもって被取
得企業の取得原価を算定する。 

（IFRS3.42） 
取得企業は従来保有していた被取得企
業に対する資本持分を、取得日公正価
値で再測定し、それにより利得又は損失
が生じる場合には、当該利得又は損失
を、適宜、純損益又はその他の包括利
益に認識しなければならない。過去の報
告期間において、取得企業は、被取得
企業に対する資本持分の価値の変動を
その他の包括利益に認識している場合
がある。その場合には、その他の包括
利益に認識された金額は、取得企業が
従来保有していた資本持分を直接処分
したならば要求されたであろう基準と同
じ基準で認識しなければならない。  
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7．棚卸資産 
 日本基準 IFRS 

棚卸資産の範囲 （棚卸資産の評価に関する会計基
準（以下「棚卸資産会計基準」）3） 
棚卸資産には、商品、製品、半製
品、原材料、仕掛品等の資産であ
り、企業がその営業目的を達成す
るために所有し、かつ、売却を予
定する資産のほか、売却を予定し
ない資産であっても、販売活動及
び一般管理活動において短期間
に消費される「事務用消耗品等」
も含まれる。 
 
事務用消耗品等 
上記の通り含まれる。 
 
交換部品、予備器具及び保守用
器具等 
該当する規定はない。上記の棚
卸資産の範囲等の規定に従って
判断される。 
 
広告宣伝及び販売促進活動に関
する支出 
該当する規定はない。上記の棚
卸資産の範囲等の規定に従って
判断される。 

（IAS2.6,16, IAS16.8, IAS38.69(c) ） 
棚卸資産とは、次のような資産をいう。 
(a)通常の事業の過程において販売を
目的として保有されるもの 
(b)そのような販売を目的とする生産の
過程にあるもの 
(c)生産過程又はサービスの提供にあた
って消費される原材料又は貯蔵品 
 
事務用消耗品等 
該当する規定はない。 
事務用消耗品等が、「生産過程又はサ
ービスの提供にあたって消費される原
材料又は貯蔵品」に該当する場合は棚
卸資産である。 
 
交換部品、予備器具及び保守用器具等 
有形固定資産の定義を満たす場合に
は、有形固定資産に含めて計上し、そう
でない場合に棚卸資産に分類される。 
 
広告宣伝及び販売促進活動に関する支
出 
企業が宣伝活動又は販売促進活動を
行うのに使用する目的だけのために物
品にアクセスする権利を企業が有してい
る場合には、企業は、これらの財を所有
しているか、又はそれ以外で、その財を
配布するかどうかに関係なくその財にア
クセスする権利を有した時点で、その財
に対する支出を費用として認識する。 
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 日本基準 IFRS 

製造原価の範囲 （原価計算基準三-五, 連続意見
書第四 第一 五） 
日本基準では、同様の項目の例
示はなされていない。 
原価に含められるか否かについ
ては、「原価の本質」、「原価の諸
概念」及び「非原価項目」等を解
釈し判断するものと考えられる。 

(IAS2.10-18) 
以下のすべてが原価に含められる。 
▶ 購入原価 
購入代価、輸入関税及びその他の税
金（企業がその後に税務当局から回
収可能なものを除く）、並びに製品、
原材料及びサービスの取得に直接
起因する運送、荷役及びその他のコ
ストから構成される。 
値引き、割戻し及びその他の類似の
項目は、購入原価の算定にあたって
控除される。 

▶ 加工費 
直接労務費のような、生産単位に直
接関係するコスト及び原材料を完成
品に加工する際に生じる固定及び変
動の製造間接費の規則的な配賦額
を含められる。 

▶ その他のコスト 
棚卸資産が現在の場所及び状態に
至るまでに発生した範囲で、棚卸資
産の原価に含められる。例えば、特
定の顧客のために発生する非製造
間接費又は製品設計のコストを棚卸
資産の原価に含めることが適切な場
合がある。 

 
棚卸資産の原価から除外され、発生し
た期間に費用として認識されるコストとし
ては以下が挙げられる。 
▶  仕損品に係るコストのうち異常な
金額  

▶ 保管費用（その後の製造工程に移る
前に必要な場合を除く） 

▶ 棚卸資産が現在の場所と状態に至
ることに寄与しない管理部門の間接
費、販売コスト 

借入コストの棚卸資産の取得原
価としての資産化 

（不動産開発事業を行う場合の支
払利子の監査上の取扱いについて） 
不動産開発事業を行う場合の支
払利子のうち、一定の要件を満た
す場合には、棚卸資産の取得原
価の一部として資産化することも
認められる。 

(IAS23.7(a), 8) 
適格資産としての要件を満たす棚卸資
産の取得、建設、生産に直接起因する
借入コストは当該資産の取得原価の一
部として資産化しなければならない。 
金融資産、及び短期間で製造（あるいは
他の方法で生産）される棚卸資産は、適
格資産ではない。取得時点において意
図した使用又は販売が可能な状態にあ
る資産は、適格資産ではない。 

棚卸資産の原価 （財務諸表等規則 90, 同ガイドラ
イン 90） 
仕入割引について、営業外収益と
して処理する。 

（IAS2.11） 
値引き、割戻し、仕入割引及びその他
の類似のものは購入原価の算定上控除
される。 
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 日本基準 IFRS 

資産除去コスト 該当する規定はない。 
 
なお、有形固定資産に関しては、
資産除去債務に関する会計基準
8項において、資産除去債務が有
形固定資産の稼動等に従って、
使用の都度発生する場合には、
資産除去債務に対応する除去費
用を各期においてそれぞれ資産
計上し、関連する有形固定資産
の残存耐用年数にわたり、各期に
費用配分するか、当該計上時期
と同一の期間に資産計上額と同
一の金額を費用処理するとされて
いる。 

（IAS16.16(c),18） 
特定の期間中に棚卸資産を生産するた
めに有形固定資産を使用した結果とし
て当該期間中に発生する解体、除去及
び敷地の原状回復に関する義務のコス
トに、IAS 第 2 号「棚卸資産」を適用す
る。 

副産物 （原価計算基準二八） 
軽微な副産物は、当該副産物を
売却したことにより得た収入を、
原価計算外の収益とすることがで
きる。 

（IAS2.14） 
副産物に重要性がない場合、正味実現
可能価額で測定し、当該価額を主製品
の原価から控除する。 

原価の算定方法 （棚卸資産会計基準 6-2, 34-4） 
個別法、先入先出法、平均原価
法、売価還元法 
なお、一定の場合には、最終仕入
原価法が容認される。 

（IAS2.23-27） 
個別法、先入先出法、加重平均法 
 
 

原価算定方法の統一 （棚卸資産会計基準 6-3,連結財
務 諸 表 に 関 す る 会 計 基 準 
17,58, 親子会社間の会計処理
の統一に関する監査上の取扱い
5（2）①） 
棚卸資産の評価方法は、事業の
種類、棚卸資産の種類、その性
質および使用方法等を考慮した
区分ごとに選択し、継続的に適用
する。 
同一環境下で行われた同一の性
質の取引等について、親子会社
間の会計方針は原則として統一
するが、棚卸資産の評価方法に
ついては、必ずしも求められてい
ない。 

（IAS2.25） 
企業にとっての性質および使用方法が
類似する棚卸資産には同じ原価算定方
法を使用しなければならない。 
性質または使用方法が異なる棚卸資産
については、同一の棚卸資産であって
も、異なる原価算定方式が正当化され
る場合もある。 

原価の測定技法 （原価計算基準四二, 棚卸資産
会計基準 6-2） 
標準原価は、原価管理のために
も、予算編成のためにも、また、
棚卸資産価額及び売上原価算定
のためにも、現状に即した標準で
なければならない。 
売価還元法は上記「原価の算定
方法」に記載の方法の中から選
択した場合に適用できるが、取扱
品種の極めて多い小売業等の業
種における評価に適用される。 

（IAS2.21-22） 
実際原価法が原則と考えられるが、標
準原価法、売価還元法も例示されてい
る。 
標準原価法及び売価還元法はその適
用結果が原価と近似する場合にのみ、
簡便法として認められる。 
売価還元法は、小売業において、利益
率が近似した回転の速い大量の棚卸資
産で、他の原価算定方法の使用が実務
上不可能であるものを測定するために
使用されることが多い。 
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 日本基準 IFRS 

固定製造 
間接費の配賦（正常生産能力） 

（原価計算基準四（一）2, 四七
（一）3,四七（二）） 
固定製造間接費の配賦に用いる
操業度として、予定操業度や正常
操業度等が挙げられている。 
予定価格が不適当なため、比較
的多額の原価差異が生ずる場
合、原価差異は、売上原価と期末
棚卸資産に配賦する。なお、標準
原価計算制度における原価差異
の処理に関して、数量差異、作業
時間差異、能率差異等であって
異常な状態なものについては、非
原価項目とする。 

（IAS2.13） 
 
固定製造間接費の配賦は、生産設備の
正常生産能力に基づいて行われる。 
 
未配賦となる固定製造間接費の不利差
異は、当期の費用とし（期末残高に配賦
しない）、逆に生産水準が異常に高い期
間にあっては、固定製造間接費の配賦
額を減少させなければならない（有利差
異を期末残高に配賦する）。 
 

原材料のなどの評価減の方法 （棚卸資産会計基準 5, 7, 9, 10, 
49） 
営業循環過程から外れた滞留品
又は処分見込みの棚卸資産につ
いては、規則的に帳簿価額を切り
下げる方法も認められる場合が
ある。 

（IAS2.32） 
原材料の価格の下落が、それを組み込
む製品の正味実現可能価額が原価より
も低くなることを示している場合には、そ
の原材料は正味実現可能価額まで評価
減する。その際、再調達原価が最良の
入手可能な測定値である場合もある。 

評価減の戻入れ （棚卸資産会計基準 14, 17） 
簿価切下額の戻入れを行う洗替
法及び戻入れを行わない切放法
の選択適用が可能。 
ただし、簿価切下げが臨時の事
象に起因し、かつ、多額である場
合には、洗替法を適用していても
簿価切下額の戻入れを行っては
ならない。 

（IAS2.33） 
評価減の原因となった従前の状況がも
はや存在しない場合、又は経済的状況
の変化により正味実現可能価額が増加
したという明確な証拠がある場合には
（当初の評価損の金額を上限として）評
価減の戻入れを行う。 
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8．無形資産 
 日本基準 IFRS 

個別規定 無形資産の会計処理を規定する
単一の包括的基準は存在しな
い。 
ただし，研究開発費及びソフトウェ
アの会計処理については研究開
発費会計基準，実務指針及び
Q&Aが公表されている。 

（IAS38） 
無形資産の当初認識及び測定は、個別
に又は企業結合の一環として外部より
取得されたか、又は内部的に創設され
たか等により異なる。IAS第 38号は、こ
れらのすべての状況をカバーする会計
基準である。 

定義 （財務諸表等規則 27） 
無形資産の定義に関する個別規
定は存在しないが、以下が例示さ
れている。 
▶ のれん 
▶ 特許権 
▶ 借地権（地上権を含む） 
▶ 商標権 
▶ 実用新案権 
▶ 意匠権 
▶ 鉱業権 
▶ 漁業権（入漁権を含む） 
▶ ソフトウェア 
▶ リース資産 など 

（IAS38.8-17） 
無形資産の定義は、以下のとおりで
ある。 
▶ 過去の事象の結果として、企業が支
配している。 

▶ 将来の経済的便益が企業に流入す
ることが期待されている。 

▶ 物理的な実態のない識別可能な非
貨幣性資産である。 

当初認識 
（認識要件） 

無形資産の認識要件に関する明
文規定はない。 
・ただし、ソフトウェア制作費の資
産計上基準及び企業結合で取得
する無形資産の認識基準を個別
に定めている。 

（IAS38.18, 21） 
無形資産は、上記の定義に合致し、さら
に以下を満たす場合にのみ認識されな
ければならない。 
▶ 資産に起因する、期待される将来の
経済的便益が企業に流入する可能
性が高い。 

▶ 資産の取得原価を、信頼性をもって
測定できる。 

自己創設研究開発費 （研究開発費等に係る会計基準 
三） 
研究開発費は、すべて発生時に
費用として処理しなければならな
い。 
ソフトウェア制作費のうち、研究開
発に該当する部分も研究開発
費として費用処理する。 

（IAS38.52-62, 65, 66, 71） 
研究費は発生した時点で費用として
認識する。 
開発費については、技術上の実行可能
性や使用又は売却するという企業の意
図等、一定の要件がすべて立証可能な
場合のみ、無形資産として認識しなけれ
ばならない。（満たさない場合には発生
時に費用処理する） 
▶ 自己創設無形資産の取得原価は，
無形資産の定義及び認識要件を最
初に満たした日以降に発生した支出
の合計である。過去に費用として認
識した支出を戻し入れて資産として
計上することはできない。 

▶ 取得原価には、当該資産の生成、製
造をはじめとして、その資産が経営
者の意図した方法により稼働可能と
なるまでの準備に「直接起因する原
価」をすべて含むものとされている。 
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 日本基準 IFRS 

事後測定 取得原価から償却累計額及び減
損損失を控除した金額で測定す
る。（再評価は認められていない） 
 

（IAS38.72, 75） 
原価モデルと再評価モデルのいずれか
を会計方針として選択し、同一種類の全
ての無形資産に適用しなければならな
い。 
再評価額とは、再評価日における公正
価値から再評価日以降の償却累計額及
び減損損失累計額を控除した金額をい
う。 
再評価モデルの適用は、無形資産の公
正価値が活発な市場を参照することに
より決定可能な場合のみ認められる。 

償却 
（耐用年数） 

販売用ソフトウェア等を除き、実務
上、法人税法に規定された期間
に従った、定額法での償却が一
般的と思われる。（ただし、「研究
開発費等に係る会計基準」 四 5
にソフトウェアの償却方法に関す
る個別規定あり） 
 

（IAS38.88, 89, 97, 102, 104, 108） 
無形資産の耐用年数が確定可能である
か確定できないかを査定する。 
関連するすべての要因を分析した結
果、その資産が企業に正味のキャッシ
ュ・インフローをもたらすと期待される期
間について、予測可能な限度がない場
合（無限とは異なる）には、その無形資
産の耐用年数は確定できないものとす
る。 
確定可能な耐用年数を有する無形資産
はその期間にわたり償却する。償却方
法は、予想される資産の将来の経済的
便益の消費パターンを反映しなければ
ならず、そのパターンを信頼性をもって
決定できない場合には、定額法を採用
する。 
 
耐用年数を確定できない無形資産は償
却しないが、毎期、及び減損の兆候が
ある場合はいつでも減損テストを実施す
る必要がある。また、各期において、引
き続き耐用年数を確定できないかを確
認する。 

残存価額、耐用年数、 
減価償却方法の見直し 

（監査・保証実務委員会実務指針
81号 6, 24） 
実務上、法人税法の規定に基づ
く、残存価額、耐用年数、減価償
却方法を採用し、税法が変更にな
らない限り変更しないケースが多
いと思われる。 
なお、減価償却は合理的に決定さ
れた一定の方式に従い、毎期計
画的、規則的に実施する必要が
ある。 

（IAS38.102, 104） 
残存価額、耐用年数、減価償却方法
は、少なくとも各事業年度末に見直す必
要がある。 
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広告宣伝費 広告宣伝費に限定した規定は存
在しない。 

（IAS38.69, BC46D, IAS16.19（b）） 
企業が広告宣伝活動のための物品にア
クセスできる権利を得る（最終ユーザー
への物品の引渡し時ではない）か、広告
宣伝に関連する役務の提供を受けた時
点で広告宣伝費を計上する（上記の時
点より前の支払いは無形資産ではなく、
前払費用として処理する）。 
なお、上記広告宣伝費は、有形固定資
産の取得原価に含めてはならない項目
としても規定されている。 

Software as a Service 
（SaaS 契約）におけるサプラ
イヤーソフトウェアへのアクセ
ス権の会計処理（ユーザーの
会計処理） 

該当する規定はない。 
 
SaaS 契約における利用料は、ユ
ーザーが受けるサービス（ベンダ
ーが保有するソフトウェアの利用
など）に係る対価であって、ユーザ
ーがソフトウェアを購入するため
の支出ではないと考えられるた
め、実務上、サービスの受領に応
じて費用処理しているものと思わ
れる。 
 
なお、SaaS契約は、あるベンダー
が不特定多数のユーザーに対し
てサービス提供していることが通
例である。これを前提とすると、
SaaS に関しては借手、貸手の双
方にとって、「特定の物件」である
と整理されるケースは少ないと考
えられるため、実務上、リース取
引として処理されるケースは少な
いと考えられる。 

リースが含まれるか否か 
（IFRS16.9,B9-B31） 
無形資産が含まれるか否か 
（IAS38.8,12,13,17） 
無形資産を含む場合 
（IAS38.18,21,88,89,97等） 
リースも無形資産も含まない場合 
（IAS38.69,69A） 
▶ 契約にリースが含まれるか否かを判
断し（「リース（IFRS16）」の No1を参
照）、含まれる場合には IFRS 第 16
号に基づき会計処理する。 

▶ リースが含まれない場合には、無形
資産が含まれるか否かを判断し（上
記の No2 を参照）、含まれる場合には
IAS第38号に基づき会計処理する。 

リースも無形資産も含まない場合には、
サプライヤーソフトウェアへのアクセスと
いうサービスを受けるタイミング（すなわ
ちサービスの契約期間）にわたり費用処
理する（SaaS 契約がサプライヤーのア
プリケーションソフトウェアへアクセスす
る権利のみを与える場合はこれに該当
する）。 
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Software as a Service 
（SaaS 契約）におけるコンフィ
グレーション又はカスタマイ
ゼーションコストの会計処理 
（ユーザーの会計処理） 

該当する規定はない。 
 
通常の自社利用ソフトウェアの場
合、導入に当たって必要とされる
設定作業及び自社の仕様に合わ
せるために行う付随的な修正作
業等の費用は、ソフトウェアの取
得価額に含めることとされている
（ソフトウェア実務指針 14項）。 
一方、SaaS 契約の場合は、ソフト
ウェア自体が資産計上されないた
め、初期設定費用等の付随費用
をソフトウェアとして計上すること
はできないと考えられる。 
 
ただし、一般的な資産性の考え方
（将来の収益獲得・費用削減効果
等）を勘案して資産計上する余地
はあると考えられる。例えば、導
入のための初期設定費用等を契
約当初に支払う場合、実務上、
（長期）前払費用として計上し、効
果の及ぶ期間にわたって費用配
分するケースもあると考えられ
る。 
なお、ソフトウェア実務指針 16 項
のその他の導入費用と性格が類
似するような費用については、通
常資産計上するものには該当せ
ず、発生した事業年度の費用とす
るものと考えられる。 

無形資産が含まれるか否か 
（IAS38.8,12,13,17） 
無形資産を含まない場合 
（IAS38.69,69A） 
類似の事項や関連する事項を扱う要求
事項 
（IAS8.10,11） 
履行義務の識別（別個か否か）の要求
事項 
（IFRS15.22、27） 
 
▶ 無形資産が含まれるかについては、
上記のNo2を参照。ただし、サプライ
ヤーが支配しているソフトウエアに関
しては、それとは別にコンフィグレー
ションやカスタマイゼーション部分の
みをユーザーが自由に使用すること
ができないため、無形資産が計上で
きるケースはかなり限定的と考えら
れる。 

▶ 無形資産が含まれない場合は、契約
条件に従ってサービスの提供を受け
た際に費用認識する。ただし IAS 第
38 号には受領するサービスの会計
処理に関するガイダンスは提供され
ていないため、IAS 第 8 号の類似の
事項や関連する事項を扱った要求事
項を参照し、サービスを提供する側
のガイダンスである IFRS第 15号に
おける履行義務の識別に関する要求
事項を適用する。 

これにより、 
①コンフィグレーション又はカスタマイゼ
ーションのサービス提供契約が、ソフト
ウェアアクセス権のサプライヤーとの契
約の場合 
→ユーザーが受取るサービス（コンフィ
グレーション又はカスタマイゼーションサ
ービスとアクセス権の提供サービス）が
別個であれば、アクセス権のサプライヤ
ーがコンフィグレーション又はカスタマイ
ゼーションのサービスを行った時点で費
用として認識する。 
→一方、ユーザーが受取るサービスが
別個でなければ、アクセス権の契約期
間に応じて費用を認識する。 
②コンフィグレーション又はカスタマイゼ
ーションのサービス提供契約が、ソフト
ウェアアクセス権を提供しているサプラ
イヤーとは無関係の第 3 者との契約の
場合 
→当該第 3 者がコンフィグレーション又
はカスタマイゼーションのサービスを行
った時点で費用として認識する。 
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9．有形固定資産 
 日本基準 IFRS 

交換により 
取得した資産の原価の測定 

（圧縮記帳に関する監査上の取
扱い） 
交換により同一種類、同一用途以
外の固定資産を取得した場合、原
則として、譲渡資産又は取得資産
の公正な市場価額を取得価額と
する。 
交換により同一種類、同一用途の
固定資産を取得した場合、譲渡資
産の帳簿価額を取得資産の取得
価額とする。 

（IAS16.24） 
交換によって取得した資産は、交換取
引が経済的実質を欠いているか、又は
受入資産にも引渡資産にも信頼性をも
って測定できる公正価値がない場合を
除き、公正価値をもって測定する。 
取得資産を公正価値で測定しない場
合、取得原価は引渡資産の帳簿価額と
する。 

借入費用の 
資産計上 
（適格資産の場合） 

（「連続意見書第三 有形固定資
産の減価償却について」第一、
四、2） 
（自家建設） 
固定資産を自家建設した場合に
は、適正な原価計算基準に従って
製造原価を計算し、これに基づい
て取得原価を計算する。建設に要
する借入資本の利子で稼動前の
期間に属するものは、これを取得
価額に算入することができる。 
日本基準では資産化する借入コ
ストの算定方法について、明確な
規定はない。 

（IAS23.5, 8, 12） 
適格資産とは、意図した使用または売
却が可能になるまでに相当の期間を必
要とする資産をいう。 
企業は、適格資産の取得、建設又は製
造に直接帰属する借入費用を当該資産
の一部として資産化しなければならな
い。また、上記に該当しない借入費用は
発生時に費用として認識しなければなら
ない。 
資産化に適格な借入コストは、企業が
適格資産の取得のために個別に資金を
借り入れた範囲で、当期中に当該借入
金について発生した実際の借入コストか
ら当該借入金の一時的な投資による投
資収益を控除した差額として算定しなけ
ればならない。 

借入費用の 
資産計上 
（一般目的借入の場合） 

該当する規定はない。 （IAS23.6,14） 
企業が一般目的で資金を借り入れ、適
格資産を取得するためにそれを使用し
た範囲で、企業は、資産化に適格な借
入コストの金額を、当該資産への支出に
資産化率を乗じることにより算定しなけ
ればならない。 
資産化率は、企業の当期中の借入金残
高のすべてに対する借入コストの加重
平均としなければならない。 
借入コストには、次の費用が含まれる可
能性がある。 
実効金利法で計算した金利費用 
リース負債に関する金利 
外貨建借入金から発生する為替差損益
のうち、金利コストの修正とみなされる
部分 
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資産除去債務 （資産除去債務に関する会計基
準 3, 6, 7, 11, 14, 資産除去債
務適用指針 9, 23） 
資産除去債務計上額と同額を関
連する有形固定資産の帳簿価額
に加える。 
資産除去債務には、除去に関して
法令又は契約で要求される法律
上の義務及びそれに準ずるもの
を計上する。 
▶ 割引率 
割引率は、負債計上時におけ
る貨幣の時間価値を反映した
無リスクの税引前の利率を使
用する。割引前将来キャッシ
ュ・フローが税引前の数値であ
ることに対応して、割引率も税
引前の数値を用いる必要があ
る。 
資産除去債務の割引率は負
債計上時に決定し、その後の
変更は行わない。（ただし、将
来 CF の見積額が増加した場
合は、その増加部分について
見積りを変更する時点の割引
率を適用し、減少した場合は
負債計上時の割引率を用い
る） 

▶ 割引の振り戻し 
時の経過による資産除去債務
の調整額は、損益計算書上、
当該資産除去債務に関連する
有形固定資産の減価償却費と
同じ区分に含めて計上する。 

▶ 敷金の取扱い 
敷金が資産計上されている場合、
簡便的に敷金の回収が見込めな
いと認められる金額を合理的に見
積り、当期の負担に属する金額を
費用に計上する方法によることが
できる。 

（ IAS16.16（c） , 18, IAS37.10, 14, 
19, 45, 47, IFRIC1.3, 8） 
IAS 第 37 号に従い、引当金の認識要
件を満たす解体及び除却費用ならびに
原状回復費用等は、有形固定資産の取
得原価に含める。 
なお、特定の期間中に棚卸資産を生産
するために有形固定資産を使用した結
果として当該期間中に発生する資産除
去債務のコストには、IAS 第 2 号「棚卸
資産」を適用し、棚卸資産の原価に含め
る。 
IAS 第 37 号の引当金には、法的債務
及び推定的債務が含まれる。 
▶ 割引率 
割引率は、貨幣の時間価値と当該
負債に固有のリスクについての現在
の市場の評価を反映した税引前の
割引率でなければならない。割引率
には、将来キャッシュ・フローの見積
りの中で修正されているリスクを反
映してはならない。 
有形固定資産が原価モデルで測定さ
れており、引当金に係る割引率が事
後的に変更された場合は、引当金を
再測定し、変動額を有形固定資産の
取得原価に加減する。 

▶ 割引の振り戻し 
引当金の割引に関する振戻しは、金
融費用として費用計上する。 

▶ 敷金の取扱い 
日本基準にある敷金に関する例外処理
は、認められない。 

取得後の支出 該当する基準はない。 
通常は、資産の耐用年数を延長
させる又は性能を向上させる支出
は資本的支出として資産計上さ
れ、現在の性能を維持するため
の支出は修繕費として処理され
る。 

（IAS16.7, 12, 13） 
資産に関連する将来の経済的便益が企
業に流入する可能性が高く、かつ、当該
資産の取得原価を信頼性をもって測定
できる場合に資産計上する。それ以外
の場合は、発生時に費用処理する。 
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資産に関する政府補助金 （企業会計原則注解注 24） 
国庫補助金、工事負担金で取得
した資産ついては、国庫補助金等
に相当する金額をその取得原価
から控除することができる。 
 
（圧縮記帳に関する監査上の取
扱い） 
圧縮記帳額を剰余金の処分によ
って積立金として計上した場合も
監査上妥当なものとして取り扱わ
れる。 

（IAS20.24） 
資産に関する政府補助金は、財政状態
計算書において、繰延収益又は関連資
産の帳簿価額から控除して表示される。 

事後測定 該当する基準はない。 
原則通り、取得原価から減価償却
累計額及び減損損失累計額を控
除した金額で測定する（再評価は
認められていない）。 
 

（IAS16.29-31） 
原価モデルと再評価モデルのいずれか
を会計方針として選択し、同一種類の全
ての有形固定資産に適用しなければな
らない。 
再評価モデルを選択した場合、帳簿価
額が報告期間の末日における公正価値
と大きく相違しないよう、再評価を定期
的に実施しなければならない。 

減価償却 
（耐用年数） 

（減価償却に関する当面の監査
上の取扱い等） 
会計上の見積りによって行う。 
ただし、実務上、法人税法に定め
られた耐用年数を使用している場
合が多いと思われる。 

（IAS16.57） 
資産の耐用年数は、当該資産の企業に
とっての期待効用の観点から定義され
る。 

減価償却 
（残存価額） 

（減価償却に関する当面の監査
上の取扱い等） 
会計上の見積りによって行う。 
ただし、実務上、税法基準に基づ
き、平成 19年 4月 1日以降に取
得した有形固定資産の残存価額
を備忘価額とする場合が多い。 
また、平成 19年 3月 31日以前
に取得した有形固定資産につい
ては取得価額の 5％に到達した
会計年度より、取得価額の 5％相
当額と備忘価額との差額を 5 年
間にわたり均等償却する場合が
多いと思われる。 

（IAS16.6） 
資産の残存価額とは、耐用年数が到来
した時点で予測される状況において、資
産処分によって受領すると現時点で予
想される、見積処分費用控除後の価額
をいう。 

減価償却単位 （連続意見書第三・ 第一・ 十） 
個々の資産単位について個別的
に減価償却計算および記帳を行
う個別償却と、複数の資産を 1 つ
のグループとして減価償却を行う
総合償却がある。 
 
実務上、法人税法上の規定に基
づく単位で、減価償却を実施して
いる場合が多いと思われる。 

（IAS16.43） 
有形固定資産項目の全体の取得原価
に対して、重要な取得原価を有する構
成部分について個別に減価償却する（コ
ンポーネント・アプローチ）。 
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減価償却方法 
（定率法等の妥当性） 

（減価償却に関する当面の監査
上の取扱い, 平成 28 年度税制
改正に係る減価償却方法の変更
に関する実務上の取扱い） 
実務上、国内会社は税法基準に
基づき、平成 10年 4月 1日以後
に取得した建物（定額法）及び平
成28 年4 月1 日以後に取得し
た建物附属設備・構築物（定額
法）を除き、定率法を適用している
ケースが多いと思われる。 
他方、在外連結子会社は、主とし
て定額法を適用していると思われ
る。 

（IAS16.60, 62A） 
使用される減価償却方法は、資産の将
来の経済的便益が企業によって消費さ
れると予測されるパターンを反映するも
のでなければならない。 
収益を基礎とした減価償却方法は認め
られない。 

残存価額、耐用年数、 
減価償却方法の再検討 
 

（減価償却に関する当面の監査
上の取扱い 6, 14, 19等） 
実務上、法人税法上の規定に基
づく、減価償却の方法を採用し、
税法が変更にならない限り変更し
ないケースが多い。 
なお、減価償却は合理的に決定さ
れた一定の方式に従い、毎期計
画的、規則的に実施する必要が
ある。 

（IAS16.51, 61） 
残存価額、耐用年数、減価償却方法
は、少なくとも各事業年度末に再検討す
る必要がある。 

減価償却方法（定額法・定率
法等）の変更 

（会計方針の開示、会計上の変更
及び誤謬の訂正に関する会計基
準 19, 20） 
減価償却方法は会計方針に該当
するが、減価償却方法の変更は
会計上の見積りの変更と区別す
ることが困難な場合に該当し、会
計上の見積りの変更と同様に遡
及修正は行われない。 

（IAS16.61） 
会計上の見積りの変更として処理する。 
ただし、初度適用企業が従前 GAAP に
おいて IFRS 上認められない減価償却
方法を採用している場合（例えば税法基
準）、その重要性がある場合には完全
遡及修正が必要である点に留意する
（IFRS1.IG7）。 

売却目的保有に分類された
非流動資産（又は処分グル
ープ） 

該当する規定はない。 
ただし、減損の兆候の例として、
事業の廃止又は再編成、早期の
処分、用途の変更等が挙げられ
ている。 

（IFRS5.6,15） 
帳簿価額が継続使用ではなく主に売却
取引により回収される場合には、当該資
産等を売却目的保有に分類し、帳簿価
額と売却費用控除後の公正価値のいず
れか低い価額で測定する。 

売却目的保有に分類された
非流動資産等の減価償却の
取扱い 

（固定資産の減損に係る会計基
準の適用指針 55） 
処分が予定されている固定資産
について、販売目的で保有するた
めに流動資産に振替えている場
合を除き、減損処理後、残存価格
まで減価償却を行う。 

（IFRS5.25） 
売却目的保有に分類された非流動資産
（又は処分グループ）は減価償却を中止
する。 
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主要交換部品の有形固定資
産計上 

該当する規定はない。 
実務上、貯蔵品として処理してい
る場合が考えられる。 

（IAS16.8） 
有形固定資産の要件を満たす主要交換
部品及び予備器具（1 年超にわたり使
用される場合）は、貯蔵品等ではなく、
有形固定資産に含めて計上して、減価
償却計算を行う必要がある（それ以外は
棚卸資産となる）。 
小型の交換部品等は、通常、棚卸資産
に計上され、使用時に費用処理される
（金額が僅少な交換部品等については、
取得時に一括費用処理される場合もあ
る）。 

金型等の扱い 
（リースのセクションと同様） 

該当する規定はない。 
リースの定義を充足する取引であ
ればリース会計を適用するが
IFRS16のような具体的ガイダン
スは設けられていない。 

（IFRS16） 
法的にリースの形式をとらないものの、
一括あるいは複数回の支払いと交換
に、契約期間中の資産の使用権を借手
に移転させるような場合にはIFRS16の
適用対象とする。 

大規模検査又は修繕のコスト 
（引当金のセクションと同様） 

（企業会計原則注解注 18） 
大規模な検査等のために、特別
修繕引当金の計上が関連期間で
行われ、相手科目は費用として計
上する。 

（IAS16.14） 
有形固定資産の大規模検査等に関連
付けて引当金（特別修繕引当金等）を計
上することは認められない。 
これらの支出は、一定の条件を満たす
場合には、発生時に資産計上し、資産
の構成要素として処理しなければならな
い。 

一括償却資産、少額資産の
扱い 

該当する規定はない。 
実務上、法人税法上の規定に基
づく償却または費用（損金算入）
処理を実施している場合が多いと
思われる。 

（IAS16.6,9,57） 
会計期間を超えて使用される場合、有
形固定資産に計上して、当該資産の企
業にとっての期待効用の観点から経済
的実態に即して決定された耐用年数で
減価償却計算を行う必要がある。 
なお、個々に重要性が低くても大量に保
有している資産については（工具や金型
など）、集計した総額について IAS16 を
適用することが適切な場合もある。 
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保険差益の取扱い （圧縮記帳に関する監査上の取
扱いⅢ2） 
保険金等で同一種類、同一用途
の固定資産を取得した場合につ
いては、保険差益を国庫補助金
等と同様に扱い、圧縮記帳を行う
ことが認められる。 

（IAS16.65, 66） 
減損、滅失等した有形固定資産に対す
る第三者からの補填は、補填が受領可
能となる時に純損益に含めなければなら
ない。 
有形固定資産の減損又は滅失、関連す
る第三者からの請求又は補填の支払
と、その後の再調達資産の購入又は建
設は別個の経済的事象であり、次のよう
に個別に会計処理する。 
(a) 有形固定資産項目の減損は IAS 第
36号に従って認識する。 
(b) 除去又は処分した有形固定資産の
認識の中止は IAS 第 16 号に従って実
行される。 
(c) 減損、滅失等した有形固定資産に
対する第三者からの補填は、補填が受
領可能となるときに純損益の算定に含ま
れる。 
(d) 再調達として原状回復、購入又は建
設した有形固定資産の取得原価は IAS
第 16号に従って算定される。 

不動産取得税等の取扱い （企業会計原則第三 五 D, 連続
意見書第三 四） 
買入手数料、運送費、荷役費、据
付費、試運転費等の付随費用は
取得原価に含めるが、正当な理
由がある場合には、その一部又
は全部を含めないこともできる。 
実務上、法人税法の規定により、
固定資産の取得価額に算入しな
いことができる不動産取得税や
専門家報酬を、取得原価に含め
ず、発生時の費用として処理して
いることが考えられる。 

（IAS16.16） 
有形固定資産の取得原価は、以下の要
素で構成される。 
▶ 値引及び割戻控除後の購入価額（輸
入関税及び還付されない取得税を含
む） 

▶ 経営者が意図した方法で稼働可能に
する上で必要な状態に整えるための
直接付随費用 

▶ 資産除去債務費用 

固定資産の取得に直接起因
するコスト 

（企業会計原則第三 五 D, 連続
意見書第三 四 1） 
買入手数料、運送費、荷役費、据
付費、試運転費等の付随費用は
取得原価に含めるが、正当な理
由がある場合には、その一部又
は全部を含めないこともできる。 
 

（IAS16.16, 17, 20A） 
直接起因するコストについては次の通り
例示されている。 
▶ 有形固定資産項目の建設又は取得
より直接生じる従業員給付費用（IAS 
第 19号「従業員給付」に定義） 

▶ 整地コスト 
▶ 当初の搬入及び取扱のコスト 
▶ 据付及び組立のコスト 
▶ 専門家報酬 
▶ 資産が正常に機能するかどうかの試
運転コスト 

なお、資産を意図した使用のために準備
している間に生産された項目(例えば、
有形固定資産の機能の評価のために生
産された試作品)の販売により受け取っ
た金額及び関連するコストは純損益に
認識され、有形固定資産の取得原価か
らを控除することは認められない。 
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固定資産の範囲 （研究開発費等に係る会計基準 
二（注 1）） 
交換部品、予備器具及び保守用
器具等 
該当する規定はない。 
 
特定の研究開発目的にのみ使用
される資産 
原則として取得時に費用計上す
る。 
 

（IAS16.6, 7, 8） 
交換部品、予備器具及び保守用器具等 
有形固定資産の定義を満たす場合に
は、有形固定資産に含めて計上し、そう
でない場合に棚卸資産に分類される。 
 
特定の研究開発目的にのみ使用される
資産 
該当する規定はない 
有形固定資産の定義及び認識要件に
基づいて判断される。 

遊休資産に係る減価償却 （固定資産の減損に係る会計基
準の適用指針第 56項） 
遊休資産について、減価償却は
停止されない。 
遊休資産の減価償却費は、原則
として、営業外費用として処理す
る。 

（IAS16.55） 
資産の減価償却は、売却目的保有に分
類された（又は売却目的保有に分類さ
れる処分グループに含められた）日と、
資産の認識の中止が行われた日のい
ずれか早い日をもって停止する。したが
って、減価償却は、当該資産が遊休とな
っている場合や活発な使用をやめた場
合でも停止しない（当該資産の減価償
却が完了した場合を除く）。ただし、生産
高比例法では、生産がない間は減価償
却費がゼロとなる場合がある。 
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10．投資不動産 
 日本基準 IFRS 

投資不動産の範囲・取扱  （賃貸等不動産の時価等の開示
に関する会計基準 4） 
日本基準では、「投資不動産」と
類似した概念として「賃貸等不動
産」が存在する。賃貸等不動産に
該当する不動産は、時価開示等
が求められるが、有形固定資産と
異なる会計処理は求められない。 
 
「賃貸等不動産」とは、棚卸資産
に分類されている不動産以外のも
のであって、賃貸収益又はキャピ
タル・ゲインの獲得を目的として保
有されている不動産（ファイナン
ス・リース取引の貸手における不
動産を除く。）をいう。 
 
従業員が占有する不動産であっ
ても、経営管理目的不動産に該
当する場合は、賃貸等不動産に
は該当しない。 

（IAS.40.1, 5, 9） 
「投資不動産」とは、次の目的を除き、賃
貸収益若しくは資本増価又はその両方
を目的として（所有者が又は使用権資産
として借手が）保有する（土地若しくは建
物―又は建物の一部―又はそれら両方
の）不動産をいう。 
(a)財又はサービスの生産又は供給、あ
るいは経営管理目的のための使用 
(b)通常の営業過程における販売 
 
投資不動産は、自己使用不動産と異な
る会計処理と開示の規定が定められて
いる。 
 
従業員が占有する不動産は投資不動
産には含まれない。（従業員が市場レー
トで賃借料を払うか否かは関係ない。） 
 

複数用途の 
不動産 

（賃貸等不動産会計基準 7, 適用
指針 7, 17） 
賃貸等不動産とそれ以外の部分
の区分にあたっては「管理会計上
の区分方法その他の合理的な方
法を用いる」ことから、基本的には
区分し、賃貸等不動産として使用
される部分のみを、賃貸等不動産
の注記対象とする。 
ただし、賃貸等不動産として使用
される部分の割合が低い場合に
は、不動産全体を賃貸等不動産
の注記対象に含めないことができ
る。 
なお、実務上区分が困難な場合
は、不動産全体を賃貸等不動産
の注記対象にすることができる。 

（IAS40.10） 
投資不動産とその他の部分が区分処理
可能な場合（個別に売却又はファイナン
ス・リースによるリースが可能な場合）に
は、区分処理する。 
区分処理が不可能な場合で、自家使用
部分の重要性が低い場合には、全体を
投資不動産として処理する。 
区分処理が不可能な場合で、自家使用
部分の重要性が低くない場合には、全
体を投資不動産以外で処理する。 
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役務の提供がなされる不動産 （賃貸等不動産会計基準 28） 
不動産の利用者に対する付随的
なサービスの重要性を判断するこ
とは容易ではないため、形式的な
区分を重視して開示対象を決定
する。 
賃貸されている不動産は賃貸等
不動産として開示する。 
第三者に利用させることでキャッ
シュ・フローの獲得を図る不動産
であっても、自ら運営しているホテ
ルなどのように、賃貸されている
不動産に該当しないものは開示
対象外である。 

（IAS40.11, 12, 14） 
賃貸している不動産の占有者に対する
付随的なサービスの重要性が低い場合
には、投資不動産として処理する。 
不動産の占有者に対する付随的なサー
ビスが重要な場合には、自己使用不動
産として処理する。 
上記の判断が困難な場合、両者の区分
に用いた判断根拠を開示しなければな
らない。 
 

当初認識後の測定 （賃貸等不動産会計基準 15） 
原価モデルのみ（時価は注記す
る）。 
 

（IAS40.30, 79） 
原価モデル又は公正価値モデルの選択
が可能である。当該方針は投資不動産
のすべてに適用する。 
原価モデルを選択した場合には一定の
公正価値情報を注記する。 

公正価値 
モデルでの 
測定 

該当する基準はない。 
 

（IAS40.33, 35，53A, 53B, 54） 
公正価値モデルを選択する企業は、一
定の場合を除き、すべての投資不動産
を公正価値で測定しなければならない。  
投資不動産の公正価値の変動は、発生
した期の損益として処理される。 
建設中の投資不動産に関しても原則と
して同様であるが、実務を配慮した特別
な取扱いが定められている。 

開発中の不動産 （賃貸等不動産会計基準 6） 
将来において賃貸等不動産として
使用される予定で開発中の不動
産や、継続して賃貸等不動産とし
て使用される予定で再開発中の
不動産も含まれる。 

（IAS40.8(e)） 
将来投資不動産として使用する目的で
建設又は開発中である不動産は、投資
不動産として分類される。 

区分表示 該当の規定はない。 （IAS1.54） 
投資不動産は財政状態計算書上、区分
表示する。 
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11．資産の減損 
 日本基準 IFRS 

適用範囲 （固定資産の減損に係る会計基
準（以下「基準」）一） 
他の基準で減損処理に関する定
めがある資産を除き、固定資産
を適用対象としている。 
 

（IAS36.2, 3） 
適用範囲外とされている項目を除くすべ
ての資産が対象となる。 
▶ 適用対象外項目 
▶ 棚卸資産 
▶ IFRS 第 15 号に従って認識される
契約資産及び契約の獲得又は履
行のためのコストから生じる資産 

▶ 繰延税金資産 
▶ 従業員給付から生じる資産 
▶ IFRS 第 9 号の範囲に含まれる金
融資産 

▶ 公正価値で測定される投資不動産 
▶ IAS 第 41 号の範囲に含まれる農
業活動に関連した生物資産で売却
コスト控除後の公正価値で測定さ
れるもの 

▶ IFRS 第 17 号の範囲に含まれる
契約のうち資産であるもの 

▶ IFRS第 5号に従って 
▶ 売却目的保有に分類された非流
動資産（又は処分グループ） 

減損の兆候の検討 （減損会計基準二 1, 固定資産
の減損に係る会計基準の適用
指針（以下「減損適用指針」）11-
17） 
 
例示ではあるが、具体的な数値
基準が存在する（例：市場価格
が著しく下落したことは、減損の
兆候となるとされており、著しく下
落したとは、少なくとも市場価格
が帳簿価額から 50%程度以上
下落した場合が該当する） 
その他、IFRS で記載されていな
い資産の減損の兆候の例示項
目として、 
営業活動から生じる損益又はキ
ャッシュ・フローが継続してマイナ
ス、の場合などがあげられる。 

（IAS36.12） 
より広い意味合いを有する状況証拠で
あり、感応度が高いため、より早期に減
損の兆候が把握される傾向にある。 
また、純資産の帳簿価額が、その企業
の株式の時価総額を超過している場合
も、減損の兆候として認められる例の 1
つとされている。 
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減損プロセス－減損の認識
判定に用いる数値 

（減損会計基準二 2, 3） 
2段階アプローチ 
減損の兆候がある場合には、最
初に減損の認識の判定（資産又
は資産グループから得られる割
引前将来キャッシュ・フローの総
額とこれらの帳簿価額を比較す
る）を行う。その結果、割引前将来
キャッシュ・フローの総額が帳簿
価額を下回る場合には、資産の
帳簿価額を回収可能価額まで減
額するように減損損失を認識す
る。 
回収可能価額の定義は IFRSと同
様 

（IAS36.59） 
1段階アプローチ 
減損の兆候が存在する場合には、回収
可能価額を算定し、資産の帳簿価額が
その回収可能価額を上回る場合に、そ
の差額を減損損失として認識する。 
回収可能価額は、処分コスト控除後の
公正価値と使用価値のいずれか高い金
額となる。 
 

資金生成単位/資産のグルー
ピングの設定 

(適用指針 10) 
個別財務諸表上は、資産のグル
ーピング（資産グループは、IFRS
の資金生成単位に相当）が当該
企業を超えて他の企業の全部又
は一部とされることはないが、連
結財務諸表においては、連結の
見地から、個別財務諸表において
用いられた資産のグルーピング
の単位が見直される場合がある。 

左記のような取り扱いを定めた規定は
ない。 

減損損失の 
戻入れ 

（減損会計基準三 2） 
あらゆる資産について禁止され
る。 
 

（IAS36.110, 117, 124） 
のれんに関し、その戻入れは禁止されてい
るが、他の資産については、毎年、戻入
れの兆候について検討しなければなら
ない。戻入れが必要な場合は、過年度
に減損損失がなかったとした場合の（償
却又は減価償却控除後の）帳簿価額を
上限として、回収可能価額まで減損損
失を戻し入れる。 

のれんの減損 （連結財務諸表に関する会計基
準 24, 企業に関する結合に関す
る会計基準 32, 減損会計基準二
8） 
のれんは、20 年以内のその効果
が及ぶ期間にわたって規則的に
償却を行った上で、減損の兆候
がある場合には、別途、減損テ
ストを実施する。 

（IAS36.10, 11, 80） 
規則的な償却は行わないが、減損の兆
候が無くても毎期1回、減損の兆候があ
る場合には追加で、減損テストを行う。
（耐用年数を確定できない無形資産及
びいまだ使用可能となっていない無形
資産も同様） 
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のれんの配分 （減損会計基準二 8,減損会計基
準注解（注 9） , 減損適用指針
131） 
のれんを認識した取引において
取得された事業の単位が複数の
場合は、取得の対価が概ね独立
して決定され、かつ取得後も内部
管理上独立した業績報告が行わ
れる単位でのれんを各事業に分
割する。 
減損損失の認識の判定は、原則
として、分割されたのれんが帰属
する事業に関連する複数の資産
グループにのれんを加えた、より
大きな単位で行う。 
ただし、のれんの帳簿価額を、帰
属する事業に関連する資産グル
ープに合理的な基準で配分するこ
とができる場合には、のれんの帳
簿価額を各資産グループに配分
したうえで減損損失の認識の判
定をすることができる。 
のれんの帳簿価額を分割し帰属
させる事業の単位は、通常、資産
グループよりは大きいが、開示対
象セグメントの基礎となる事業区
分と同じか小さいこととなると考え
られる。 

（IAS36.80, 84） 
のれんは、資金生成単位又は資金生成
単位グループのうち、企業結合のシナジ
ーから便益を得ると見込まれるものに配
分しなければならない。これは、当該資
金生成単位又は資金生成単位グループ
に被取得企業のその他の資産又は負
債が配分されているかどうかを問わな
い。 
のれんを配分する資金生成単位又は資
金生成単位グループは以下の双方を満
たすものでなければならない。 
▶ 内部管理目的でのれんがモニターさ
れる最小単位でなければならない。 

▶ IFRS第 8号「事業セグメント」第 5項
により決定された集約前事業セグメ
ントよりも大きなものであってはなら
ない 

なお、企業結合時ののれんの配分が、
企業結合が行われた会計年度末までに
完了出来ない場合には、翌会計年度末
までに完了させる必要がある。 
 

資金生成単位に非支配持分
がある場合ののれんの減損テ
ストと減損損失の配分 

（減損会計基準二 8, 減損会計基
準注解（注 9） , 減損適用指針
131） 
非支配持分が存在する場合のの
れんの減損テストについて、定め
ていない。 
全部のれんアプローチは企業結
合に係る会計基準において採用
されていない。 

（IAS36.C4, C8） 
企業結合時ののれんの算定にあたり、
購入のれんアプローチを採用しており、
かつ、非支配持分が存在する場合は、
グロスアップ調整をしてから減損テスト
を実施し、配分後、親会社持分のみを減
損損失として認識する。 
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全社資産の配分 （減損会計基準二 7） 
共用資産に減損の兆候がある場
合に、減損損失を認識するかどう
かの判定は、共用資産が関連す
る複数の資産又は資産グループ
に共用資産を加えた、より大きな
単位で行う。 
ただし、共用資産の帳簿価額を当
該共用資産に関連する資産又は
資産グループに合理的な基準で
配分することができる場合には、
共用資産の帳簿価額を各資産又
は資産グループに配分したうえで
減損損失を認識するかどうかを判
定することができる。 
 

（IAS36.102） 
【国際会計の実務（日本語版）中巻 第
20章 P.665以降参照】 
全社資産の帳簿価額の一部を、合理的
で首尾一貫した基準により資金生成単
位に配分できる場合には、配分後の帳
簿価額と回収可能価額を比較する。 
合理的で首尾一貫した基準により配分
できない場合は以下の 3 つの手続きを
検討する。 
①資金生成単位について減損テストを
行い、減損損失が存在すれば認識す
る。 
②資金生成単位をグループ化し、全社
資産の帳簿価額の一部又は全部を当
該グループに配分する。なお、当該資金
生成単位グループには①の手続きの対
象となった資金生成単位を含めなけれ
ばならない。 
③最後に当該資金生成単位グループの
帳簿価額が当該資金生成単位グループ
の回収可能価額を上回っているかどう
かを判断するためのテストを行う。資金
生成単位グループの帳簿価額が、その
回収可能価額を上回るときは、減損損
失を資金生成単位グループに含まれる
すべての資産、及び全社資産の当該資
金生成単位グループへの配分額に対し
て比例配分する。 

使用価値算定上のキャッシュ・
フローの見積り（機能の改善・
見積期間・将来成長率） 

（減損適用指針 36（3）, 37（2）, 
38（1）） 
計画されていない将来の設備の
増強や事業の再編の結果として
生ずる将来キャッシュ・フローは見
積りには含めない。 
キャッシュ・フローを見積る期間
は、資産の経済的残存使用年数
又は資産グループ中の主要な資
産の経済的残存耐用年数とす
る。 
中長期計画の見積期間を超える
期間については、合理的な反証
が無い限り、それまでの計画に基
づく趨勢を踏まえた一定又は逓減
する成長率（ゼロやマイナスの場
合もある）の仮定を用いる。 

（IAS36.33（b）（c）, 35, 44, 45） 
キャッシュ・フロー予測は、将来のリスト
ラクチャリング又は資産の機能を改善又
は拡張することから生じることが予想さ
れる，将来のキャッシュ・インフロー又は
アウトフローの見積りを除外する。 
これら予算／予測を基礎とした予測は、
より長い期間を正当化し得ない限り、最
長でも 5年間でなければならない。 
直近の予算／予測の期間を超えたキャ
ッシュ・フロー予測は、逓増率が正当化
できる場合を除き、後続の年度に対し一
定の又は逓減する成長率を使用した予
算／予測に基づくキャッシュ・フロー予
測を推測して延長することで見積る。 
この成長率は、より高い成長率を正当
化し得ない限り、企業が営業活動をして
いる製品、産業若しくは国、又は当該資
産が使用されている市場の、長期平均
成長率を超えてはならない。 
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減損損失の認識 （減損会計基準二 3, 四 2） 
減損損失を認識すべきであると判
定された資産又は資産グループ
については、帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額を
当期の損失（原則として、特別損
失）とする。 

（IAS36.60, 61） 
再評価をしていない資産の減損損失
は、純損益に認識する。 
再評価している資産の減損損失につい
ては、当該資産に係る再評価剰余金の
金額を超過しない範囲で、その他の包
括利益に認識し、残りを純損益に認識
する。 
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12．リース 
 日本基準 IFRS 

契約がリースに該当するか及
び契約にリースが含まれてい
るかどうかの判断 

（リース取引に関する会計基準
（以下「リース取引会計基準」）4, 
リース取引に関する会計基準の
適用指針（以下「リース取引適
用指針」）91） 
リース取引は、「特定の物件の
所有者たる貸手が、当該物件の
借手に対し、リース期間にわたり
これを使用収益する権利を与
え、借手は、リース料を貸手に
支払う取引」と定義されている。 
リース取引は、リース契約、レン
タル契約、賃貸借契約などの名
前に関わらず、リース取引の定
義を満たすかどうかにより判断
するが、リースの識別について、
IFRS のように詳細な判断基準
は存在しない。 
契約がリースであるかまたはリ
ースを含んでいるかの再判定に
ついては、明確な規定はない。 

（IFRS16.9, 11, B9-B31） 
リースとは、資産を使用する権利を一定
期間にわたり、対価と交換に移転する契
約と定義されており、指針に基づいて、契
約の開始日に契約がリースに該当する
か、又はリースを含んでいるかを検討す
る。 
契約の条件が変更された場合にのみ、契
約がリース又はリースを含んだものであ
るかどうかを再判定する。 
 

契約の結合 明確な規定はない。 （IFRS16.B2） 
下記の要件のいずれかに該当する場合
には、同一の相手方（又は相手方の関連
当事者）と同時又はほぼ同時に締結した
複数の契約を結合して、単一の契約とし
て会計処理する。 
▶ 複数の契約を一体として考慮しないと
理解できない全体的な商業上の目的
でパッケージとして交渉されている。 

▶ ある契約で支払われる対価の金額
が、他の契約の価格又は履行に左右
される。 

▶ 複数の契約で移転される原資産の使
用権（又は契約のそれぞれで移転され
る原資産の使用権）が、B32項に記述
する単一のリース構成部分を構成す
る。 
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リース期間 （リース取引会計基準 13.4, リー
ス取引適用指針 9, 11, 12, 29, 
57, 67） 
リース期間は、特定の物件の所
有者たる貸手が、物件の借手に
対してそれを使用収益する権利を
与えた「合意された期間」とされて
いる。 
解約不能のリース期間と借手が
再リースを行う意思が明らかな場
合における再リース期間の合計を
リース期間とする。 
 

（IFRS16.18, B34） 
リース期間は、リースの解約不能期間
に下記の両方を加えたものとして決定さ
れる。 
 
(a) リースを延長するオプションの対象
期間（借手が当該オプションを行使する
ことが合理的に確実である場合） 
(b) リースを解約するオプションの対象
期間（借手が当該オプションを行使しな
いことが合理的に確実である場合） 
借手、貸手の双方が多額でないペナル
ティにより契約を解約できる場合には、
リースに強制力がなくリースは存在しな
いが、「強制力」は契約上のペナルティ
のみならず、経済的インセンティブ等の
契約より幅広い経済実態も考慮する必
要がある。（IFRICアップデート 2019年
11月） 

  



 

49 

 日本基準 IFRS 

リースの分類 （リース取引会計基準 5, 6, 8, リ
ース取引適用指針 5, 9, 94） 
解約不能かつフルペイアウトの要
件を充足するリース取引をファイナ
ンス・リース取引といい、リース取
引がファイナンス・リース取引に該
当するかどうかについては、その
経済的実質に基づいて判断すべ
きものであるが、以下のいずれか
に該当する場合は、ファイナンス・
リース取引と判定される。 
▶ 解約不能のリース期間中のリ
ース料総額の現在価値が、見
積現金購入価額の概ね 90％
以上 

▶ 解約不能のリース期間が、当
該リース物件の経済的耐用年
数の概ね 75％以上 

 
ファイナンス・リース取引以外のリ
ース取引をオペレーティング・リー
ス取引という。 
 
ファイナンス・リース取引はさらに、
所有権移転ファイナンス・リースと
所有権移転外ファイナンス・リース
に分類される。 

（IFRS16.22, 61-65） 
借手は、リースをファイナンス・リース又
はオペレーティング・リースに分類する
ことはない。 
 
貸手は、リースをファイナンス・リース又
はオペレーティング・リースに分類す
る。 
当該分類は、資産の所有に伴うリスク
と経済価値が実質的にすべて借手に
移転しているかに基づいて行われ、契
約の形式よりも取引の実質に基づいて
判断される。 
したがって、日本基準のような数値基
準は設けられていない。 
 
単独で又は組合せによりリースが通常
はファイナンス・リースに分類されること
となる状況の例として、下記がある。 
▶ 当該リースにより、リース期間の終
了までに借手に原資産の所有権が
移転される。 

▶ 借手が、オプションが行使可能とな
る日の公正価値よりも十分に低いと
予想される価格で原資産を購入す
るオプションを有していることによ
り、当該オプションが行使されること
が契約日において合理的に確実で
ある。 

▶ 所有権が移転しない場合でもリース
期間が原資産の経済的耐用年数の
大部分を占める。 

▶ 契約日において、リース料の現在価
値が、少なくとも原資産の公正価値
のほとんどすべてとなっている。 

▶ 原資産が特殊な性質のものであり、
借手のみが大きな改変なしに使用
できる。 

 
また、単独で又は組合せによりリース
がファイナンス・リースに分類される可
能性のある状況の指標として、下記が
ある。 
▶ 借手が当該リース契約を解約できる
場合に、当該解約に関連する貸手
の損失が借手の負担となる。 

▶ 残存資産の公正価値変動による利
得又は損失が借手に発生する（例
えば、リースの終了時における売却
収入とほぼ同額となる賃借料割戻し
の形で）。 

▶ 借手が市場賃料よりも著しく低い賃
料で次期のリース契約を継続する
能力を有している。 
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借手の資産 
及び負債の 
認識の免除 

（リース取引適用指針 34, 35, 
45, 46） 
以下のいずれかを満たす場合、
通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理を行うことができ
る。 
▶ 所有権移転外ファイナンス・リ
ースについて、事業内容に照
らして重要性が乏しい、リース
契約 1件当たりのリース料総額
が 300万円以下のリース取引 

▶ リース期間が 1 年以内のリー
ス取引 

▶ 重要性が乏しい減価償却資産
について、購入時に費用処理
する方法が採用されている場
合で、リース料総額が当該基
準額以下のリース取引 

（IFRS16.5-8, B3-B8） 
借手は、短期リース、及び少額リースにつ
いて、使用権資産、及びリース負債を認
識することなく、費用を定額で認識する
方法、又はその他の規則的な方法によ
ることができる。 
IFRS16.BC100 では、少額リースにつ
いて、IASB は、新品時に 5 千米ドル以
下という規模の価値の原資産のリース
を念頭に置いていたことが示されてい
る。 
 

借手の資産 
及び負債の 
測定 

（リース取引適用指針 22, 31, 
37） 
ファイナンス・リース資産及び債務
の価額は以下のとおり。 
〈貸手の購入価額等が明らかな場
合〉 
所有権移転：貸手の購入価額等 
所有権移転外：貸手の購入価額
等、又は、リース料総額（残価保
証額を含む）の割引現在価値の
いずれか低い金額 
 
〈貸手の購入価額等が明らかでな
い場合〉 
リース料総額（所有権移転の場合
は割安購入選択権の行使価額を
含む）の割引現在価値、又は、借
手の見積現金購入価額のいずれ
か低い金額 
 
所有権移転外ファイナンス・リース
について、リース資産総額に重要
性が乏しい場合には、リース料総
額から利息相当額を控除しない
方法又は利息相当額を定額法で
各期に配分する方法を適用でき
る。 

（IFRS16.23-28） 
使用権資産は、リース開始日に取得原
価により測定する。 
リース負債は、リース開始日にリース料
支払額の現在価値により測定する。 
なお、日本基準のような簡便的な取扱
いは定められていない。 
 

変動リース料 
 

（リース取引適用指針 89, 90） 
変動リース料の会計処理につい
ては、明確な規定はなく、取引の
実態に応じて会計処理する。 
 

（IFRS16.27(b) ,28, 38, 70(b)） 
指数又はレートに応じて決まる変動リー
ス料はリース料総額に含めるが、それ
以外の変動リース料は、発生時に費用
（貸手の場合は収益）処理する。 
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購入オプション （リース取引適用指針 10(2), 
37(2)） 
割安購入オプションの行使が確実
に予想される場合には、割安購入
オプションの行使価額をリース料
総額に含める。なお、この場合は
所有権移転ファイナンス・リースに
該当する。 

（IFRS16.27） 
借手が行使することが合理的に確実な
購入オプションをリース料に含める。 

ファイナンス･ 
リースの貸手の会計処理 
－重要性がない場合の取扱
い 
 

（リース取引適用指針 51, 53, 
59, 60, 61）通常の売買取引に係
る方法に準じて会計処理を行う。
次のいずれかの方法を選択し、継
続的に適用する 
（1）リース取引開始日に売上高と
売上原価を計上する方法 
（2）リース料受取時に売上高と売
上原価を計上する方法 
（3）売上高を計上せずに利息相
当額を各期へ配分する方法 
 
利息相当額の各期への配分方法
は、原則として利息法による。 
ただし、所有権移転外ファイナン
ス･リースについて、リース取引に
重要性が乏しいと認められる場合
は、定額法により各期へ配分する
ことができる。なお、リース取引を
主たる事業としている企業は、当
該例外処理を適用できない。 

（IFRS16.67-76, 付録 A） 
リース期間の開始時点で、受取債権を
認識する。 
当該債権は、リース開始日のリース料
総額をリース上の計算利子率で割り引
いた金額及び無保証残存価値の現在
価値合計（正味リース投資未回収額）で
ある。 
貸手に生じた初期直接費用は、貸手が
製造業者又は販売業者の場合を除き、
正味リース投資未回収額に算入する。 
 
金融収益は、ファイナンス･リースについ
て貸手の正味リース投資未回収額に対
して一定の期間利益率を反映する方法
で認識しなければならず、日本基準のよ
うな重要性がない場合の取扱いに関す
る明文規定はない。 
 

借手の使用権資産の事後測定 （リース取引会計基準 12, 39） 
所有権移転ファイナンス･リース資
産の減価償却費は、自己所有の
固定資産に適用する減価償却方
法と同一の方法により算定する。 
所有権移転外ファイナンス･リース
資産については、企業の実態に
応じ、自己所有の固定資産と異な
る償却方法を選択することができ
る。 

（IFRS16.30-35） 
借手は使用権資産を以下の方法により
測定する。 
▶ 原価モデル（IAS第 16号参照） 
▶ 再評価モデル（IAS第 16号参照） 
▶ 公正価値モデル（IAS第 40号参照） 

減価償却期間 （リース会計基準 12, リース取引
適用指針 27, 42） 
▶ 所有権移転外ファイナンス・
リース 
リース期間（再リース期間を
リース期間に含めている場合
は、再リース期間を含む年数） 

▶ 所有権移転ファイナンス・リース 
経済的使用可能予測期間 

（IFRS16.32） 
所有権をリース期間の終了時までに借
手に移転する場合、又は使用権資産の
取得原価が購入オプションを借手が行
使するであろうことを反映している場合
には、借手は、使用権資産を開始日か
ら原資産の耐用年数の終了時まで減価
償却する。 
それ以外の場合には、借手は、使用権
資産を開始日から使用権資産の耐用年
数の終了時又はリース期間の終了時の
いずれか早い方まで減価償却する。 
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土地及び建物のリース （リース取引適用指針 10, 19, 
20, 98, 99, 100） 
土地と建物を一括したリース
取引は、実態に合った方法に
よって、リース料総額を土地と
建物の各要素に配分した上で
現在価値基準の判定を行うこ
とになり、3 種類の配分方法が
挙げられている。 
借手においては、土地の賃料
が容易に判別可能でない場合
には、区分せずに現在価値基
準の判定をすることができる。 
また、土地については、所有権
移転条項又は行使が確実な割
安購入権の付与がある場合を
除き、オペレーティング・リース
と推定される。 
 

（IFRS16.13-17, B32, 
 B55-B57, BCZ242） 
土地と建物はリースの分類にあたり、リー
ス料対価を、リース開始日における賃借
権持分の相対的公正価値に比例して配分
する。 
借手は、原資産の種類ごとに、契約にお
けるリース要素と非リース要素を単一のリ
ース要素として会計処理することができる
（簡便法）。 
貸手は、借手のような簡便法を適用するこ
とができない。 
ただし、信頼性をもって配分できない場合
には、両方の要素が OLであることが明確
でない限り、リース全体を FL とする。一
方、土地と建物のリースの両方が投資不
動産として処理され、公正価値モデルが
適用される場合、分類は不要。 
なお、土地については、所有権移転条項
等がなくても、例えば 999 年リースなど、
実質判断で FL とされる場合があることに
留意する。 

リース契約に含まれる対価
（管理費等） 

（リース取引適用指針 14, 25, 
40, 54, 64） 
維持管理費用相当額（固定資
産税、保険料等）は、リース取
引の分類の判定及び会計処理
において、リース料総額から控
除する。その金額がリース料に
占める割合に重要性が乏しい
場合は、これをリース料総額か
ら控除しないことができる。 

（IFRS16.B33） 
借手に移転する財又はサービスではない
が、リース契約に関連するコスト（管理費
等）は、契約対価に含める。 

リース契約におけるリース要
素と非リース要素の区分 

（リース取引適用指針 14, 26, 
41, 55, 65） 
リース料総額に通常の保守等
の役務相当額が含まれる場合
には、維持管理費用と同様に
扱う。 

（IFRS16.12-17） 
リース契約における対価を、リース要素と
非リース要素に区分することが求められる
（ただし、借手は簡便法あり）。 

オペレーティング・リース 
（貸手） 

（リース取引会計基準 15） 
オペレーティング・リースは通
常の賃貸借取引に係る方法に
準じて会計処理を行うとされて
いる。 

（IFRS16.81） 
リース収益は、他の規則的な方法がより
適切な場合を除き、リース期間にわたる定
額法により認識される。 

リース・インセンティブ 該当する規定はない。 
よって実務上、各期の契約に
おいて定められている支払金
額が、費用又は収益として認
識されていると考えられる。 

（IFRS16 付録 A） 
リース・インセンティブは、リース料を構成
する固定支払からは控除される。 
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セール・アンド・リースバック取
引に関する判断 

（リース取引適用指針 49, 69） 
セール・アンド・リースバック取引
に関する判断は、リースバック取
引が「ファイナンス・リースの判定
基準」に基づいて、ファイナンス・リ
ースに該当するか否かがポイント
になる。 
リースバック取引がファイナンス・リ
ースに該当する場合は、借手は、
売却損益を繰延処理し、リース資
産の減価償却費の割合に応じて
減価償却費に加減して損益に計
上する。ただし、売却損失が、物
件の合理的な見積市場価額が帳
簿価額を下回ることにより生じた
ものが明らかな場合は、売却損失
を売却時の損失として処理する。 
リースバック取引がオペレーティ
ング・リースに該当する場合の会
計処理について明文で定められ
ていないが、一般に売却時点で売
却価額と帳簿価額の差額を利得
又は損失として即時に認識される
と考えられる。 
 
なお、特別目的会社を活用した不
動産に係るセール・アンド・リース
バック取引については、別途、会
計制度委員会報告第 15号「特別
目的会社を活用した不動産の流
動化に係る譲渡人の会計処理に
関する実務指針」において会計処
理等定められている。 
 

（IFRS16.98-103） 
セール・アンド・リースバック取引に関
する判断は、売手（借手）による資産の
移転が、IFRS 第 15 号における売却の
要件を満たすか否かがポイントになる。 
売手（借手）は、リースバックから生じた
使用権資産を、資産の従前の帳簿価額
のうち売手（借手）が保持した使用権に
係る部分で測定する。売手（借手）は、
買手（貸手）に移転された権利に係る利
得又は損失のみ認識する。 
【2022 年 9 月に公表された改訂 IFRS
第 16号】IFRS16.102A 
セール・アンド・リースバック取引につい
ては、負債の事後測定に関する規定が
明確ではなかったが、借手に残存する
使用権資産に関する利得又は損失に係
る金額を認識しない方法によって、リー
ス負債については第 36項から第 46項
を、使用権資産については第 29項から
第 35 項を適用することが明確化され
た。 
本改訂はリースバックから生じるリース
負債の測定に関する具体的な要求事項
を定めていない。リースバックから生じる
リース負債の当初測定において、売手
である借手が結果として、付録 A のリー
ス料の一般的な定義とは異なる「リース
料」を算定する可能性がある（新たに追
加された設例 25 では、リース バック取
引で認識したリース負債に指数又はレ
ートに応じて決まるものではない変 動リ
ース料が含まれている)。売手である借
手は、IAS 第８号「会計方針、会計上 
の見積りの変更及び誤謬」に従って目
的適合性及び信頼性を有する情報につ
ながる会計方針を決定し適用する必要
がある。 
本改訂は、2024 年 1 月 1 日以後に開
始する事業年度から適用しなければな
らない。早期適用も容認される。 
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サブリースの会計処理 （リース取引適用指針 47） 
同一物件を概ね同一の条件で第
三者にリースする転リース取引で
あって、ヘッドリースとサブリース
のいずれもファイナンス・リースに
該当する場合、貸借対照表上は、
リース債権（又はリース投資資産）
とリース債務の双方が計上され
る。なお、リース債権（又はリース
投資資産）及びリース債務は利息
相当額控除後の金額で計上する
ことが原則であるが、利息相当額
控除前の金額で計上することもで
きる。また、支払利息、売上高、売
上原価等は計上せずに、貸手とし
て受け取るリース料総額と借手と
して支払うリース料総額の差額を
各期に配分し、サブリース差益等
の名称で損益計算書に計上す
る。 

（IFRS16.B58） 
サブリースを行う仲介者は、使用権資産
を参照してサブリースの分類を行う。 
IFRS 第 16 号では、サブリースの表示
に関して要求事項は定めておらず、他
の IFRSの規定を適用する。 
具体的には、リース資産及びリース負債
は金融商品の相殺に関する規定を適用
し、リース収益及びリース費用は IAS 第
1 号の相殺に関する規定を適用する。こ
れらの相殺に関する規定を満たさない
場合には、相殺表示は認められない。 

ポートフォリオアプローチ 該当する規定はない。 （IFRS16.B1） 
類似した特徴を有するリースに関して、
個々のリース毎に会計処理した場合と
重要な差異がないと合理的に見込まれ
る場合には、複数のリースを単一のリー
スとして会計処理することができる。 

リースの見直し 該当する規定はない。 （IFRS16.20, 21, 39-43） 
一定の事象が発生した場合リース期間
の見直しが求められる。 
また、リース期間や残価保証の見積り
等に変更が生じた場合には、リース負
債の見直しを行う。 

リース契約の条件変更 該当する規定はない。 
ただし、再リースの取扱いを定め
ており、再リース期間を耐用年数
に含めない場合の再リース料は、
原則として、発生時の費用又は収
益として処理する。（リース取引適
用指針 29,57） 

（IFRS16.11, 44-46, 79-80, 87） 
リース契約の条件変更を行う場合、契
約にリースが含まれているかどうか再判
定を行い、当該変更内容を別個のリー
スとして会計処理するかどうかを検討す
る。 
オペレーティング・リースの条件変更を
当該条件変更の発効日から新たなリー
スとして会計処理する。当初のリースに
係る前払リース料又は未払リース料は
新たなリースに係るリース料の一部とみ
なす。 
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リースの減免に係る救済措置 
 
 

該当する規定はない。 （IFRS16.46A, 46B, BC205E, C1A） 
実務上の便法として、借手は、貸手が認
めた COVID-19 に関連した賃料減免が
リースの条件変更に該当するかどうか
を評価しないことを選択することができ
る。 
実務上の便法は、COVID-19 の感染拡
大に直接起因する賃料減免であり、か
つ IFRS 第 16 号第 46B項に定める以
下のすべての条件を満たすものにのみ
適用される。 
▶ リース料の変更が、実質的に変更直
前のリースの対価と同じ、又はそれ
未満となるようなリースの対価の改
訂をもたらす。 

▶ 2022年 6月 30日以前を当初の期
日としていた支払いのみに影響を及
ぼすリース料の減少である（例えば、
2022年 6月 30日より前のリース料
については減額されるが、2022年6
月30日より後のリース料は増額され
る場合などが考えられる）。  

▶ リースのその他の条項や条件に実質
的な変更がない。 
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非金融商品項目の売買契約 （金融商品会計に関する実務指
針（以下「実務指針」 6,20,218） 
契約条項により純額（差金）決済
を要求若しくは容認し、契約外の
手段で純額決済が容易にでき、
又は資産の引渡しを定めていても
その受取人を純額決済と実質的
に異ならない状態に置くものは、
金融商品会計が適用される。 
ただし、トレーディング目的以外の
将来予測される仕入、売上又は
消費を目的として行われる取引
で、当初から現物を受け渡すこと
が明らかなものは、金融商品会計
基準の対象外である。 
 

（IFRS9.2.4-2.7） 
現金若しくは他の金融商品での純額決
済又は金融商品との交換により決済で
きる一定の非金融商品の売買契約は、
自己使用（通常の購入、売却，自己使
用目的で締結され、引き続きその目的
で保有されている）の例外に該当しない
限り、金融商品会計が適用される。 
純額決済が可能と判断される状況につ
いて具体的なガイダンスが設けられてい
る。 
なお、自己使用の例外に該当する場合
であっても、会計上のミスマッチが解消
又は大幅に軽減される場合に限り、当
初認識時のみ、当該契約に公正価値オ
プションを適用し、純損益を通じて公正
価値で測定することができる。 

ローン・コミットメント （実務指針 139） 
当座貸越契約（これに準ずる契約
を含む。）及び貸出コミットメントに
ついて、貸手である金融機関等
は、その旨及び極度額又は貸出
コミットメントの額から借手の実行
残高を差し引いた額を注記する。 

（IFRS9.2.1(g), 2.3, 4.2.1(d), 6.7.1） 
以下のローン・コミットメントは、信用供
与時に公正価値で金融負債として認識
される。 
▶ 企業が公正価値オプションを適用し、
純損益を通じて公正価値で測定
(FVPL)する金融負債に指定したロ
ーン・コミットメント 

▶ 純額決済が可能なローン・コミットメ
ント 
（上記のローン・コミットメントはデリ
バティブに該当） 

市場金利を下回る金利によるローン・コ
ミットメント 

金融保証契約 （実務指針 137） 
債務保証については，金融資産
又は金融負債の消滅の認識の結
果生じるものを除いて時価評価は
行わず、引当金の要件を満たすも
のについては、債務保証損失引
当金を計上する。 
 
なお、日本の銀行等においては、
第三者へ債務保証を行った場
合、当該偶発債務を支払承諾勘
定、顧客への求償権を支払承諾
見返勘定として貸借対照表に両
建計上している。 
 

（IFRS9.4.2.1(c), 5.1.1 section 5.5 
impairment） 
IFRS9 により、IFRS17「保険契約」が適
用されない金融保証契約は、新たな減
損規定の適用対象とされたことに伴い、
当初認識時以降の測定に IAS37「引当
金、偶発債務及び偶発資産」が適用さ
れなくなり、以下のいずれか大きい金額
で測定することとされた。 
▶ IFRS9の減損規定に従って算定され
る引当額 

▶ 当初認識された金額（該当がある場
合は、IFRS15「顧客との契約から生
じる収益」に基づき認識された償却
累計額を控除） 

※通常は前受保証料と想定される。 
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初日損益 （実務指針 29） 
金融資産又は金融負債の当初認
識は、時価により測定する（初日
損益に関する具体的規定が存在
しない）。 
 

（ IFRS 9.B5.1.2A / IFRS 13.57-
59,B4,付録 A） 
当初認識時の公正価値が、取引価格と
異なる場合、その差額（初日損益）は以
下のように処理される。 
① 公正価値が同一商品の活発な市

場における公表価格、又は観察可
能な市場データのみに基づくモデ
ル評価額の場合、初日損益を即時
認識する。 

② 上記以外の場合、すなわち、金融商
品以外の要素を含む活発な市場で取引
されておらず、価格評価モデルへの入
力値が市場において観察できない場
合、取引価格とその公正価値の差額
は、初日損益を当初認識時に計上する
事は禁止され、損益の繰延が必要とな
る。なお、その後は、時の経過を含め市
場参加者がプライシングにあたって考慮
する要因の変化（インプットが観察可能
になる等）に関連する範囲でのみ損益
認識する。 

取引費用の 
取得原価算入 

（実務指針 29, 56） 
デリバティブを除く、金融資産の
取得時における付随費用は、取
得価額に含める。ただし、経常的
に発生する費用で、個々の金融
資産との対応関係が明確でない
付随費用は、取得価額に含めな
いことができる。 

（IFRS 9.5.1.1） 
金融資産又は金融負債が純損益を通じ
て公正価値で測定されない場合には、
取引費用を取得原価に加算する。 
金融資産又は金融負債が純損益を通じ
て公正価値で測定される場合は、取引
費用を取得原価に含めない。 

事後測定総論 
（金融資産の 
分類も参照のこと） 

（金融商品に関する会計基準（以
下「基準」）14-22） 
債権と有価証券に分けて捉え、基
本的には有価証券のみを分類の
対象としている。 
 

（IFRS 9.4.1.1） 
金融資産は、事後測定の目的上、以下
の 3つの区分のいずれかに分類される。 
▶ 償却原価で測定するもの 
▶ その他の包括利益を通じて公正価値
で測定するもの 

純損益を通じて公正価値で測定するもの 

低利、無利息での貸付の公正
価値 

（実務指針 29） 
金融資産の当初認識時の測定
は、時価で行う。 

（IFRS9.B5.1.1, B5.1.2） 
無利息あるいは市場金利と乖離した金
利での貸付は、たとえば、同じ信用格付
を有する類似の金融商品の市場金利を
用いて DCF法により公正価値を算定
し、当該金額で当初測定し、実効金利法
で事後測定しなければならない。なお、
当初の貸付額との差額は、その実質に
応じて処理する。 
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公正価値測定の範囲 （基準 19） 
市場価格のない株式等を除き、時
価評価を行う。 

（IFRS 9.5.2.1,B5.4.14） 
公表価格がない資本性金融商品及びそ
のデリバティブ（資産）に関する IAS39
における取得原価評価の例外規定は廃
止され、必ず公正価値で測定する必要
がある。 

通常の方法による金融資産の
購入又は売却 

（実務指針 22, 26） 
有価証券の売買契約について
は、約定日から受渡日までの期
間が市場の規則又は慣行に従っ
た通常の期間である場合、売買
約定日に買手は有価証券の発生
を認識し、売手は有価証券の消
滅の認識を行う。 
 
ただし、保有目的区分ごとに買手
は約定日から受渡日までの時価
の変動のみを認識し、また、売
手は売却損益のみを約定日に
認識する修正受渡日基準による
ことができる。 
貸付金及び借入金は、資金の貸
借日にその発生を認識し、その返
金日に消滅を認識する。 

（IFRS9.3.1.2） 
通常の方法による金融資産の購入又は
売却については、取引日会計又は決済
日会計により、認識及び認識の中止を
行わなければならない。当該方法は会
計方針として選択できる。 

金融資産の認識の中止 
  

（基準 8,9,11,12,56-58） 
財務構成要素アプローチに基づ
き、金融資産の消滅を認識する。 
 

（IFRS9.3.2.6, 5.4.4, B3.2.1） 
リスク・経済価値アプローチと支配アプ
ローチの考え方を取り入れた「混合モデ
ル」により金融資産の認識を中止する。 
金融資産の全体又は部分の回収につ
いて合理的な見込みがなくなった場合
には直接償却（Write off）しなければな
らないが、この直接償却も認識中止事
象を構成する。 

金融資産の譲渡による 
新たな資産・負債 

（実務指針 37, 39） 
金融資産の消滅時に新たに発生
した資産及び負債は譲渡時の時
価で計上し、回収サービス業務資
産又は負債は、実際の回収サー
ビス業務収益と通常得べかりし収
益との差額に基づき計上する。 

（IFRS9.3.2.11） 
金融資産の譲渡による新たな金融資
産、金融負債又はサービス負債は公正
価値で認識しなければならない。 
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金融負債の 
交換及び条件変更 

該当する基準はない。 （IFRS9.3.3.2, B3.3.6, B5.4.6） 
（IFRIC AD 2012/09） 
金融負債が著しく異なる条件で交換され
る場合や、条件の大幅な変更が行われ
る場合には、従前の金融負債の消滅と
新しい金融負債の認識として会計処理
される。 
認識の中止が生じない金融負債の条件
変更又は交換が発生した場合、金融負
債の償却原価を修正しなければならな
い。新たな条件による見積将来キャッシュ・
フローを当初の実効金利で割り引くこと
により償却原価の再計算を行い、従前
の帳簿価額との差額は、直ちに純損益
に認識する。 
なお、金融資産の交換及び条件変更に
ついても、原則として金融負債の条件変
更と同様の会計処理（著しい条件変更
の場合は認識中止、そうでない条件変
更の場合は簿価修正）を行う。 
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その他の金融負債 （基準 26, 実務指針 126） 
金融負債はデリバティブ取引によ
り生じる正味の債務を除いて、時
価評価の対象とされない。 
金融負債は債務額をもって貸借
対照表価額とする。ただし、収入
に基づく金額と債務額が異なる場
合には、償却原価法で測定しなけ
ればならない。 

（IFRS 9.4.2.1-2）  
事後測定には、純損益を通じて公正価
値で測定（以下、FVPL）に該当する場
合を除き、常に実効金利法に基づく償
却原価が用いられる。 

金融資産の 
分類 

（基準 14-18, 実務指針 83） 
保有区分ごとの分類アプロー
チ、及び組込デリバティブについ
ては区分処理の検討を行うアプ
ローチである。 
・金融資産は、債権と有価証券
に分けて捉えられ、有価証券に
ついてのみ、以下の区分に経営
者の意図及び要件に照らして分
類され、区分ごとに規定された
事後測定方法に従って処理され
る。 
► 売買目的有価証券 
► 満期保有目的の債券 
► 子会社株式及び関連会社株式 
► その他有価証券 
 
基本的に分類は個々の商品ごと
に判断される。ただし、満期保有
目的の債券に分類された債券に
ついては、その一部を売買目的
有価証券又はその他有価証券
に振り替えたり、償還期限前に
売却を行ったりした場合は、満
期保有目的の債券に分類され
た残りのすべての債券につい
て、保有目的の変更があったも
のとして売買目的有価証券又は
その他有価証券に振り替えなけ
ればならない。 

（ IFRS9.4.1.1-4.1.5, 5.2.1, 5.7.5, 
5.7.6, BC5.21） 
▶ 負債性投資（債券・債権等） 
「ビジネスモデル・テスト」及び「契約
上のキャッシュ･フローの特性テスト」
に従い、以下の 3つに区分される。 
▶ 償却原価 
当該金融資産を保有するビジネ
スモデルが回収であり、かつ、契
約上のキャッシュ・フローの特性
テストを満たすもの 

▶ （リサイクルあり）その他の包括利
益を通じて公正価値で測定
（FVOCI） 
当該金融資産を保有するビジネ
スモデルが回収と売却の両方で
あり、かつ、契約上のキャッシュ・
フローの特性テストを満たすもの 

▶ 純損益を通じて公正価値で測定
（FVPL） 
上記のいずれにも該当しないも
の 

 
償却原価又は FVOCI に分類される場
合であっても、要件を満たす場合は公
正価値オプションを適用し FVPLに分類
できる。 
 
▶ 資本性投資（株式等） 
トレーディング目的でなく、当初取得
時に企業が指定した場合のみ、（リ
サイクルなし）その他の包括利益を
通じて公正価値で測定される。上記
指定が行われない投資は FVPL に
分類される。 

▶ デリバティブ 
すべて FVPLで処理される。 
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負債性金融資産 
／契約上のキャッシュ・フロー
の特性テスト～概要 

保有区分ごとの分類アプローチ、
及び組込デリバティブについては
区分処理の検討を行うアプローチ
であり、契約上のキャッシュ・フロー
の特性テストに相当する規定はな
い。 

（IFRS9.4.1.1(b), 4.1.2A(b), 4.1.3, 
B4.1.7-B4.1.14, B4.1.18-B4.1.19） 
金融資産は、「特定日に元本及び元本
残高に対する金利のみを表すキャッシ
ュ・フローを生み出す」と判断される場合
には、契約上のキャッシュ・フローの特
性 を 満 た す （ SPPI 要 件 :Solely 
payments of principal and interest と
も称される）。 
 
ここで、元本とは当初認識時の公正価
値にその後の元本返済を加味した金額
とされる（例：市場取得の場合には譲渡
価格、ゼロ・クーポン債の割引価格）。 
 
金利は「一定期間の元本残高に対する
貨幣の時間的価値の対価、信用リスク
の対価、及びその他の基本的な貸付に
係るリスク（例：流動性リスク）及びコスト
（管理コスト）への対価、ならびに利鞘」
である。 
 
基本的な貸付契約と無関係のリスクや
ボラティリティーに対するエクスポージャ
ーを生じさせる契約条件（例：株価やコ
モディティ価格にリンク）がある場合、原
則としてこのテストは満たさないが、各
期及び累積的影響が「無視できるほど
僅少（de minimis）」な場合にはテストを
満たしうる。 
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負債性金融資産 
／ビジネスモデル・テストの
概要 

該当する基準はない。 
 

（ IFRS9.4.1.1(a) ， 4.1.2(a) ， 4.1.1-
B4.1.6） 
契約上のキャッシュ・フローの特性テスト
を満たす金融資産（満たさないものはす
べて FVPL）は、金融資産（ポートフォリ
オ）を運用する企業のビジネスモデルに
従って、以下に分類される。 
 
▶ 契約上のキャッシュ・フローの「回収」
を目的として保有→償却原価適格 

▶ 契約上のキャッシュ・フローの「回収
と売却」の両方→（リサイクルあり）
FVOCI適格 

▶ 上記以外→FVPL 
 
回収目的（償却原価）、又は「回収及び
売却」（FVOCI）と判定された場合であっ
ても、それにより会計上のミスマッチが
生じる場合には、公正価値オプション
（FVO）により FVPLに分類することは可
能である 
 
判定は個別商品レベルではなくポートフ
ォリオ・レベルで行われる。これは、経営
者の意図ではなく、企業の運用実態す
なわち事実認定に基づき判定される。よ
り具体的には、単なる実績としての売却
頻度や売却金額によって判断するので
はなく、 
▶ 主要な経営幹部による業績評価及
び報告 

▶ ビジネスモデルの業績に影響するリ
スク、及び企業によるその管理方法 

▶ 運用担当者の報酬の決定方法 
といった運用の実態と内部管理の実態
に照らして判断される。 

トレーディング目的で保有す
る金融負債 

（基準 26） 
デリバティブ取引により生じる正
味の債務を除いて、金融負債は
時価評価されない。 

（IFRS 9.4.2.1, 付録 A） 
トレーディング目的で保有する金融負債
は、FVPLに分類される。 
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公正価値 
オプション 

該当する基準はない。 
 
 

（IFRS 9.4.1.5, 4.2.2） 
▶ 金融資産 
会計上のミスマッチが生じている場合の
み、引き続き公正価値オプションを適用
し、FVPLに分類することができる。 

▶ 金融負債及び非金融項目 
一定の要件を満たす場合には、公正価
値オプションを適用できる。ただし、公正
価値変動のうち、自己の信用リスクに起
因する部分は、それにより会計上のミス
マッチが生まれる又は増幅される場合を
除き、OCI に計上する。なお、当該 OCI
の純損益への振替は禁止される。 

金融資産の再分類及び 
区分変更 

（実務指針 80） 
有価証券の保有目的区分は、正
当な理由なく変更することはでき
ないとしており、正当な理由に該
当するケースとして、資金運用方
針の変更又は特定の状況の発生
に伴って、保有目的区分を変更す
る場合等が挙げられている。 
 

（IFRS 9.4.4.1-2, 5.6.1, 5.6.7, 
B4.4.1-2） 
負債性投資について、ビジネスモデル
が変更された稀なケースにおいてのみ、
再分類が認められる。著しい市場環境
の変化が生じた場合であっても、単なる
特定の金融資産の保有意図の変更は
ビジネスモデルの変更に該当しない。同
様に、金融資産の市場の一時的な消滅
や、異なるビジネスモデル間での金融資
産の譲渡もこれに該当しない。ビジネス
モデルが変更されたケース以外には、
再分類は認められない。 
再分類は、翌報告期間の期首から行わ
れる。 
資本性投資及び金融負債については、
再分類は認められない。 

非デリバティブ資本性投資
（為替の影響については次の
項を参照） 

（基準 18, 実務指針 59） 
その他有価証券は、有価証券が
「売買目的有価証券」、「満期保有
目的の債券」、「子会社株式及び
関連会社株式」のいずれにも該当
しない場合に分類される。 
評価差額の合計額を純資産の部
に計上する方法、又は、評価差益
は純資産の部に計上し、評価差
損は当期の損失として処理する
方法（部分純資産直入法）を選択
することができる。 
その他有価証券の決算時の時価
は、原則として、期末日の市場価
格に基づいて算定された価額とす
る。 

（IFRS9.5.7.5-5.7.6） 
当初認識時にのみ，取消不能の FVOCI
オプションの指定を行い，FVOCIに分類
できる。その他の資本性投資はすべて
FVPL として処理される。 
指定は理論上は個別銘柄ごとに行うこ
とが可能（同一銘柄内の使い分けも可
能） 
資本性投資を FVOCIに指定した場合に
は，受取配当金のみ純損益として計上
されるが，明らかに投資自体の回収の
場合は帳簿価額の減額として処理され
ることから，結果として OCI に計上され
ることになる。 
累積 OCI として資本に計上された評価
損益は，その後に当該投資を売却し，実
現損益となった場合であっても純損益へ
振り替える（リサイクル）ことができない。
ただし，資本内部での振替は認められ
ている。 
上記の処理が適用される結果、これら
の投資について減損という概念は不要
となっている。 
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外貨建金融商品の為替差額
の処理 

（外貨建取引等の会計処理に関
する実務指針 16） 
外貨建その他有価証券の評価差
額に関して、取得原価又は償却
原価に係る換算差額も評価差額
と同様に処理する。 
ただし、外貨建債券については、
外国通貨による時価の変動に係
る換算差額を評価差額とし、それ
以外の差額については為替差損
益として処理することもできる。 

（IFRS 9.6.5.2） 
外貨建の貨幣性金融商品（負債性）で
ある場合、為替レートの変動による利得
又は損失は、純損益で認識する。 
FVOCI オプションの指定を行った外貨
建の資本性投資（FVOCI）については、
為替レートの変動による利得又は損失
は OCIで認識する。 

償却原価法と実効金利 （基準(注 9), 実務指針 70,74, 
119, 金融商品会計に関する
Q&A Q25） 
償却原価法は原則として利息法
で実施するが、継続適用を条件と
して、定額法を採用することがで
きる。 
償却原価法の範囲は、取得価額
と債券金額との差額の性格が金
利の調整と認められるものに限ら
れる。よって、減損実施後の取得
差額はもはや金利調整差額とは
考えられないため、償却原価法は
適用しない。 
延滞債権（一般に 6 ヵ月～1 年）
及び破産更生債権等については
未収利息不計上の処理が要求さ
れる。 

（IFRS 9.5.2.1, 9.5.4.1-2, B5.4.1-8） 
一定の金融資産及びトレーディング目
的ないし公正価値オプションの指定がな
されたものを除く金融負債は、実効金利
法により償却原価で測定される。減損実
施後も償却原価法を行う。 
実効金利には契約当事者間で授受され
る手数料、取引費用、ならびにその他の
プレミアム及びディスカウント、すでに発
生しているクレジット・ロス等を考慮す
る。 
 

非上場資本性投資 
（時価のない 
株式） 

（基準 19, 実務指針 92） 
市場価格のない株式等について
は、取得原価をもって貸借対照表
価額とする。当該株式の発行会
社の財政状態の悪化により実質
価額が著しく低下したときは、相
当の減額を行い評価差額は当期
の損失として処理しなければなら
ない。 

（IFRS9.5.2.1, B5.4.14-B5.4.17） 
取得原価評価の例外規定は廃止され、
常に公正価値測定することが求められ
る。 
ただし、一定の状況では取得原価が公
正価値の最善の見積りとみなせる場合
もあり得るとしたうえで、そのような判断
が適切ではない状況に関するガイダン
スが提供されている。 

貸倒引当金と減損の区別 （基準 20-21、27-28） 
債権の貸倒見積額と有価証券の
減損に分けて検討する。 

（IFRS9.5.2.2, 5.5.1-2） 
償却原価で測定される金融資産、負債
性金融商品のうち FVOCI の金融資産、
リース債権及び IFRS15に基づく契約資
産等に対して単一のアプローチで予想
信用損失に対する損失評価引当金が認
識される。 
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貸倒引当金 
及び減損 
（有価証券） 

（実務指針 91-92） 
▶ 時価のある有価証券 
時価が著しく下落したときは、
回復する見込みがあると認めら
れる場合を除き、時価をもって
貸借対照表価額とし、評価差額
は当期の損失として処理する。 
50％程度以上下落した場合に
は、著しく下落したときに該当す
る。概ね 30％未満の下落は、
著しい下落に該当しない。 

▶ 市場価格のない株式等 
発行会社の財政状態の悪化に
よる実質価額の著しい低下を
減損処理する（1 株あたり純資
産額に所有株式数を乗じた金
額が 50％程度以上低下した場
合）。 

 

（IFRS9 5.5.1-5.5.8, 5.4.1） 
▶ 負債性金融商品の場合 
当初認識時点ですでに減損の客観
的な証拠がある資産（不良債権等）
を除き、減損規定の対象資産は、すべ
て 12 カ月予想信用損失（ ECL: 
Expected Credit Losses）が引き当
てられる。（ステージ 1） 
当初認識後に信用リスクの著しい増
加がある場合には、引当額が 12 カ
月 ECL から全期間 ECL に切り替わ
る。（ステージ 2） 

（利息収益の認識） 
減損の客観的な証拠が生じるまで
は、利息収益は、総額ベースの帳簿
価額に実効金利（EIR）を適用する。 
減損の客観的な証拠がある場合に
は、純額ベースの帳簿価額に EIRを
適用する。（ステージ 3） 

 
▶ 資本性金融商品の場合 

非デリバティブ資本性投資は、すべ
て FVPL 又は FVOCI（リサイクルな
し）で処理されるため、減損という手
続き自体がなくなっている。 

営業債権と 
貸付金の貸倒引当金の設定 

（基準 27,28） 
区分に応じ、債権の貸倒見積高を
以下のとおり算定する。 
▶ 一般債権：過去の貸倒実績率
等、合理的な基準により算定 

▶ 貸倒懸念債権：債権の状況に
応じ、同一の債権については、
次のいずれかの方法を継続適
用する 
▶ 債権額から担保の処分見
込額等を減額し、その残額
について債務者の財政状
態及び経営成績を考慮し
て貸倒見積高を算定する
方法 

▶ 将来キャッシュ・フローの現
在価値と債権の帳簿価額
との差額を貸倒見積高とす
る方法 

破産更生債権等：債権額から担
保の処分見込額等を減額し、その
残額を貸倒見積高とする。 

（IFRS9.5.5.15-5.5.16） 
以下については、簡便法の適用が強制
又は会計方針により認められる。なお、
簡便法が適用された場合、常に全期間
ECLを認識する。 
▶ 重要な財務要素のない営業債権及
び契約資産：簡便法が強制 

▶ 重要な財務要素のある営業債権及び
契約資産、ならびにリース債権（1 年
超含む）：会計方針により、原則法と
簡便法を選択。 

 

減損の戻入れ （実務指針 125, 四半期適用指
針 4） 
有価証券の減損の戻入れはすべ
て禁止されている（ただし、有価証
券について四半期洗替法は認め
られる）。 

（IFRS9.5.4.1-5.4.2, B5.7.1-4） 
負債性金融商品については、減損認識
後の事象と客観的に関連づけられる場
合、戻入れなければならない。 
資本性金融商品については、公正価値
で測定されるため、減損及び減損の戻
入れという問題は生じない。 
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購入又は実行された信用減損
金融資産に関する例外 

（実務指針 105） 
債権の支払日までの金利を反映
して債権金額と異なる価額で債
権を取得した場合には、取得時
に取得価額で貸借対照表に計上
し、取得価額と債権金額との差額
（以下「取得差額」という。）につい
て償却原価法に基づき処理を行
う。この場合、将来キャッシュ・フ
ローの現在価値が取得価額に一
致するような割引率（実効利子
率）に基づいて、債務者からの入
金額を元本の回収と受取利息と
に区分する（利息法が原則だが、
一定の場合、定額法も可）。 
なお、債権の取得価額が、債務者
の信用リスクを反映して債権金額
より低くなっている場合には、信用
リスクによる価値の低下を加味し
て将来キャッシュ・フローを合理的
に見積った上で償却原価法を適
用する。 

（IFRS9.5.4.1-5.4.2, 5.5.13-5.5.14） 
当初認識時の予想信用損失は実効金
利を信用調整する際に反映される（当初
認識時：12 ヶ月予想信用損失ではな
い）。損失引当金（貸倒引当金）は全期
間予想信用損失の事後変動に基づいて
算定される。 

金融負債と 
資本の区分 

金融負債と資本の区分に関する
包括的な規定は存在しない。 

（IAS32.11, 16A-16D, 15, 18） 
IAS32 にて、金融負債と資本の区分に
関する包括的な規定が設けられており、
金融商品の契約の実質ならびに金融負
債、資本の定義に基づき区分しなけれ
ばならない。 

転換社債型 
新株予約権付社債の処理 
（発行体の処理） 

（基準 36, 払込資本を増加させる
可能性のある部分を含む複合金
融商品に関する会計処理 18） 
一括して負債計上する方法又は
社債の対価部分と新株予約権の
対価部分とに区分した上で、社債
の対価部分は負債計上し、新株
予約権の対価部分は純資産の部
に計上する方法のいずれかによ
る。 

（IAS32.15, 28、31） 
契約条件を検討し、その実質に応じて金
融負債と資本を区分して処理する。 
区分する際には、複合金融商品の当初
の帳簿価額から、独立して算定された
負債の公正価値を控除した残額が資本
に割り当てられる。 
 

金融負債の 
発行費用 
（社債発行費） 

（繰延資産の会計処理に関す
る当面の取扱い 3（2）） 
▶ 原則、支出時に営業外費用処
理 

▶ ただし、繰延資産に計上し、社
債の償還までの期間にわたり
利息法又は継続適用を条件に
定額法により償却することがで
きる。 

（IAS32.35, IFRS9 付録 A） 
社債発行費は、実効金利に含まれ償却
期間を通じて利息として認識される。 

  



 

67 

 日本基準 IFRS 

資本取引の 
付随費用 
（株式交付費など） 

（自己株式及び準備金の額の減
少等に関する会計基準 14、繰延
資産の会計処理に関する当面の
取扱い 3（1）） 
▶ 自己株式の取得、処分及び消
却に関する付随費用は、損益
計算書の営業外費用に計上す
る。 

企業規模の拡大のためにする資
金調達などの財務活動（組織再
編の対価として株式を交付する場
合を含む。）に係る株式交付費に
ついては、繰延資産に計上するこ
とができ、その場合は、株式交付
のときから3年以内のその効果の
及ぶ期間にわたって、定額法によ
り償却しなければならない。 

（IAS32.35, 35A, 37） 
自らの資本性金融商品を発行又は取得
する際の取引コストは、資本からの控除
として会計処理しなければならない。な
お、関連する法人所得税の処理は
IAS12に従う。 

受取配当金の認識時期 （実務指針 94） 
▶ 市場価格のある株式：各銘柄
の配当落ち日に前回の配当実
績又は公表されている 1 株当
たり予想配当額に基づいて未
収配当金を見積計上。ただし、
下記の市場価格のない株式と
同様の処理によることも、継続
適用を条件に可能。 

市場価格のない株式：発行会社
の株主総会、取締役会、その他決
定権限を有する機関において行
われた配当金に関する決議の効
力が発生した日に計上。ただし、
決議の効力が発生した日の後、
通常要する期間内に支払を受け
るものであれば、その支払を受け
た日の属する事業年度に認識す
ることも、継続適用を条件に可
能。 

（IFRS9.5.7.1A, 5.7.6） 
配当は、次の場合にのみ純損益に認識
される。 
▶ 企業が当該配当の支払を受ける権
利が確定されている。 

▶ 当該配当に関連した経済的便益が
企業に流入する。 

当該配当の金額が信頼性をもって測定
できる。 
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デリバティブの定義 （実務指針 6） 
デリバティブとは、次のような特徴
を有する金融商品である。 
▶ その権利義務の価値が基礎数
値の変化に反応して変化する
①基礎数値を有し、かつ、②想
定元本か固定若しくは決定可
能な決済金額のいずれか又は
想定元本と決済金額の両方を
有する契約である。 

▶ 当初純投資が不要であるか、
又は市況の変動に類似の反応
を示すその他の契約と比べ当
初純投資をほとんど必要としな
い。 

その契約条項により純額（差金）
決済を要求若しくは容認し、契約
外の手段で純額決済が容易にで
き、又は資産の引渡しを定めてい
てもその受取人を純額決済と実質
的に異ならない状態に置く。 

（IFRS9 付録 A） 
デリバティブとは、以下の 3 つの特徴の
すべてを有するものをいう。 
▶ その価値が、基礎数値（金利やコモ
ディティ価格など）の変動に応じて変
動すること。 

▶ 当初の純投資を全く要しないか、又
は市場要因の変動に対する反応が
類似する他の種類の契約について
必要な当初の純投資よりも小さい。 

▶ 将来のある日に決済される。 
 

組込デリバティブの会計処理 （その他の複合金融商品（払込資
本を増加させる可能性のある部
分を含まない複合金融商品）に関
する会計処理 3,4） 
次のすべての要件を満たした場
合、区分処理が必要となる。 
▶ 組込デリバティブのリスクが現
物の金融資産又は金融負債に
及ぶ可能性があること 

▶ 組込デリバティブと同一条件の
独立したデリバティブが、デリ
バティブの特徴を満たすこと 

▶ 時価の変動による評価差額が
当期の損益に反映されないこ
と 

また、上記の要件を満たさない場
合でも、管理上、組込デリバティブ
を区分しているときは、区分処理
を行うことができる。 
 

（IFRS9.4.3.1-4.3.7） 
主契約が金融資産の組込デリバティブ
については区分処理が禁止され、組込
デリバティブがキャッシュ・フローに与え
る影響は、契約上のキャッシュ・フロー
の特性テストに織り込み、混合金融資産
全体としての分類を判断する。 
 
主契約が金融負債、又は非金融商品の
組込デリバティブの場合には、区分処理
が引き続き求められる。 
 
組込デリバティブは以下のすべての条
件を満たしたとき、区分処理が必要とな
る。 
▶ 組込デリバティブの経済的特徴及び
リスクが主契約のそれらと密接に関
連していない。 

▶ それが同一条件の独立の金融商品
ならばデリバティブの要件を充足す
る。 

デリバティブが組み込まれた複合（合
成）金融商品が、純損益を通じて公正価
値で測定する金融商品として分類され
ていない。 
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ヘッジ会計の手法 （基準 32、外貨取引等会計処理
基準 注 13） 
原則として、ヘッジ手段に係る損
益又は評価差額を、税効果を考
慮のうえ、ヘッジ対象に係る損益
が認識されるまで純資産の部に
おいて繰り延べる。 
ただし、ヘッジ対象に係る相場変
動等を純損益に反映させる時価
ヘッジ、及び在外子会社等持分
のヘッジ（在外営業活動体に対
する純投資のヘッジに相当）も
認められる。 

（IFRS9.6.5.2） 
公正価値ヘッジ（ヘッジ対象の特定のリ
スクに係る公正価値の変動と、ヘッジ手
段の公正価値の変動を、ともに純損益と
して認識・計上する）、キャッシュ・フロ
ー・ヘッジ（ヘッジ手段の公正価値変動
のうち、有効部分を OCI に計上する）、
及び在外営業活動体に対する純投資の
ヘッジについて、ヘッジ会計が認められ
ている。 
 

ヘッジ対象 （適用指針 162（1）） 
▶ ヘッジ対象を金融商品と非金
融商品で区別する規定はな
い。 

▶ 企業結合に関する確定約定の
ヘッジ対象に関する規定はな
い。 

▶ 予定取引について、過去に同
様の取引が行われた頻度につ
いて考慮する必要がある。 

（IFRS9.B3.6.8, B3.6.1, B6.5.2） 
▶ 個別のリスク構成要素を識別するこ
とができ、かつ、これが信頼性をもっ
て測定できる場合には、非金融資産
又は負債であっても、当該リスク構成
要素をヘッジ対象として指定すること
ができる。 

▶ 企業結合に関する確定約定は、その
為替リスクのみがヘッジ対象となりえ
る。 

▶ 過去において予定取引のヘッジを指
定した後にその予定取引の発生が
見込めなくなったという前歴がある場
合には、同様の予定取引のヘッジ対
象としての適格性の判定にあたり、こ
れを考慮する。 
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その他の包括利益に影響を与
えるエクスポージャー 

（実務指針 160,基準 32） 
その他の包括利益に影響を与え
るエクスポージャーとしてその他
有価証券の評価差額が存在する
が、これについて、繰延ヘッジ又
は時価ヘッジのいずれかを選択
することができる。 
繰延ヘッジでは、ヘッジ手段の損
益又は評価差額を繰延ヘッジ損
益として繰り延べる。繰延ヘッジ
損益はヘッジ対象が消滅したとき
に当期の純損益として処理する。
すなわち、OCI から純損益へのリ
サイクリングが行われる。 

（IFRS9.6.5.3, 6.5.8） 
公正価値の変動を OCI で表示すること
を選択した資本性金融商品への投資を
ヘッジする場合においては、OCI に影響
を与える可能性のあるエクスポージャー
がヘッジ会計の要件を満たす。この場
合、ヘッジ手段の公正価値の変動は
OCI で認識され、ヘッジの非有効部分も
OCI で認識される。OCI に累積した利得
又は損失は純損益にリサイクリングされ
ない。 

ヘッジ非有効部分の処理 （実務指針 172） 
ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッ
ジ会計の要件が満たされている場
合には、非有効部分についても繰
延処理することができる。 
非有効部分を合理的に区分できる
場合には、当期の純損益に計上す
ることができる。 

（IFRS9.6.5.11） 
ヘッジ手段に係る利得又は損失のうち
非有効部分は、純損益として認識しなけれ
ばならない。（特に、キャッシュ・フロー・
ヘッジの場合に問題となる） 

ヘッジ非有効部分の測定 非有効部分の測定に関して、仮
想デリバティブを用いたヘッジ対
象のキャッシュ・フロー変動の算
定や、通貨金利スワップのベーシ
ス・リスクの取扱いといった個別の
ガイダンスは存在しない。 

（IFRS9.B6.5.4, B6.5.5） 
▶ ヘッジの非有効部分を測定する際に
貨幣の時間価値を考慮しなければな
らない。 

▶ ヘッジ手段にのみ存在するがヘッジ
対象には存在しない特徴を仮想デリ
バティブに含めることはできない。 
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階層（レイヤー）指定 （実務指針 150,151,153） 
▶ ヘッジ対象は、ヘッジを行うに
際して、リスクを有する資産又
は負債等の中からヘッジを意
図する期間にわたりヘッジ指
定によって識別し、識別したヘ
ッジ対象は当該ヘッジ手段と
対応させる。 

▶ ヘッジ指定は、ヘッジ対象の金
額の一定割合又はヘッジ対象
の保有期間の一部の期間の
みを対象として行うこともでき
る。 

▶ ヘッジ対象の識別は、資産又
は負債等について取引単位で
行うことが原則であるが、市場
におけるヘッジ手段の最低取
引単位が対象とする資産又は
負債等の取引単位より大きい
場合やヘッジ取引のコスト又は
信用リスクを軽減しようとする
場合に、企業内部の部門ごと
又はその企業において、リスク
（例えば、金利変動リスク）の
共通する資産又は負債等をグ
ルーピングした上で、ヘッジ対
象を識別する方法（包括ヘッ
ジ）もある。 

▶ 識別したヘッジ対象とヘッジ手
段はヘッジ取引時にヘッジ指
定によって紐付けを行い、有効
性評価とヘッジ損益の処理の
ためヘッジ会計の終了まで区
分管理しなければならない。紐
付けは、原則として、ヘッジ対
象とヘッジ手段を直接対応させ
て行う。 

（IFRS9.B6.3.18,B6.3.19） 
公正価値ヘッジにおいて、契約等により
明確に定められた名目金額のうち具体
的に特定される一部分、又は明示され
ているが開放されている母集団から特
定される階層要素（たとえば、201X年6
月の石油購入の中の最初の 100 バレ
ル、100 百万円の固定金利債券の中の
底溜り階層の 20 百万円）をヘッジ対象
として指定することが認められている 。 
階層要素を公正価値ヘッジにおいて指
定する場合には、明示された名目金額
の中から階層要素を特定しなければな
らない。 
また、ヘッジ対象を、ヘッジされるリスク
に起因する公正価値変動について再測
定する必要があり、当該ヘッジ対象の調
整金額は、当該ヘッジ対象項目につい
て認識の中止をする時までに純損益に
認識しなければならない。したがって、
公正価値ヘッジ調整が関係する項目は
追跡する必要があり、公正価値ヘッジに
おける階層要素については、名目部分
を追跡することが要求される。 

金融商品・非金融商品の 
グループ 

（基準注解 11、実務指針 152） 
• 個々の資産又は負債が共通の相

場変動等による損失の可能性に
さらされており、かつ、その相場変
動等に対して同様に反応すること
が予想されるものである場合に、
包括ヘッジが認められる。 

• 個々の資産又は負債の時価の変
動割合又はキャッシュ・フローの
変動割合が、ポートフォリオ全体
の変動割合に対して、上下 10％
を目安にその範囲内にある場合
には、個々の資産又は負債はリス
クに対する反応がほぼ一様であ
るものとして取り扱う。 

（IFRS9.6.6.1） 
以下を満たす場合に、金融商品グルー
プに対してヘッジ会計を適用することが
できる。 

• グループが、個々に適格な金融商品又
は金融商品の構成要素で構成されてい
る。 

• リスク管理目的上、グループの中の金
融商品はグループとしてまとめて管理さ
れている。 
※上記は非金融商品グループにも該当
する 
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純額ポジションのヘッジ 純額ポジションのヘッジ対象とし
ての指定に関する明文規定は存
在しない。 
 

（IFRS9.6.6.1, B6.6.4, B6.6.7, 
B6.6.15） 
純額ポジションが適格なヘッジ対象とさ
れている。 
複数の期間の純損益に影響を与える純
額ポジションについても、為替リスクに
限り、一定の要件を満たすことを条件
に、キャッシュ・フロー・ヘッジにおけるヘ
ッジ対象として指定できる。資本から純
損益へ振り替えられた金額は、独立した
表示科目で表示しなければならない。 

ヘッジ・コスト （実務指針 171,172） 
• オプションの時間的価値及び先渡

契約の金利要素について、いず
れもヘッジ指定から除外すること
ができるが、ヘッジ指定から除外
した際には、その変動を直ちに当
期の純損益に計上する必要があ
る。 

• 通貨ベーシス・スプレッドに関して
は特段の規定はない。 

• なお、ヘッジ全体が有効と判定さ
れ、ヘッジ会計の要件が満たされ
ている場合には、ヘッジ手段に生
じた損益のうち結果的に非有効と
なった部分についても、ヘッジ会
計の対象として繰延処理すること
ができる。 
 

（IFRS9.6.2.4, 6.5.15, 6.5.16, 
B6.5.29, B6.5.34） 
オプションの時間的価値の公正価値の
変動は、最初に OCI に計上され、その
後の処理は、ヘッジ対象取引の性質に
より以下のように異なる。 
 

• 取引に関連したヘッジ対象の場合 
そのヘッジ対象がその後に非金融資産
もしくは非金融負債、又は公正価値
ヘッジ会計が適用される確定約定の
認識を生じる場合には、ベーシス・ア
ジャストメントを行う。それ以外の場合
には、当該金額を、ヘッジされた予想
将来キャッシュ・フローが純損益に影
響を与えるのと同じ期間に、資本の
独立の内訳項目から純損益に組替
調整額として振り替える。 
 

• 期間に関連したヘッジ対象の場合 
オプションをヘッジ手段に指定した日現
在の時間的価値は、ヘッジ対象に関連
する範囲で、オプションの本源的価値に
ついてのヘッジ調整が純損益（又は一
定の場合にはその他の包括利益）に影
響を与える可能性のある期間にわたっ
て規則的かつ合理的な基準で償却す
る。償却額は資本の独立の内訳項目か
ら純損益に組替調整額として振り替
える。 
 
先渡契約の金利要素及び通貨ベーシ
ス・スプレッドについても、上記オプシ
ョンの時間的価値と同様の会計処理
を行うことができる。 
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信用リスクのヘッジ （実務指針 315） 
▶ 信用リスクに関してヘッジされ
ている貸付、ローン・コミットメ
ント又は金融保証契約につい
て、純損益を通じて公正価値
で測定するオプションを適用す
ることは認められていない。 

▶ 実務指針では、「・・・ヘッジ会
計の適用のため文書化を要す
るリスクは、為替、債券、株式
等の市場リスク、信用リスクや
金利リスクのように市場価格そ
の他の変動に対する資産又は
負債等の時価やキャッシュ・フ
ローの変化が合理的に定量化
できるリスクである。」（第 315
項）とされている。 

 

（IFRS9.6.7.1, BC6.347） 
貸付、ローン・コミットメント又は金融保
証契約について、その信用リスクの変動
が管理されている限りにおいて、指定及
び指定の取り消しを柔軟に行える、純損
益を通じて公正価値で測定するオプショ
ンの適用を認める。 
なお、金融商品項目の信用リスクは、ヘ
ッジ対象の適格要件を満たすリスク要
素ではない。リスクフリー金利と市場金
利との間のスプレッドには、信用リスク、
流動性リスク、資金調達リスク及び他の
識別されていないリスク要素並びにマー
ジン要素が織り込まれている。スプレッ
ドが信用リスクを含んでいると判断する
ことは可能であるが、信用リスクのみに
起因する公正価値の変動を独立して識
別可能とするような形で、信用リスクを
分離することはできない. 

予定取引実行時の処理 （実務指針 170, 338） 
キャッシュ･フロー･ヘッジで繰り延
べた損益は、取得した資産の帳
簿価額の修正として処理し、当該
資産の取得価額が費用計上され
る期の純損益に反映させる。 
ただし、取得する資産が貸付金等
の利付金融資産である場合に
は、繰延ヘッジ損益として純資産
の部に計上することができる。 
 

（IFRS9.6.5.11） 
予定取引のヘッジが事後的に資産もしく
は負債を生じさせる場合、キャッシュ･フ
ロー･ヘッジで累積 OCI に計上されてい
た損益は、取得した資産又は負債が非
金融項目である場合には、帳簿価額の
修正として処理する。一方、取得資産が
金融商品の場合には、帳簿価額を修正
せず、ヘッジされた予定キャッシュ・フロ
ーが純損益に影響するのと同じ時期に
純損益に振り替える。 

予定取引の実行可能性が高く
なくなった場合の会計処理 

（実務指針 181） 
ヘッジ対象である予定取引が実
行されないことが明らかになった
ときは、繰り延べられていたヘッジ
手段に係る損益又は評価差額を
当期の損益として処理しなければ
ならない。 

（IFRS9.6.5.12） 
予定取引の発生可能性が非常に高くは
なくなった（しかし、発生する可能性はあ
る）場合、将来に向かってヘッジ会計の
適用は中止し、ヘッジ手段に係るそれま
での公正価値の変動については、累積
OCIに据え置く。 
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ヘッジ会計の中止 （実務指針180, 金融商品会計に
関する Q&A Q52） 
▶ ①当該ヘッジ関係が企業のヘ
ッジ有効性の評価基準を満た
さなくなった、又は、②ヘッジ手
段が満期、売却、終了又は行
使のいずれかの事由により消
滅した場合に、ヘッジ会計の適
用を中止しなければならない。 

▶ 包括ヘッジ（項目グループのヘ
ッジ）においてヘッジ対象の一
部が消滅した場合に、ヘッジ対
象が消滅した部分についての
みヘッジ会計が終了したものと
して処理すべきことが定められ
ている。 

包括ヘッジ以外の場合において、
ヘッジ会計の部分的な中止を行う
ことの可否は、必ずしも明らかで
はない。 

（IFRS9.6.5.6, BC6.331） 
▶ ヘッジ適格要件が満たされなくなった
場合には、ヘッジ会計を中止しなけ
ればならない。これにはヘッジ関係に
係るリスク管理目的が変更された場
合も含まれる。IFRS9 では、ヘッジ会
計の部分的な中止の考え方が取り
入れられており、その場合には、ヘッ
ジ関係の残りの部分に対してはヘッ
ジ会計の適用が継続される。 

リスク管理目的が変更されていないヘッ
ジに対して自発的な中止を認めない。 

為替予約等の振当処理 （基準 43） 
ヘッジ会計の要件を充たす場合
には、当分の間、認められる。 

該当する基準はないが、このような処理
は認められない。 

金利スワップの特例処理 （基準 107） 
一定の条件を満たす場合には、
金利スワップを時価評価せず、そ
の金銭の受払の純額等を当該資
産又は負債に係る利息に加減し
て処理することが認められる。 

該当する基準はないが、このような処理
は認められない。 

文書化要件 （基準 31 実務指針 144, 145） 
一定の条件を満たす場合、ヘッジ
文書の作成を省略できる。 
ヘッジ比率の決定方法や非有効
部分の発生原因の分析について
文書化を要求する規定は存在し
ない。 
 

（IFRS9.6.4.1等） 
ヘッジ文書の作成を省略することは認め
られない。ヘッジ文書にはヘッジ非有効
部分の発生原因の分析やヘッジ比率の
決定方法なども含める必要がある。 
ヘッジ関係の開始時に、リスク管理戦略
及びリスク管理目的に関する正式な指
定と文書化が必要である。文書化の際
には、ヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジさ
れるリスクの性質、及びヘッジ関係がヘ
ッジ有効性の要件を満たしているかどう
かを判定する方法、ヘッジ比率の決定
方法、及び、非有効部分の発生原因の
分析を含めなければならない。 
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有効性評価 （実務指針 143（2）, 146, 156, 
158） 
ヘッジ取引開始時の事前テスト
において、ヘッジ手段に関して、
その有効性について事前に予測
しておくことが求められている。 
ヘッジ手段とヘッジ対象の重要
な条件が同一で、ヘッジ開始時か
ら継続して相場又はキャッシュ・フ
ローの変動の完全な相殺が想定で
きる場合、有効性の判定を省略で
きる。 
事前テストが高い有効性を示して
いれば、たとえ事後テストが高い
相関関係を示していなくとも、その
原因が変動幅が小さいことによる
一時的なものと認められるとき
は、ヘッジ会計の適用を継続でき
る。 
キャッシュ・フローを固定するヘッジ
は、ヘッジ手段とヘッジ対象のキ
ャッシュ・フローの変動の累計と
の間に高い相関関係があれば、
有効性が認められる。 

（IFRS9.6.4.1,6.5.6等） 
ヘッジの有効性評価を省略することは認め
られない。以下の有効性に係る要件のすべ
てを満たす場合に、ヘッジ関係に対してヘッ
ジ会計を適用することができる（80%から
125%という数値基準は廃止されている）。 
▶ ヘッジ対象とヘッジ手段との間に経済的
関係があること。 

▶ 信用リスクの影響が、当該経済的関係
から生じる価値変動に著しく優越するも
のではないこと。 

▶ ヘッジ関係のヘッジ比率が、企業が実際
にヘッジしているヘッジ対象の量と企業
がヘッジ対象の当該量を実際にヘッジす
るのに使用しているヘッジ手段の量から
生じるものと同じであること。  

事後的有効性評価においては、①ヘッジ関
係に係るリスク管理目的が変わっていない
か、②ヘッジ手段とヘッジ対象に経済的関
係が引き続き存在するか、③信用リスクが
ヘッジ関係に優越していないかについて評
価を行う。 

リバランス 
（バランス再調整）  

リバランスの概念は存在しない。 （IFRS9.6.5.5, B6.5.7） 
ヘッジ関係が依然として同じリスク管理目的
を有するが、ヘッジ比率に関してヘッジ有効
性の要件をもはや満たさなくなった場合に
は、ヘッジ関係のリバランスを行わなければな
らない。 

合成エクスポージャー （金融商品会計に関する Q&A 
Q48） 
合成エクスポージャーをヘッジ対
象とすることは認められていない
と解される。 

（IFRS9.6.3.4） 
ヘッジ対象として適格となり得るエクスポ
ージャーとデリバティブとの組合せである
合計エクスポージャーもヘッジ対象として
適格になりうる。 

ヘッジ手段 （実務指針 165） 
▶ 非デリバティブ金融商品は以
下の場合にのみヘッジ手段と
して適格である。 

（1）次の外貨建取引等の為替変
動リスクをヘッジする目的の
外貨建金銭債権債務又は外
貨建有価証券 
①予定取引 

② その他有価証券 
③在外子会社等に対する投資へ
の持分 

（2）保有するその他有価証券の
相場変動をヘッジする目的の
信用取引（売付け）又は有価
証券の空売り。 

 
 
 

（IFRS9.6.2.2-4, B6.2.6） 
原則として、純損益を通じて公正価値で測
定する非デリバティブ金融資産又は非デリ
バティブ金融負債もヘッジ手段として指定す
ることができる。 
ただし、以下の制限がある。 
▶ 純損益を通じて公正価値で測定するもの
として指定した金融負債のうち、当該負
債の信用リスクの変動に起因する公正
価値の変動の金額を OCI に表示するも
のはヘッジ手段として非適格。 

▶ 為替リスクのヘッジについては、非デリ
バティブ金融資産又は非デリバティブ金
融負債の為替リスク要素をヘッジ手段と
して指定することができるが、公正価値
の変動を OCI に表示することを選択した
資本性金融商品に対する投資は不可。 
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キャッシュ・フロー・ヘッジ
の表示 

金利スワップから生じる純利息に
ついて OCI からの組替調整として
会計処理することを求める明文規
定は存在しない。 

（IFRS 9.6.5.11） 
金利スワップの純支払額を OCI と純損益と
の間の組替調整として表示しなければなら
ないことを明確化している。 
したがって、ヘッジが 100%有効である場合
には、金利スワップの純支払額について以
下のような処理が行われる。 
▶ 利息授受直前の公正価値に基づいて金
利スワップを評価替えする（相手勘定は
OCI）。 

▶ 授受された現金を相手に金利スワップ計
上額を取り崩す。 

▶ 利息授受額を OCI から純損益へ組替調
整額として振り替える。 
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公正価値ヘッジの表示 （実務指針 160） 
その他有価証券について時価ヘ
ッジを適用した場合、ヘッジ対象
たるその他有価証券の時価の変
動要因のうち特定のリスク要素の
みをヘッジの目的としているとき
は、ヘッジ取引開始以後に生じた
時価の変動のうち当該リスク要素
の変動に係る時価の変動額を当
期の純損益に計上し、その他のリ
スク要素の変動に係る時価の変
動額は純資産の部（OCI）に計上
する。他方、ヘッジ手段の損益又
は評価差額は発生時に当期の純
損益に計上する。 

（IFRS 9.6.5.8） 
ヘッジ手段に係る利得又は損失を純損
益に計上する。ヘッジ対象に係るヘッジ
利得又は損失は、ヘッジ対象の帳簿価
額を調整するとともに、当該調整額は純
損益に計上する。ただし、公正価値の変
動を OCIで表示することを選択した資本
性金融商品のヘッジの場合には、ヘッジ
手段にかかる利得又は損失はOCIに計
上し、ヘッジ対象に係る公正価値の変動
はそのまま OCIに計上する。 

金融資産と金融負債の相殺 （実務指針 140） 
次の要件を全て満たす場合には
相殺して表示できる。 
▶ 同一の相手先に対する金銭債
権と金銭債務であること 

▶ 相殺が法的に有効で、企業が
相殺する能力を有すること 

▶ 企業が相殺して決済する意思
を有すること 

 
同一相手先とのデリバティブ取引
の時価評価による金融資産と金
融負債について、法的に有効なマ
スター・ネッティング契約を締結し
ている場合には、その適用範囲で
任意に相殺表示することができ
る。 

（IAS32,42, 50） 
企業は、次に該当する場合に、かつ、そ
の場合にのみ、金融資産と金融負債と
を相殺し、純額を財政状態計算書に表
示しなければならない。 
▶ 認識している金額を相殺する法的に
強制可能な権利を現在有しており、
かつ 

▶ 純額で決済するか又は資産の実現と
負債の決済を同時に実行する意図を
有している。 

 
 

IBOR改革の影響 （実務対応報告第 40号） 
2020年 9月 29日、ASBJは実
務対応報告第 40号「LIBORを参
照する金融商品に関するヘッジ会
計の取扱い」を公表した（その後、
2022年 3月 17日に改正）。 
▶ LIBOR を参照する金融商品に
ついて金利指標を置き換える
場合、その契約の経済効果が
金利指標の置換の前後で概ね
同等となることを意図した金融
商品の契約上のキャッシュ・フ
ローの基礎となる金利指標を
変更する契約条件の変更のみ
が行われる金融商品を適用範
囲とする。また、同様の経済効
果をもたらす契約の切替に関
する金融商品の適用範囲とす
る。 

▶ 本実務対応報告の適用範囲
に含まれる金融商品について
ヘッジ会計を適用している場
合、金利指標改革に起因する

（IFRS9.5.4.7, 9.6.8, 9.6.9） 
IASB は 2019 年及び 2020 年に 2 つ
のフェーズに分け、IBOR 改革が財務報
告に与える影響に対処する基準改訂プ
ロジェクトを完了した。 
 
フェーズ 1 改訂の概要（既存の金利指
標を代替的な金利指標に置換える前の
期間に生じる財務報告への影響） 
▶ ヘッジ対象キャッシュ・フローの発生
可能性の評価において、IBOR 改革
による金利指標の変更はないと仮定
する。 

▶ キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金の純
損益への振替時点の判定において、
IBOR 改革による金利指標の変更は
ないと仮定する。 

▶ ヘッジ対象とヘッジ手段の相殺関係
の評価において、IBOR 改革による
金利指標の変更はないと仮定する。 

▶ 金利リスクのうち IBOR改革に影響さ
れる指標要素について、リスク要素
が「独立して識別可能になる」という
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 日本基準 IFRS 

契約の切替が行われたときで
あっても、ヘッジ会計の適用を
継続することができる。 

 

規定は、ヘッジ関係の開始時点での
み充足すれば足りる。 

 
フェーズ 2 改訂の概要（既存の金利指
標を代替的な金利指標に置換える時に
生じる財務報告への影響） 
▶ IBOR 改革の直接の影響により、経
済的に同等の基礎で行われた金融
商品（リース負債を含む）の条件変更
の処理に実務上の便法として、実効
金利を更新することによって会計処
理することができる。 

▶ IBOR 改革の直接の影響により、経
済的に同等の基礎で行われたヘッジ
対象及びヘッジ手段に係る条件変更
のみによっては、ヘッジ会計は中止さ
れない。 

▶ キャッシュ・フロー・ヘッジについて、
IBOR 改革の影響によりヘッジ指定
におけるヘッジ対象の記載の修正を
する時点で、キャッシュ・フロー・ヘッ
ジ剰余金の累計額は、ヘッジされて
いる将来キャッシュ・フローが決定さ
れる基礎となる代替的な指標金利に
基づくものとみなす。 

▶ 項目グループのヘッジについて、ヘッ
ジ対象を既存の金利指標を参照する
サブ・グループと代替的な金利指標
を参照するサブ・グループに分割し、
項目グループのヘッジ対象に関する
ヘッジ適格要件の規定をサブ・グル
ープ毎に適用する。 

▶ 代替的な金利指標が契約上明示さ
れていないリスク要素としてヘッジ対
象に指定される場合、指定時に「独
立して識別可能」の要件を満たして
いなかったとしても、指定日から 24
か月以内に独立して識別可能になる
であろうと企業が合理的に予想して
いる場合に、かつ、その場合におい
てのみ、「独立して識別可能」の要件
を満たしているとみなすことができ
る。 
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14．外貨関連事項 
 日本基準 IFRS 

機能通貨の 
決定及び機能通貨での記帳 

機能通貨という概念は存在しな
い。 
 

（IAS21.8-12, 21） 
経営者は、企業が営業活動を行う主た
る経済環境等を考慮して機能通貨を決
定しなければならない。 
外貨建取引を当初認識する場合には、
取引日における機能通貨と当該外貨と
の直物為替レートを用いて、機能通貨で
計上しなければならない。 

外貨建取引 （外貨建取引等会計処理基準（以下
「基準」）注解 注 1） 
売買価額その他取引価額が外国
通貨で表示されている取引（円建
以外の取引） 

（IAS21.8, 20） 
機能通貨以外の通貨で表示されている
か又はそれによる決済を必要とする取
引 
 

外貨建取引の機能通貨での報
告 

（基準注解 注 2） 
取引発生時の為替相場は、取引
が発生した日における直物為替
相場又は合理的な基礎に基づい
て算定された平均相場、例えば取
引の行われた月又は週の前月又
は前週の直物為替相場を平均し
たもの等、直近の一定期間の直
物為替相場に基づいて算出され
たものによる。 

（IAS21.21, 22） 
原則として外貨建取引を取引日の為替
レートを用いて当初認識するが、為替レ
ートが著しく変動している場合を除き、一
定期間（例えば 1 週間又は 1 か月）の
平均レートを用いることができる。 
 

在外営業活動体の分類 （基準二, 三） 
在外支店と在外子会社等に区別
している。 
 

（IAS21.8） 
報告企業の所在国以外の国又は所在
国の通貨以外の通貨にその活動の基
盤を置く報告企業の子会社、関連会社、
ジョイント・アレンジメント又は支店をい
う。在外支店と在外子会社等のような区
分はない。 
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在外営業活動体の換算 （基準二, 三） 
在外支店における外貨建取引に
ついては、原則として本店と同様
に処理する。 
例外： 
▶ 収益及び費用の換算は、期中
平均相場によることができる。 

▶ 非貨幣性項目の額に重要性が
ない場合、すべての貸借対照
表項目（支店における本店勘
定等を除く）を決算時の為替相
場で円換算できる。この場合、
損益項目も決算時の為替相場
によることができる。 

▶ 本店と異なる方法により換算す
ることによって生じた換算差額
は、当期の為替差損益として処
理する。 

 
在外子会社等の資産及び負債
は、決算時の為替相場により円換
算する。 
▶ 親会社による株式取得時にお
ける資本に属する項目は、株
式取得時の為替相場、株式取
得後に生じた資本に属する項
目は、当該項目の発生時の為
替相場により円換算する。 

▶ 収益及び費用については、原
則として期中平均相場により円
換算する。ただし、決算時の為
替相場によることも認められ
る。なお、親会社との取引によ
る収益及び費用の換算につい
ては、親会社が換算に用いる
為替相場により、円換算し、こ
の場合に生じる差額は当期の
為替差損益として処理する。 

▶ 換算差額については、為替換
算調整勘定として貸借対照表
の資本の部に記載する。 

（IAS21.44, 39, 40, 41） 
それぞれの機能通貨による記帳後、在
外営業活動体を連結上の表示通貨に
換算する。 
機能通貨が超インフレ経済下の通貨で
ない場合、それぞれの機能通貨による
記帳後、次の手続により異なる表示通
貨に換算しなければならない。 
▶ 表示される各財政状態計算書の資
産と負債は、各報告期間の末日レー
トで換算する。 

▶ 各包括利益計算書の収益及び費用
は、各取引日の為替レートで換算す
る。取引日レートに近似する場合に
は、期中平均レートが使用されること
も多い。 

▶ 上記の結果発生するすべての換算
差額は、資本の個別項目として認識
される。 
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 日本基準 IFRS 

在外営業活動体の「のれん」の
換算 

（外貨建取引等の会計処理に関
する実務指針（以下「実務指針」） 
40） 
親会社が在外子会社を連結する
場合、のれんを原則として支配獲
得時に当該外国通貨で把握し、
把握されたのれんの期末残高に
ついては決算時の為替相場によ
り換算する。 
なお、平成 21 年改正後基準（平
成 23年 3月期から強制適用）適
用前の企業結合では、親会社の
子会社投資から発生する連結の
れん残高及びのれん償却額は、
円価額で固定されているため為
替相場の変動による影響を受け
ない。 

（IAS21.47） 
在外営業活動体の取得により生じるの
れんは、在外営業活動体の資産又は負
債として処理しなければならない。 
したがって、在外営業活動体の機能通
貨でまず記帳し、決算日レートにより親
会社の表示通貨へ換算しなければなら
ない。 
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在外営業活動体の処分又は 
部分的な処分 

（実務指針 42, 42-2, 42-3, 連
結財務諸表における資本連結手
続に関する実務指針 45,46） 
持分変動により親会社の持分比
率が減少し、以下が発生する場
合には、為替換算調整勘定のうち
持分比率の減少割合相当額を株
式売却損益として連結損益計算
書に計上する。 
▶ 子会社に対する支配の喪失 
▶ 関連会社に対する重要な影響
力の喪失 

 
支配の喪失を伴わない子会社の
部分的な処分等については、
IFRS における右記の会計処理と
同様の処理が求められる。 

（IAS21.48, 48A） 
在外営業活動体に対する持分が処分さ
れ、以下が発生した場合には、累積換
算差額の全額が資本から純損益に振り
替えられる。 
▶ 子会社に対する支配の喪失 
▶ 関連会社に対する重要な影響力の
喪失 

▶ ジョイント・アレンジメントに対する共
同支配の喪失 

（IAS21.48C） 
子会社を部分的に処分したが、支配が
継続している場合には、累積換算差額
の比例持分を非支配持分に振り替え
る。 
子会社以外の部分的な処分について
は、累積換算差額の比例持分を資本か
ら純損益に振り替える。 

在外営業活動体に対する純投資
の処分 

一般的に定めた規定はない。 （IFRIC16.17） 
在外営業活動体に対する持分が処分さ
れた場合における損益に振り替えるべ
き累積換算差額の決定に関しては、連
結処理としてどちらの方法を採用してい
るかに係わらず、以下のいずれかの方
法を会計方針の選択として決定し、全て
の純投資の処分に継続的に適用する必
要がある。 
▶ 直接法（究極的な親会社が各子会社
を直接連結する方法） 

段階法（究極的な親会社は中間親会社
のサブ連結数値を連結する方法） 

在外営業活動体に対する純投資 在外営業活動体に対する純投資
から発生する為替差額に関する
個別規定はない。したがって報告
企業の貨幣性項目について生じ
る為替差額は、個別財務諸表上
及び連結財務諸表上ともに損益
として処理される。 

（IAS21.32） 
在外営業活動体に対する報告企業の純
投資の一部を構成する貨幣性項目につ
いて生じる為替差額は、個別財務諸表
上は純損益として処理されるが、連結財
務諸表上は資本の個別項目として認識
され、純投資の処分時に純損益へ振り
替えられる。 

外貨建ての転換社債型新株予
約権付社債の換算 
（発行体の処理） 

（外貨建転換社債型新株予約権
付社債の発行者側の会計処理に
関する実務上の取扱い 2（2）） 
外貨建ての転換社債型新株予約権
付社債の会計処理として一括法を
採用した場合、新株予約権行使
期間満了前のものについては、発
生日レートで換算される（ただし、
行使の可能性がないと認められ
るものは決算日レートで換算す
る）。 

（IAS32.15,18、IAS21.23） 
【国際会計の実務（日本語版）2022 金
融・保険会計 P.191以降参照】 
主契約部分（社債部分）は金融負債に
分類され、償却原価を決算日レートで換
算される。 
別個の組込デリバティブ部分（株式転換
オプション部分）は、公正価値が測定さ
れた日の為替レートで換算される。 
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 日本基準 IFRS 

為替予約 （基準注解 注 6,7） 
外貨建金銭債権債務等に係る為
替予約等の振当処理も当面の
間、認められる。 

（IAS39又は IFRS9） 
ヘッジ会計の適用につき、振当処理は
認められていない。 

超インフレ会計 超インフレ会計に関する包括的
な定めはない。 

（IAS21.42） 
機能通貨が超インフレ経済下の通貨の
場合、次の手続により異なる表示通貨
に換算しなければならない。 
▶ すべての金額（超インフレとなる通貨
に換算される場合には比較年度の資
産、負債、資本、収益及び費用を含
む）は、直近の報告期間の末日のレ
ートで換算しなければならない。 

複数の為替レートが存在する
場合又は 2 つの通貨の交換
性が一時的に欠けている場
合 

一般的に定めた規定はない。 （IAS21.26） 
複数の為替レートが使用可能な場合に
は、使用されるレートは、当該取引又は
残高が表すキャッシュ・フローが測定日
に発生した場合に当該取引による将来
キャッシュ・フロー又は残高が決済され
ていたであろうレートを採用する。 
2 つの通貨の交換性が一時的に欠けて
いる場合には，使用されるレートはその
後に交換が可能となるときの最初のレ
ートを採用する。 

非貨幣性資産等への再投資
を前提とした外貨建債券等の
処理 

（実務指針 24） 
外貨建債券等に係る受取外貨額
を円転せずに外貨による有形固
定資産等の取得に再投資する目
的で保有し、次の条件をいずれも
満たす場合、外貨建債券等の換
算差額を繰り延べ、当該外貨によ
る非貨幣性資産等の取得価額に
加減できる。 
▶ 外貨建債券等の取得の当初
から再投資することを計画して
いることが正式な文書により明
確である 

▶ 同一通貨同士の取引である 

一般的に定めた規定はない。 
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15．法人所得税 
 日本基準 IFRS 

繰延税金資産・負債の当初 
認識に関する適用除外 

IFRS のような例外規定は存在し
ない 

（IAS12.15,22A,24） 
企業結合でない取引であり、かつ取引
時に会計上の利益にも課税所得（欠損
金）にも影響を与えない取引から生じた
資産又は負債の当初認識から生ずる繰
延税金資産、負債を認識することは禁
止されている。 
 
両基準の当該差異を原因として、会計
処理が異なる典型例としては、資産除
去債務やリース（ただし、税務上は費用
処理される場合）のように当初認識時
に、その資産・負債の双方から同額の
一時差異を生じさせる取引に関する税
効果の会計処理が挙げられる。 
しかし、このような資産・負債から同額の
一時差異が生じる場合には、①当初認
識の適用除外規定の適用対象と考える
アプローチ②資産・負債を個別の要素と
捉えて繰延税金資産・負債の両方を認
識するアプローチ、③資産・負債を一体
のものと捉えるアプローチの、いずれか
を会計方針として選択することが認めら
れると考えられる。 
 
※IASBは 2021年 5月に「単一の取引
から生じた資産及び負債に係る繰延税
金」の改訂を公表した。改訂では資産除
去債務やリースのような取引の場合に、
②に近いアプローチがとられている。 
この修正は 2023年 1月 1日以後開始
する事業年度に適用され、早期適用が
認められる。 

のれんに 
対する税効果 

（税効果会計に係る会計基準の適
用指針（以下「税効果適用指針」）
43） 
のれんについては、繰延税金資
産及び負債を認識しない。 
 
（企業結合会計基準及び事業分
離等会計基準に関する適用指針
（以下「結合分離等適用指針」）
72, 378-3） 
ただし、日本の税法の税制非適
格合併等による税務上ののれん
（資産調整勘定又は差額負債調
整勘定）に関しては、その金額を
一時差異とみて、繰延税金資産
又は繰延税金負債を計上した上
で、配分残余としてののれんを算
定する。 

（IAS12.15（a）） 
のれんの当初認識時は、繰延税金負債
を認識しない。 
 
（IAS12.21B） 
ただし、各国の税法において、のれんの
償却費が税務上損金算入される場合
に、税務上の償却計算により当初認識
後に新たに発生する将来加算一時差異
については、繰延税金負債を計上する。 
 
（IAS12.32A） 
のれんの当初認識時に会計上の帳簿
価額を税務基準額が上回る場合には、
回収可能性があると判断される場合に
限り、企業結合の処理として当該将来
減算一時差異に関して、繰延税金資産
を認識する。 
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 日本基準 IFRS 

繰延税金資産の回収可能性
の判断 

（繰延税金資産の回収可能性に
関する適用指針（以下「回収可能
性適用指針」）6,16-32、税効果
会計に係る会計基準注解（注 5）,
（注 8）） 
将来減算一時差異及び税務上の
繰越欠損金に係る繰延税金資産
の回収可能性は、以下に基づい
て、将来の税金負担額を軽減す
る効果を有するかどうかを判断す
る。 
▶ 収益力に基づく課税所得の十
分性 

▶ タックスプランニングの存在 
▶ 将来加算一時差異の十分性 
なお、繰延税金資産は、上記の判
断に基づき、将来減算一時差異
等が課税されるときに課税所得を
減少させ、税金負担額を軽減する
ことができると認められる範囲内
で計上するものとし、その範囲を
超える額については控除しなけれ
ばならない（評価性引当額アプロ
ーチ）。 
 
また、収益力に基づく一時差異等
加減算前課税所得等に基づいて
繰延税金資産の回収可能性を判
断する際に、要件に基づき企業を
分類し、当該分類に応じて、一時
差異等加減算前課税所得の見積
可能期間（将来 5年以内、将来 1
年以内等）を定めるなど、詳細な
取扱いが示されている。 
 
（税効果適用指針 35） 
連結上の未実現利益の消去に係
る繰延税金資産の回収可能性に
ついて、回収可能性適用指針 6
の判断要件は適用しない（回収可
能性の検討は不要）。 

（IAS12.24, 27-31） 
繰延税金資産は、下記を考慮のうえ、
将来減算一時差異を利用できる課税所
得が生ずる可能性が高い（probable）
範囲内で認識しなければならない。な
お、評価性引当額を計上する 2 段階ア
プローチは採用されておらず、繰延税金
資産は回収可能性があると認められる
金額で直接計上する。 
▶ 収益力に基づく課税所得の十分性 
▶ タックスプランニングの存在 
▶ 将来加算一時差異の十分性 
 
なお、回収可能性の判断にあたり、一定
のガイダンスが提供されている。ただ
し、日本基準のように会社区分や数値
基準は示されていない。 
 
連結上の未実現利益の消去に係る繰
延税金資産の回収可能性について、日
本基準のような例外規定がないため、
原則どおり回収可能性の検討が必要で
ある。 

繰延税金資産の認識（回収可
能性検討時に考慮する将来減
算一時差異） 

（回収可能性適用指針 3(9), 11, 
[設例 1]） 
翌期以降に発生すると予想される
将来減算一時差異から生じる課
税所得を将来の一時差異等加減
算前課税所得の見積りの際、ど
のように取り扱うかについて、基
準上では明確に示されていない。 
設例 1 では、一時差異等加減算
前課税所得の算定例として、賞与
引当金繰入超過額を加算してお
り、実質認められている。 

（IAS12.29(a)） 
将来の期間に十分な課税所得を稼得す
るかどうかを判断する際に、将来の期間
に発生すると予想される将来減算一時
差異から生じる課税所得は計算に含め
ない。 
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未実現損益の消去に係る 
税効果 

（税効果適用指針 34,130） 
未実現損益の消去に係る連結財務
諸表固有の将来減算一時差異又は
将来加算一時差異については、売
却元の連結会社において売却年度
に納付又は軽減された当該未実現
損益に係る税金の額を繰延税金資
産又は繰延税金負債として計上す
る。 
この売却元の連結会社における税
金の納付額又は軽減額は確定した
金額であるため、繰延税金資産又
は繰延税金負債の額は、売却元の
連結会社における未実現損益の額
に対して売却年度の課税所得計算
に適用される税率に基づく法定実
効税率を用いて計算した税金の額
である。 

（IAS12.47） 
日本基準のような例外規定はなく、原則
どおり一時差異が発生している資産を
有する企業（売却先）の税率を使用して
計算する。 
 
 
 

将来の回収又は決済方法の
考慮 

（税効果会計に係る会計基準 第二 
二 2） 
繰延税金資産又は繰延税金負債の
金額は、回収又は支払が行われる
と見込まれる期の税率に基づいて
計算する。 
税率以外についての、IFRS の処理
にあるような明確詳細な規定は存
在しない。 

（IAS12.51-51E） 
繰延税金資産及び負債の測定にあたっ
ては、企業が報告期間の期末日時点
で、資産及び負債の帳簿価額の回収又
は決済を行おうとしている方法から生じ
る税務上の影響を反映しなければなら
ない。 
たとえば、売却した場合と使用し続けて
減価償却した場合とで、適用される税率
又は損金算入される税務上の簿価が異
なる場合には、経営者の意図を適切に
考慮して、適切な税率等を用いて繰延
税金資産・負債を測定する必要がある。 
土地等の非償却性資産は売却を通じて
回収されるとみなされる。（耐用年数を
確定できない無形資産は売却を通じて
回収されるとみなされるわけではない。） 
ただし、公正価値モデルで測定される投
資不動産に関しては、例外処理として、
原資産がその使用を通じて費消される
という明確な証拠が存在する場合を除
き、原資産の帳簿価額の回収がすべて
売却を通じて行われると仮定して、関連
する繰延税金資産・負債を測定する。 
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不確実な税務処理 （法人税、住民税及び事業税等に
関する会計基準 6） 
過年度の所得等に対する法人
税、住民税及び事業税等につい
て、更正等により追加で徴収され
る可能性が高く、当該追徴税額を
合理的に見積もることができる場
合、当該追徴税額を損益に計上
する。 

（IFRIC23） 
不確実な税務処理とは、関連する税務
当局が税法に基づいてその税務処理を
認めるかどうかに関して不確実性があ
る税務処理をいう。 
税務当局が不確実な税務処理を認める
可能性が高くないと企業が結論を下す
場合には、不確実性の影響を法人所得
税費用を測定する際に、考慮しなけれ
ばならない。（追加の税金負債の認識が
必要） 
不確実性の影響を反映する方法は、状
況に応じて以下の方法がある。 
① 最も可能性の高い金額：考え得る

結果の範囲における単一の最も可
能性の高い金額。 

② 期待値：考え得る金額の範囲にお
ける確率加重金額の合計額。 

関連会社の留保利益に対する
繰延税金負債 

（持分法会計に関する実務指針
28、税効果適用指針 24-26） 
関連会社の留保利益に関する将
来加算一時差異に関して、基本
的に子会社と同様の処理を行うも
のとされている。すなわち、配当に
よって解消する一時差異に関し
て、将来の配当によって追加納付
が発生すると見込まれる税金額を
繰延税金負債として計上するが、
持分法適用会社に留保利益を半
永久的に配当させないという投資
会社の方針又は株主間の協定が
ある場合には、税効果を認識しな
い。 

（IAS12.42） 
関連会社の配当政策を支配することは
できないため、関連会社の利益剰余金
を分配しないこととする株主間合意が存
在しない限りは繰延税金負債を認識し
なければならない。 
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当期税金と 
繰延税金の 
配分 

（法人税、住民税及び事業税等に
関する会計基準 9、税効果適用指
針 9） 
その他の包括利益に課税された場
合の税金費用の表示について、現
行の会計基準では明らかにされて
いないが、法人税等は損益計算書
の税引前当期純利益の次に記載す
ることとされている。 
また、繰延税金資産又は繰延税金
負債を計上するときは、次の場合を
除き、繰延税金資産及び繰延税金
負債の差額の増減額を、法人税等
調整額を相手勘定として計上すると
されている。 
▶ 資産又は負債の評価替えにより
生じた評価差額等を直接純資産
の部に計上する場合、繰延税金
資産及び繰延税金負債の差額
の増減額を、純資産の部の評
価・換算差額等として計上する 

▶ 資産又は負債の評価替えにより
生じた評価・換算差額等をその
他の包括利益に計上する場合、
繰延税金資産及び繰延税金負
債の差額の増減額を、その他の
包括利益として計上する 

▶ 連結財務諸表において、子会社
に対する投資について、親会社
の持分が変動することにより生じ
た差額を直接資本剰余金に計
上する場合、繰延税金資産及び
繰延税金負債の差額の増減額
を、資本剰余金として計上する 

※2022 年改正法人税等会計基準
において、法人税等を、損益、株主
資本及びその他の包括利益に区分
して計上することとしている（2022 
年改正法人税等会計基準第  5 
項、第 5-2 項及び第 29-3 項） 
この改正は、2024 年 4 月 1 日以
降開始する年度の期首から適用さ
れ、早期適用も認められる。 

（IAS12.58, 61A） 
当期税金及び繰延税金は、以下のいず
れかに該当する場合を除き、収益又は費
用として認識し、当期の純損益に含めな
ければならない。 
▶ その税金がその他の包括利益又は
直接資本に認識される取引又は事
象から生じる場合 

▶ その税金が企業結合から生じる場合 
 

その他の包括利益又は資本に直接貸
方計上又は借方計上される項目に係る
税金である場合、前期以前又は当期に
発生したかを問わず、当期税金も繰延
税金も、その他の包括利益又は直接資
本に貸方計上ないし、借方計上しなけ
ればならない。 
 

包括利益計算書（損益計算
書）における表示 
 
 

（財規 95 条の 5、連結財規 65 条
1項） 
当期の法人税等として納付すべき
額と法人税等調整額は、別掲して
損益計算書本体に記載される。 
 

（IAS12.6, 77, 80） 
経常的活動による純損益に関する当期
税金と繰延税金は、税金費用として一
括して包括利益計算書本体に記載し、
注記によりそれぞれの内訳金額を開示
する。 

繰延税金資産・負債の相殺 （「税効果会計に係る会計基準」の
一部改正 2） 
同一納税主体の繰延税金資産と繰
延税金負債は、双方を相殺して表
示する。 
 

（IAS12.74-76） 
同じ納税企業体だけでなく、非常に稀なケ
ースに限られるが、企業が相殺するため
の法的強制力を有する場合など一定の要
件を満たす場合には、異なる納税主体間
の繰延税金資産と負債を相殺する。 
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16．引当金及び偶発事象 
 日本基準 IFRS 

引当金の認識要件 （企業会計原則注解 18） 
以下の要件すべてを満たす場合
に認識しなければならない。 
▶ 将来の特定の費用又は損失で
ある。 

▶ その発生が当期以前の事象に
起因する。 

▶ 発生の可能性が高い。 
▶ その金額を合理的に見積ること
ができる。 

（IAS37.14） 
以下の要件すべてを満たす場合に認識
しなければならない。 
▶ 企業が過去の事象の結果として現在
の債務（法的又は推定的）を有してい
る。 

▶ 当該債務を決済するために経済的
便益を有する資源の流出が必要とな
る可能性が高い。 

▶ 当該債務の金額について信頼できる
見積りが可能である。 

推定的債務 該当する基準はない。 （IAS37.10） 
債務には、法的債務のみならず、推定
的債務も含まれる。推定的債務とは、確
立されている過去の実務慣行、公表さ
れている政策又は極めて明確な最近の
文書によって、企業が外部者に対しある
責務を受諾することを表明しており、か
つその結果、企業はこれらの責務を果
たすであろうという妥当な期待を外部者
の側に惹起している場合に生じる債務
をいう。 

引当金の 
債務性 

現在の債務であることは要件とさ
れず、将来の費用又は損失につい
て引当金の計上要件（企業会計原
則注解 18）を満たすものは引当金
を計上する。 

（IAS37.14（a）） 
現在の債務ではないものについて引当
金を計上することは認められない。 
 

大規模検査 
又は修繕の 
コスト 

（企業会計原則注解 18） 
特別修繕引当金は固定負債に属
する引当金として例示されている。 
引当金の計上要件を満たす場合
には、当期の負担に属する金額は
当期の費用又は損失として処理さ
れる。 
 

（IAS16.14） 
いまだ行われていない有形固定資産の
大規模検査に関連する将来の修繕費用
について引当金を認識することは認めら
れない。 
これらの費用は、一定の要件を満たす
場合には、支出時に関連資産の帳簿価
額に算入し、減価償却に含めて処理さ
れる。 

引当金の割引計算 引当金の測定に関して、現在価値
への割引計算の要否についての
定めはない。 
 
（資産除去債務に関する会計基準
6） 
資産除去債務は割引価値で算定
する。 
割引率は、貨幣の時間的価値を
反映した無リスクの税引前の利率
とする。 

（IAS37.45-47） 
貨幣の時間的価値による影響が重要な
場合には、引当金額は債務の決済に必
要と見込まれる支出の現在価値としな
ければならない。 
割引率は、貨幣の時間的価値の現在の
市場評価と、その負債に特有なリスク
を反映した税引前割引率でなければな
らない。 
割引率には、将来キャッシュ・フローの
見積りの中で修正されているリスクを反
映してはならない。 
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環境及び除去に関する費用 （資産除去債務に関する会計基
準 3） 
有形固定資産の除去に関して法
令又は契約で要求される法律上
の義務及びそれに準ずるものに
ついて、資産除去債務の計上が
求められる。 
 
環境対策に係る引当金について
該当する基準はなく、一般的計上
要件（企業会計原則注解 18）に
従って計上する。 

（IAS37.19, 21） 
IAS第 37号に定める一般原則を、環境
及び除去費用等の引当に際しても適用
する必要がある。すなわち、費用負担の
法的又は推定的債務が存在する場合
に、引当金を計上する。 
 

不利な契約 不利な契約に関して、一般的に定
めた規定はない。 
 

（IAS37.10, 66-69,改訂 IAS37.68A） 
不利な契約とは、契約による債務を履
行するための不可避的な費用が、契約
上の経済的便益の受取見込額を超過し
ている契約をいう。企業が不利な契約を
有しているならば、当該契約による現在
の債務を引当金として測定し、認識しな
ければならない。 
2020年 5月に公表された「不利な契約
－契約履行のコスト IAS 第 37 号の改
訂」では、不利な契約かどうかを評価す
る際に企業が含めるべきコストは、契約
に直接関連するコストとであり、直接労
務費や直接材料費のような契約を履行
するための増分コスト及び、契約を履行
するために使用される有形固定資産項
目の償却費の配分のような契約の履行
に直接関連したその他費用の配分を含
めるべきである。 

偶発資産の定義及び開示 該当する基準はない。 
 

（IAS37.10, 89） 
偶発資産とは、過去の事象から発生しう
る資産のうち、企業が必ずしも支配可能
な範囲にあるとはいえない将来の1つも
しくは複数の不確実な事象が発生する
か、又は発生しないことによってのみそ
の存在が確認されるものをいう。 
経済的便益の流入の可能性が高い場
合、報告期間の末日における偶発資産
の簡潔な内容を開示し、実務上可能な
場合には偶発資産の財務上の影響の
見積額を開示しなければならない。 
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リストラクチャリング費用 （引当金の一般的計上要件（企業
会計原則注解 18）） 
同様の規定はなく、一般的計上要
件に基づいて判断される。会計基
準では直接規定されていない費
用又は損失のうち、その金額を合
理的に見積もることができる場合
には、引当金を認識することにな
ると考えられる。 
 

（IAS37.51,70-83） 
リストラクチャリング費用に関する引当
金は、経営者がリストラクチャリングに関
する詳細な公式計画を有し、かつ計画
の実施を開始するか、又はリストラクチ
ャリングに関する主要な特徴を影響を受
ける人々に公表することによって、関係
者の合理的な期待を惹起させた時点で
IAS第 37号の一般規定にしたがって認
識される。 
リストラクチャリングに関連して処分され
る資産から、発生することが期待される
利得を、引当金の測定にあたって考慮し
てはならない（引当金測定の一般規
定）。 
また、リストラクチャリング後の企業の継
続的活動に関連する支出（雇用を継続
する従業員の再教育又は配置転換費
用等）も、同様に引当金の測定にあたっ
て考慮してはならない 
さらに、リストラクチャリングに伴い、事
業が売却される場合には、報告期間の
期末日までに拘束力のある売買契約が
存在しない限り、企業は売却損失引当
金を認識することはできない。 

想定される結果の範囲内での
引当金の測定 

（企業会計原則注解18,資産除去
債務会計基準 6(1)） 
▶ 合理的な見積りを基礎とするこ
とが示唆されているのみで、具
体的な測定方法に関する記述
はない。 

▶ 資産除去債務は割引前将来
キャッシュ・フローの見積額を
割り引いて算定するが、その
見積額は最頻値と期待値のい
ずれかによる。 

（IAS37.39,40） 
補償費用のように多くの母数を含む場
合については、（連続した範囲内におい
て生起する確率が変わらない場合、範
囲の中間点を用いても良いが）、最善の
見積りは、期待値となる。単一債務につ
いての最善の見積りは最も確率の高い
結果が考慮される。 

賦課金 該当する規定はない。 （IFRIC21.4,13） 
賦課金とは、経済的便益を含んだ資源
の流出であって、政府が法令に従って
課すものであり、以下を除く。 
（a） 他の基準の範囲に含まれる資源
の流出 
（b） 法令違反に対して課される罰金又
は他の反則金 
 
債務発生事象（賦課金の支払の契機と
なる活動）に従い、賦課金支払負債を認
識する。 
期中財務報告書において、年次財務諸
表に適用するのと同じ認識の原則を適
用しなければならない。 
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引当金決済に必要となる支出
に対する補填の資産計上 

該当する規定はない。 
実務上、保険による補填等の受
領が確実な場合に資産が認識さ
れることがある。 

（IAS37.53,54） 
引当金を決済するために必要となる支
出の一部又は全部が他の者から補填さ
れると見込まれる場合には、企業が義
務を決済すれば補填を受けられること
がほぼ確実なときに、かつ、そのときに
のみ、補填を認識しなければならない。
当該補填は、別個の資産として扱わな
ければならない。補填として認識する金
額は、引当金の金額を超えてはならな
い。 
包括利益計算書においては、引当金に
係る費用は、認識した補填を控除後の
純額で表示することができる。 

資産の処分の見込み 該当する規定はない。 （IAS37.51） 
資産の処分の見込みによる利得は、引
当金の測定において考慮してはならな
い。 
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17．収益認識 
 日本基準 IFRS 

契約獲得コスト （収益認識に関する会計基準（以
下、「基準」） 109） 
契約獲得コストに関する一般的な
定めはない。 
ただし、IFRS 又は米国会計基準
を連結財務諸表に適用している
企業及び連結子会社は IFRS 又
は米国会計基準における契約獲
得コストの定めに従って処理する
ことも認められる。 

（IFRS15.91） 
企業は、顧客との契約獲得の増分コスト
を回収すると見込んでいる場合には、当
該コストを資産として認識しなければな
らない。 

契約履行コスト （基準 109） 
契約履行コストに関する一般的な
定めはない。 
ただし、IFRS 又は米国会計基準
を連結財務諸表に適用している
企業及び連結子会社は IFRS 又
は米国会計基準における契約履
行コストの定めに従って処理する
ことも認められる。 
 

（IFRS15.95） 
顧客との契約を履行する際に発生した
コストが、他の基準（例えば、IAS第2号
「棚卸資産」、IAS第 16号「有形固定資
産」又は IAS第 38号「無形資産」）の範
囲に含まれない場合には、企業は、契
約を履行するために生じたコストが次の
要件のすべてに該当するときにだけ、当
該コストから資産を認識しなければなら
ない。 
▶ 当該コストが、契約又は企業が具体
的に特定できる予想される契約に直
接関連している（例えば、既存の契
約の更新により提供されるサービス
に関するコスト、又はまだ承認されて
いない特定の契約により移転される
資産の設計のコスト）。 

▶ 当該コストが、将来において履行義
務の充足（又は継続的な充足）に使
用される企業の資源を創出するか又
は増価する。 

▶ 当該コストの回収が見込まれてい
る。 

有形固定資産等の売却取引 （基準 3,108） 
企業の通常の営業活動により生
じたアウトプットではない固定資産
の売却については会計基準の適
用範囲に含まれない。 
 
また、企業の通常の営業活動に
より生じたアウトプットとなる不動
産の売却のうち、不動産流動化実
務指針（会計制度委員会報告第
15 号）の対象となる不動産の譲
渡に係る会計処理は、連結の範
囲等の検討と関連するため、本会
計基準の適用範囲に含まれな
い。 

（IAS16.69,72,IAS38.114,116, 
IAS40.67,70） 
企業の通常の活動から生じたアウトプッ
トではない有形固定資産（※）の売却取
引に関しては、IAS 第 16 号「有形固定
資産」が適用される。但し、資産の認識
の中止を行う時点の決定、資産の認識
の中止から生じる利得又は損失の金額
の算定については、IFRS 第 15 号の規
定の一部を適用する。 
※無形資産（IAS 第 38 号「無形資産」）
及び投資不動産（IAS 第 40 号「投資不
動産」）も同様である。 
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 日本基準 IFRS 

暗号資産及び電子記録移転
権利に関する取引 

（基準 3,108-2） 
資金決済に関する法律における
定義を満たす暗号資産及び金融
商品取引業等に関する内閣府令
における定義を満たす電子記録
移転有価証券表示権利等に関連
する取引については、本会計基準
の適用範囲に含まれない。 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 

契約変更 
（重要性が乏しい場合の取扱
い） 

（収益認識に関する会計基準の
適用指針（以下、「適用指針」） 
92） 
契約変更による財又はサービス
の追加が既存の契約内容に照ら
して重要性が乏しい場合には、当
該契約変更について処理するに
あたり、下記のいずれの方法も適
用することができる。 
▶ 契約変更を独立した契約とし
て処理する 

▶ 契約変更を既存の契約を解約
して新しい契約を締結したもの
と仮定して処理する 

▶ 契約変更を既存の契約の一部
であると仮定して処理する 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 

履行義務の識別 
（顧客との契約の観点で重要
性が乏しい場合の取扱い） 

（適用指針 93） 
約束した財又はサービスが、顧客
との契約の観点で重要性が乏し
い場合には、当該約束が履行義
務であるのかについて評価しない
ことができる。 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 

履行義務の識別 
（出荷及び配送活動に関する
会計処理の選択） 

（適用指針 94） 
顧客が商品又は製品に対する支
配を獲得した後に行う出荷及び配
送活動については、商品又は製
品を移転する約束を履行するた
めの活動として処理し、履行義務
として識別しないことができる。 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 

一定の期間にわたり充足され
る履行義務 
（期間がごく短い工事契約及び
受注制作のソフトウェア） 

（適用指針 95,96） 
工事契約及び受注制作のソフトウ
ェアについて、契約における取引
開始日から完全に履行義務を充
足すると見込まれる時点までの期
間がごく短い場合には、一定の期
間にわたり収益を認識せず、完全
に履行義務を充足した時点で収
益を認識することができる。 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 
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一定の期間にわたり充足され
る履行義務 
（船舶による運送サービス） 

（適用指針 97） 
一定の期間にわたり収益を認識
する船舶による運送サービスにつ
いて、一航海の船舶が発港地を
出発してから帰港地に到着するま
での期間が通常の期間（運送サ
ービスの履行に伴う空船廻航期
間を含み、運送サービスの履行を
目的としない船舶の移動又は待
機期間を除く。）である場合には、
複数の顧客の貨物を積載する船
舶の一航海を単一の履行義務と
したうえで、当該期間にわたり収
益を認識することができる。 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 

一時点で充足される履行義務 
（出荷基準等の取扱い） 

（適用指針 98） 
商品又は製品の国内の販売にお
いて、出荷時から当該商品又は
製品の支配が顧客に移転される
時（例えば、顧客による検収時）ま
での期間が通常の期間である（国
内における出荷及び配送に要す
る日数に照らして取引慣行ごとに
合理的と考えられる日数である）
場合には、出荷時から当該商品
又は製品の支配が顧客に移転さ
れる時までの間の一時点（例え
ば、出荷時や着荷時）に収益を認
識することができる。 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 

履行義務の充足に係る進捗度 
（契約の初期段階における原
価回収基準の取扱い） 

（適用指針 99） 
一定の期間にわたり充足される
履行義務について、契約の初期
段階において、履行義務の充足
に係る進捗度を合理的に見積る
ことができない場合には、当該契
約の初期段階に収益を認識せ
ず、当該進捗度を合理的に見積
ることができる時から収益を認識
することができる。 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 

履行義務への取引価格の配
分 
（重要性が乏しい財又はサー
ビスに対する残余アプローチ
の使用） 

（適用指針 100） 
履行義務の基礎となる財又はサ
ービスの独立販売価格を直接観
察できない場合で、当該財又はサ
ービスが、契約における他の財又
はサービスに付随的なものであ
り、重要性が乏しいと認められる
ときには、当該財又はサービスの
独立販売価格の見積方法として、
残余アプローチを使用することが
できる。 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 
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契約の結合、履行義務の識別
及び独立販売価格に基づく取
引価格の配分 
（契約に基づく収益認識の単
位及び取引価格の配分） 

（適用指針 101） 
次のいずれの要件も満たす場合
には、複数の契約を結合せず、
個々の契約において定められて
いる顧客に移転する財又はサー
ビスの内容を履行義務とみなし、
個々の契約において定められてい
る当該財又はサービスの金額に従
って収益を認識することができる。 
▶ 顧客との個々の契約が当事
者間で合意された取引の実態
を反映する実質的な取引の単
位であると認められること 

▶ 顧客との個々の契約における
財又はサービスの金額が合
理的に定められていることに
より、当該金額が独立販売価
格と著しく異ならないと認めら
れること 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 

契約の結合、履行義務の識別
及び独立販売価格に基づく取
引価格の配分 
（工事契約及び受注制作のソ
フトウェアの収益認識の単位） 

（適用指針 102,103） 
次の場合には、工事契約及び受
注制作のソフトウェアについて、
当該複数の契約を結合し、単一
の履行義務として識別することが
できる。 
▶ 当事者間で合意された実質的
な取引の単位を反映するよう
に複数の契約（異なる顧客と
締結した複数の契約や異なる
時点に締結した複数の契約を
含む。）を結合した際の収益
認識の時期及び金額と個々
の契約を会計処理の単位とし
た際の収益認識の時期及び
金額との差異に重要性が乏し
いと認められる場合 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 

その他の個別事項 
（電気事業及びガス事業にお
ける毎月の検針による使用量
に基づく収益認識） 

（適用指針 103-2） 
電気事業及びガス事業におい
て、毎月、月末以外の日に実施
する検針による顧客の使用量に
基づき顧客に対する請求が行わ
れる場合、決算月に実施した検
針の日から決算日までに生じた
収益を見積る必要がある。 
当該見積りに際して、以下のとお
りその使用量と単価を見積ること
ができる。 
使用量：決算月の月初から月末
までの送配量を基礎として、そ
の月の日数に対する未検針日
数の割合に基づき日数按分に
より見積る 

単価：決算月の前年同月の平均
単価を基礎とすることができる。 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 
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 日本基準 IFRS 

その他の個別事項 
（有償支給取引） 

（適用指針 104） 
有償支給取引において、企業が
支給品を買い戻す義務を負って
いない場合、企業は当該支給品
の消滅を認識することとなるが、
当該支給品の譲渡に係る収益は
認識しない。 
一方、有償支給取引において、企
業が支給品を買い戻す義務を負
っている場合、企業は支給品の譲
渡に係る収益を認識せず、当該
支給品の消滅も認識しないことと
なるが、個別財務諸表において
は、支給品の譲渡時に当該支給
品の消滅を認識することができる
（その場合であっても、当該支給
品の譲渡に係る収益は認識しな
い）。 

左記のような個別的な取り扱いを定め
た規定はない。 
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18．株式報酬 
 日本基準 IFRS 

対象となる取引 （ストック・オプション等に関する会
計基準（以下「基準」）17） 
会社法の施行日（2006年 5月 1
日）以後に付与されるストック・オ
プション、自社株式オプション及
び交付される自社の株式につい
て適用。 
 
（従業員等に対して権利確定条
件付き有償新株予約権を付与す
る取引に関する取扱い 4） 
企業が従業員等に対して権利確
定条件が付されている新株予約
権を付与する場合に、当該新株
予約権の付与に伴い当該従業員
等が一定の額の金銭を企業に払
い込む取引における、当該権利
確定条件付き有償新株予約権
は、それが従業員等から受けた
労働や業務執行等のサービスの
対価として用いられていないこと
を立証できる場合を除き、「従業
員等に対して権利確定条件付き
有償新株予約権を付与する取引
に関する取扱い」に従い、ストッ
ク・オプション会計基準 2(2)に定
めるストック・オプションに該当す
る。 
 
（従業員等に信託を通じて自社の
株式を交付する取引に関する実
務上の取扱い 3,4） 
従業員への福利厚生を目的とし
て、従業員持株会に信託を通じて
自社の株式を交付する取引、及
び、従業員への福利厚生を目的
として、自社の株式を受け取るこ
とができる権利（受給権）を付与さ
れた従業員に信託を通じて自社
の株式を交付する取引について
は、ストック・オプション会計基準
ではなく、「従業員等に信託を通
じて自社の株式を交付する取引
に関する実務上の取扱い」が適
用される。 
 
（取締役の報酬等として株式を無
償交付する取引に関する取扱い
3、4） 
会社法第 202 条の 2 に基づい
て、取締役等の報酬等として金銭
の払込み等を要しないで株式の
発行等をする取引に適用される。 

（IFRS2.53, 54, 58） 
2002 年 11 月 7 日以降に付与され、
IFRS 第 2号の発効日時点では権利が
未確定であった株式、ストック・オプショ
ン、又はその他の資本性金融商品の付
与に対して適用。他の資本性金融商品
の付与について、測定日現在で算定し
たそれらの公正価値を公式に開示して
いる場合には、本基準を適用すること
が推奨されるが、強制はされない。 
IFRS 第 2 号の発効日に存在した株式
報酬取引に起因する負債に関し、IFRS
第 2号を遡及適用する必要がある。 
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株式報酬取引の種類 
 

（基準 3,28） 
従業員等に対しストック・オプション
を付与する取引、及び、自社株式
オプションや自社の株式を財貨又
はサービスの対価とする取引につ
いてのみ定めている。 

（IFRS2.2） 
持分決済型、現金決済型及び現金選
択権付株式報酬取引について定めて
いる。 

受領する財貨・サービスが明
確に識別できない取引 

該当する規定はない （IFRS2.13A） 
受領する財貨又はサービスが明確に
識別できない取引であっても、通常、
IFRS第 2号の適用対象となる。この場
合、受領する識別できない財貨又はサ
ービスを、株式報酬の公正価値と受領
する識別可能な財貨又はサービスとの
差額として測定する。 

持分決済型の株式報酬取引
の測定日 

（基準 6,14,15,64） 
▶ 従業員等との取引 
▶ 財貨又はサービスの取得の
対価としてストック・オプション
を付与する取引：付与日 

▶ 従業員等以外との取引 
▶ 財貨又はサービスの取得の
対価として自社株式オプショ
ンを付与する取引：契約成立
時点 

▶ 財貨又はサービスの取得の対
価として自社の株式を交付す
る取引：契約日 

（IFRS2.11-13） 
▶ 従業員等との取引：付与日 
▶ 従業員等以外との取引：財貨又はサ
ービスの受領日 

 

付与日の定義 （基準 2(6)） 
ストック・オプションが付与された日
をいい、会社法にいう、募集新株予
約権の割当日（会社法第 238条第
1項第 4号）。 

（IFRS2.付録 A） 
企業と他方の当事者（従業員を含む）
が株式報酬契約に合意した日。 

持分決済型の株式報酬取引
の測定方法 

（基準 6, 14, 15） 
▶ 従業員等との取引： 
▶ ストック・オプション付与時：株
式オプションの合理的な価額
の見積りに関して広く受け入
れられている算定技法で測定 

▶ 従業員等以外との取引：以下の
2 つのうち、いずれかより高い信
頼性をもって測定可能な評価額
で算定。 
▶ 対価として用いられた自社株
式オプション(又は自社の株
式)の公正な評価額（なお、自
社株式オプションの付与日に
おける公正な評価単価の算
定につき、市場価格が観察で
きる場合には、当該市場価格
による） 

▶ 取得した財貨又はサービスの
公正な評価額 

（IFRS2.10-13） 
▶ 従業員等との取引：付与した資本性
金融商品の公正価値で測定。 

▶ 従業員等以外との取引：受領した財
貨又はサービスの公正価値で測定。
受領した財貨及びサービスの公正
価値が信頼性をもって測定できない
場合にのみ、付与した資本性金融商
品の公正価値に基づいて測定。 
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権利不確定による失効 （基準 6,7） 
権利不確定による失効（権利確定
条件が達成されないことによる失
効）の見込みについてはストック・
オプション数に反映させるため、
公正な評価単価の算定上は考慮
しない。 

（IFRS2.21） 
株式市場条件の達成・未達成は、付与
した資本性金融商品の公正価値を見積
もる際に考慮し、権利確定すると見込ま
れる（もしくは権利確定した）資本性金融
商品の数に影響を与えない。 

権利不確定による失効 （基準 6,7） 
権利不確定による失効（権利確定
条件が達成されないことによる失
効）の見込みについてはストック・
オプション数に反映させるため、
公正な評価単価の算定上は考慮
しない。 

（IFRS2.21） 
株式市場条件の達成・未達成は、付与
した資本性金融商品の公正価値を見積
もる際に考慮し、権利確定すると見込ま
れる（もしくは権利確定した）資本性金融
商品の数に影響を与えない。 

権利確定日を合理的に予測する
事が困難な場合 

（ストック・オプション等に関する会
計基準の適用指針（以下「適用指
針」）17(3),18,56） 
条件の達成に要する期間が固定
的ではない権利確定条件が付さ
れている場合、権利確定日は合
理的に予測される日とされている
点は IFRS と同様である。一方、
株価条件が付されているなど、権
利確定日を合理的に予測すること
が困難なために、予測を行わない
時には、権利確定条件が付され
ていない場合に該当し、対象勤務
期間はないものとみなして、付与
日に一時に費用を計上する。 

（IFRS2.15(b)） 
▶ 権利の確定に当たり、一定の業績の
達成が条件になっている場合で、権
利確定までに要する期間が不明であ
る場合には、予想される権利確定期
間の長さを付与日現在で見積もらな
ければならない。 

業績条件が株式市場条件である場合に
は、予想される権利確定期間の長さの
見積もりは、付与したオプションの公正
価値の見積もりに用いた仮定と整合的
でなければならず、その後に修正しては
ならない。業績条件が株式市場条件で
はない場合に、その後の情報で権利確
定期間の長さが従来の見積もりと異な
ることが示されているときには、企業は、
必要に応じて権利確定期間の見積もり
を修正しなければならない。 

段階的に権利確定するストック・
オプション 

（適用指針 20） 
時の経過とともに付与されたスト
ック・オプションの一定部分ごとに
段階的に権利行使が可能となる
場合には、原則として、権利行使
期間開始日の異なるごとに別個
のストック・オプションとして会計処
理を行うが、付与された単位でま
とめて会計処理を行うことも妨げ
ない。 

（IFRS2.IG11） 
時の経過とともに付与されたストック・オ
プションの一定部分ごとに段階的に権
利行使が可能となる場合には、権利確
定期間ごとにそれぞれ別個のストック・
オプションとして会計処理を行う。 

ストック・オプションの公正な評価
単価を変動させる条件変更 
（条件変更日におけるストック・オ
プションの公正な評価単価が、
付与日における公正な評価単価
を上回る場合） 

（基準 10(1),55） 
ストック・オプションの公正な評価
額の増加額を、条件変更日にお
けるストック・オプションの公正な
評価単価が付与日における公正
な評価単価を上回る部分に見合
う額として算定する。 

（IFRS2.B43(a)） 
増分公正価値は、いずれも条件変更日
現在で見積った、条件変更後の資本性
金融商品の公正価値と、当初の資本性
金融商品の公正価値との差額として算
定する。 
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付与した資本性金融商品の 
測定日現在の公正価値を、 
企業が信頼性をもって見積れな
い場合 

（基準 13） 
該当する基準はない。ただし、未
公開企業については、ストック・オ
プションの公正な評価単価に代
え、ストック・オプションの単位当
たりの本源的価値の見積りに基
づいて会計処理を行うことができ
る。この場合、付与日現在でストッ
ク・オプションの単位当たりの本源
的価値を見積り、その後は見直さ
ないこととなる。 
 

（IFRS2.24） 
稀な状況において、付与した資本性金融
商品の測定日現在の公正価値を、企業
が信頼性をもって見積れない場合は、以
下の方法による。 
▶ 企業が財貨を獲得した日又は相手方
がサービスを提供した日現在で、そ
の後は各報告期間の末日及び最終
の決済日現在で本源的価値により測
定し、本源的価値の変動は純損益と
して認識する。 

最終的に確定した、又は（該当のある場
合には）最終的に行使された、資本性金
融商品の数に基づいて、受け取った財
貨又はサービスを認識する。 

権利確定日後の会計処理 （基準 8） 
ストック・オプションが権利行使さ
れ、これに対して新株を発行した
場合には、新株予約権として計上
した額のうち、当該権利行使に対
応する部分を払込資本に振り替
える。 

（IFRS2.23） 
企業は権利確定日後の資本の合計に
何らの事後的修正も行ってはならない。
しかし、資本の中での振替（すなわち、
資本の中のある項目から他の項目への
振替）は禁止されない。 

資本性金融 
商品の付与の取消又は清算 

該当する基準はない。 
 

（IFRS2.28） 
▶ 権利確定期間中に取消しまたは清算
が発生した場合、取消し又は清算を、
権利確定が早まったものとして会計
処理する（権利確定条件が充足され
ず、失効により取り消された付与を除
く）。 

付与を取り消した際に相手方に対して
行った支払いは、持分の買戻し（すなわ
ち、資本からの控除）として会計処理す
る。ただし、その支払いが、付与した資
本性金融商品の買戻日現在で測定した
公正価値を超える部分は費用として認
識する。 

権利不行使による失効 （基準 9） 
権利不行使による失効が生じた場
合には、新株予約権として計上した
額のうち、当該失効に対応する部
分を利益として計上する。 

（IFRS2.23） 
権利不行使により失効したとしても、費
用を戻し入れることはできない。ただし、
資本の中での振替は禁止されない。 

グループ株式報酬に関する、
親会社及び子会社の個別財
務諸表上での取扱い 

（適用指針 22,62-66） 
「親会社が自社株式オプションを
直接子会社の従業員等に付与す
る場合」、「親会社が自社株式オ
プションを子会社経由でその従業
員等に付与する場合」、「子会社
が自社の従業員等に報酬として
親会社株式オプションを付与する
場合」、「子会社の従業員等以外
に付与する場合」に分けて、会計
処理を規定している。 

（IFRS2.43A～43D） 
IFRS 第 2 号 43A 項～43D 項におい
て、グループ会社間での株式報酬取引
についての取扱いが明確に規定されて
いる。 
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源泉税の純額決済の要素を有
する株式に基づく報酬 

該当する基準はない。 （IFRS2.33E-33H） 
以下の場合、株式報酬取引全体を持分
決済型に分類する必要がある。 
▶ 税法または規則によって、株式報酬

に関連した従業員の納税義務に係る

金額を企業が源泉徴収し、従業員に

代わって税務当局に支払うことが義

務付けられている場合（株式報酬に

「純額決済の要素」を有している場

合） 
かつ、 

▶ 当該純額決済の要素がなければ株

式報酬が持分決済型に分類されてい

たであろう場合 
 

従業員等に信託を通じて自社
の株式を交付する取引の会計
処理 

（従業員等に信託を通じて自社の
株式を交付する取引に関する実
務上の取扱い 5-15） 
「従業員等に信託を通じて自社の
株式を交付する取引に関する実
務上の取扱い」において、「従業
員持株会に信託を通じて自社の
株式を交付する取引」と「受給権
を付与された従業員に信託を通じ
て自社の株式を交付する取引」の
それぞれについて、会計処理が
定められている。 

特有の規定はないため、信託を企業自
身の延長として扱うか、もしくは IFRS10
に基づいて信託を連結するかどうかの
判断を行ったうえで、IFRS2 の一般規定
に基づいて会計処理を行う必要がある。 

取締役の報酬等として株式を
無償交付する取引の会計処理 

（取締役の報酬等として株式を無
償交付する取引に関する取扱い
5,6、15,16、35～38） 
事前交付型、事後交付型のいず
れについても、費用の認識や測定
については、基準の定めに準じる
こととされている（サービスの取得
に応じて費用として計上し、費用
の測定については株式の公正な
評価額に基づき行う）。なお、事後
交付型においては、サービスの取
得に応じて計上した費用に対応す
る金額は、株式の発行等が行わ
れるまでの間、純資産の部の株
主資本以外の項目に株式引受権
として計上し、新株を発行した場
合には、株式引受権として計上し
た額を資本金又は資本準備金に
振り替える。 

（IFRS2.7, 8） 
株式に基づく報酬取引で受け取ったサ
ービスは、費用として認識し、これに対
応する資本の増加を認識する。 
 
なお、IFRS 基準は貸方計上する資本
の項目を定めていない。 

現物出資構成による株式報酬
制度の会計処理（例、事前交
付型の譲渡制限付株式報酬
制度（リストリクテッド・ストック
（RS））など） 

該当する基準はない。 同上 
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19．従業員給付 
 日本基準 IFRS 

確定給付制度 
－確定給付制度債務の期間配分
方法 

（退職給付に関する会計基準 19） 
次のいずれかの方法の選択適用 
▶ 期間定額基準 
▶ 給付算定式基準（なお、勤務期
間の後期における給付算定式
に従った給付が、初期よりも著
しく高い水準になるときには、
当該期間の給付が均等に生じ
るとみなして補正した給付算定
式に従う） 

（IAS19.67, 70） 
予測単位積増方式（発生給付評価方式
の一種）の下、各制度の給付算定式に
基づき各期に配分する。 
なお、後期の年度における従業員の勤
務が、初期の年度より著しく高い水準の
給付を生じさせるような場合には、昇給
の影響を除き、従業員の勤務がそれ以
上の重要な給付を発生させなくなる日ま
で、定額法で按分する。 

確定給付制度 
－資産計上など 

（退職給付に関する会計基準27） 
積立状況を示す額について、資産
となる場合は「退職給付に係る資
産」等の適当な科目をもって固定
資産に計上する。 

（IAS19.8,63,64,65） 
確定給付制度において積立超過がある
場合、確定給付資産の純額として認識
しうる額は、当該積立超過の額又はア
セット・シーリング（制度への将来拠出の
減額及び制度からの払戻しによる経済
的便益の現在価値）のいずれか低い金
額に制限される。 

確定給付制度－割引率 （退職給付に関する会計基準 20,
注 6,8）期末における国債、政府
機関債及び優良社債の利回り（安
全性の高い債券の利回り）を基礎
として決定する。 
割引率等の計算基礎に重要な変
動が生じていない場合には、これ
を見直さないことができる。 

（IAS19.83） 
割引率は、退職後給付債務と同一通貨
で同様の期日を有する優良社債の報告
期間の末日現在の市場利回りを参照し
て決定する。 
そのような社債について厚みのある市
場が存在しない通貨では、報告期間の
末日現在における当該通貨建の国債の
市場利回りを使用しなければならない。 

割引率の設定の基礎となる利
回りがマイナスになる場合 

（債券の利回りがマイナスとなる
場合の退職給付債務等の計算に
おける割引率に関する当面の取
扱い 2） 
退職給付債務等の計算におい
て、割引率の基礎とする安全性の
高い債券の支払見込期間におけ
る利回りが期末においてマイナス
となる場合、利回りの下限として
ゼロを利用する方法とマイナスの
利回りをそのまま利用する方法の
いずれかの方法による。 

日本基準のような取扱いはない。 

確定給付制度 
－死亡率 

（退職給付に関する会計基準の
適用指針 27） 
死亡率については、生存人員数
を推定するために年齢ごとの死亡
率を使うのが原則である。この死
亡率は、事業主の所在国におけ
る全人口の生命統計表等を基に
合理的に算定する。 

（IAS19.81, 82） 
死亡率の仮定は、雇用中及び退職後に
おける制度加入者の死亡率の最善の見
積りを参照して決定される。 
例えば、死亡率の改善の見積り、標準
死亡率表を修正することで、死亡率の
予想される変動を考慮する必要がある。 
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確定給付制度－期待運用収益 （退職給付に関する会計基準
21,23, 退職給付に関する会計
基準の適用指針 16,21,25） 
期待運用収益は、期首の年金資
産の額（期中に年金資産の重要
な変動があった場合には、これを
反映させる）に合理的に期待され
る収益率（長期期待運用収益率）
を乗じて計算する。 
利息費用は、期首の退職給付債
務に割引率を乗じて計算する。 

（IAS19.123） 
期待運用収益という概念はない。 
上記で算定された割引率を確定給付制
度負債（資産）の純額に乗ずることで、
確定給付制度負債（資産）の純額に係
る利息純額を算定する。 
 

確定給付制度 
－過去勤務 
費用 

（退職給付に関する会計基準
15,25,注9,10, 退職給付に関する
会計基準の適用指針
33,41,42,43） 
過去勤務費用は、原則として各期
の発生額について、平均残存勤
務期間以内の一定の年数で按分
した額を毎期費用処理する（定額
法）が、未認識過去勤務費用の残
高の一定割合を費用処理する方
法（定率法）によることもできる。こ
の場合の一定割合は、過去勤務
費用の発生額が平均残存勤務期
間以内に概ね費用処理される割
合としなければならない。 
ただし、退職金規程等の改定によ
る過去勤務費用については頻繁
に発生するものでない限り発生年
度別に一定の年数にわたって定
額法による費用処理を行うことが
望ましい。 
また、当期に発生した未認識過去
勤務費用は税効果を調整の上、
その他の包括利益を通じて純資
産の部に計上する。 
その他の包括利益累計額に計上
されている未認識過去勤務費用
のうち、当期に費用処理された部
分については、その他の包括利
益の調整（組替調整）を行う。 
なお、数理計算上の差異につい
ては当期発生額を翌期から費用
処理する方法は許容されている
が、過去勤務費用について許容
する規定はない。 
退職従業員に係る過去勤務費用
は、他の過去勤務費用と区分して
発生時に全額を費用処理すること
ができる。 
過去勤務費用と数理計算上の差
異の費用処理年数は別個に設定
することができる。 

（IAS19.103） 
受給権が確定しているか否かに関わら
ず、すべての過去勤務費用を以下の
(a)(b)のいずれか早い日に費用として認
識する必要がある。 
(a) 制度改訂又は縮小の発生時 
(b) 関連するリストラ費用（IAS37）又は
解雇給付の認識時 
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確定給付制度 
－再測定（数理計算上の差異
を含む） 

（退職給付に関する会計基準 24,
注 7,退職給付に関する会計基準
の適用指針 35） 
 
数理計算上の差異は、原則として
各期の発生額について、予想され
る退職時から現在までの平均的
な期間（以下「平均残存勤務期
間」という。）以内の一定の年数で
按分した額を毎期費用処理する
が、未認識数理計算上の差異の
残高の一定割合を費用処理する
方法によることができる。 
また、当期に発生した未認識数理
計算上の差異は税効果を調整の
上、その他の包括利益を通じて純
資産の部に計上する。 
過去勤務債務と数理計算上の差
異の費用処理年数は別個に設定
することができる。 
なお、退職従業員に係る過去勤
務債務は、他の過去勤務債務と
区分して発生時に全額を費用処
理することが可能。 

（IAS19. IAS19.120, 127- 130） 
 
以下の項目は、他の IFRS が資産の取
得原価に含めることを要求又は許容し
ている場合を除き、再測定としてその他
の包括利益に計上する。 
▶ 数理計算上の差異 
▶ 制度資産の運用収益（利息純額に含
まれる金額は除く） 

▶ アセット・シーリングの影響の変化
（利息純額に含まれる金額は除く。） 

 
数理計算上の差異について遅延認識は
廃止されている。 
また、制度資産に関し、期待運用収益
率の概念が廃止されている。 

確定給付制度 
－利息純額（又は利息費用） 

（退職給付に関する会計基準
21,23） 
利息費用は、期首の退職給付債
務に割引率を乗じて計算する。 
 
期待運用収益は、期首の年金資
産の額に合理的に期待される収
益率（長期期待運用収益率）を乗
じて計算する。 

（IAS19.120, 123- 126） 
他の IFRS が資産の取得原価に含める
ことを要求又は許容している場合を除
き、利息純額は純損益に計上する。 
 
利息純額は、正味確定給付負債（資産）
（確定給付制度債務と制度資産の差）に
割引率を乗じることで計算する。つまり、
制度資産にも割引率を乗じることにな
り、期待運用収益率という概念は廃止さ
れている。 
正味確定給付負債（資産）と割引率は、
共に期首時点で算定される。ただし、拠
出や給付の支払いによる期中の正味確
定給付負債（資産）の増減も考慮する。 

最低積立要件 該当する基準はない。 （IFRIC14.18-24） 
最低積立要件とは、退職後確定給付制
度又はその他の長期確定給付制度に
対して積み立てを行う定めをいう。 
最低積立要件が存在する場合には、ア
セット・シーリングの検討時に影響するこ
とがあり（将来掛金の減額に利用可能な
経済的便益の算定に影響）、また一定
の場合には負債を計上する必要性が生
じる。 

確定給付制度－簡便法 （退職給付に関する会計基準 
26,退職給付に関する会計基準
の適用指針 47） 
小規模企業等については簡便法
が容認されている。 

（IAS19.60） 
見積り、平均及び簡便計算により、信頼し
うる近似値を求められるケースもあるとされ
ている。 
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 日本基準 IFRS 

制度資産 （退職給付に関する会計基準の
適用指針 17） 
企業年金制度において計上され
ている未収掛金は、事業主が未
払掛金を計上した場合、その金額
を限度として、年金資産に含める
（この場合、未払掛金と同額、退
職給付に係る負債を減額す
る。）。 

（IAS19.114） 
制度資産には、企業からの未収掛金は
含まれない。 

退職給付信託の制度資産/年
金資産としての計上 

（退職給付に関する会計基準の
適用指針 18, 19） 
退職給付信託も一定の要件を満
たせば、年金資産に該当する。 

該当する基準はないため、信託契約ご
とに制度資産の定義に当てはめ個別に
検討する必要がある。 

制度改訂、縮小又は清算が報
告期間中に生じる場合の会計
処理 

（退職給付制度間の移行等に関
する会計処理 4-13） 
退職給付債務の増加又は減少す
るが、これには支払等を伴う場合
（退職給付制度の終了）と伴わな
い場合（退職給付債務の増額ま
たは減額）がある。 
退職給付制度の終了において
は、退職給付制度の終了の時点
で、終了した部分にかかる退職給
付債務と、その減少分相当額の
支払等の額との差額を損益として
認識する。終了した部分に係る退
職給付債務は、終了前の計算基
礎に基づいて数理計算した退職
給付債務と、終了後の計算基礎
に基づいて数理計算した退職給
付債務との差額として認識する。 
未認識過去勤務費用、未認識数
理計算上の差異及び会計基準変
更時差異の未処理額は、終了部
分に対応する金額を、終了した時
点における退職給付債務の比率
その他合理的な方法により算定
し、損益として認識する。 
退職給付債務の増額または減額
は、退職給付会計基準上の過去
勤務費用に該当するため、原則と
して、各期の発生額ついて、平均
残存期間以内の一定の年数で按
分した額を毎期費用処理すること
となる。なお、当該増額又は減額
が行われる前に発生した未認識
過去勤務費用、未認識数理計算
上の差異及び会計基準変更時差
異の未処理額については、従前
の費用処理方法及び費用処理年
数を継続して適用する。 

（IAS19.122A,123A） 
制度改訂、縮小又は清算が報告期間中
に生じた場合は、制度改訂、縮小又は
清算後の報告期間の末日までの期間に
おける当期勤務費用及び利息純額は、
更新後の数理計算上の仮定を基に算定
しなければならない。 
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 日本基準 IFRS 

複数事業主制度 （退職給付に関する会計基準 33） 
複数の事業主により設立された確
定給付型企業年金制度を採用し
ている場合においては次のように
会計処理を行う。 
合理的な基準により自社の負担
に属する年金資産等の計算をし
た上で、確定給付制度の会計処
理を行う。 
自社の拠出に対応する年金資産
の額を合理的に計算することがで
きないときには、確定拠出制度に
準じた会計処理を行う。 

（IAS19.37） 
複数事業主制度と加入者の間に、制度
の積立超過（又は基金の積立不足）を
加入者にどのように配分すべきかを定
めた契約上の合意が存在する場合、複
数事業主制度を確定拠出制度として会
計処理していても、契約上の合意により
生じる資産及び負債を認識し、その結果
生じる収益と費用を純損益に計上する。 

リスク分担型企業年金の取扱
い 

（リスク分担型企業年金の会計処
理等に関する実務上の取扱い 3，
4） 
リスク分担型企業年金のうち、企
業の拠出義務が給付に充当する
各期の掛金として、規約に定めら
れた標準掛金相当額、特別掛金
相当額及びリスク対応掛金相当
額の拠出に限定され、企業が当
該掛金相当額の拠出義務を実質
的に負っていないものは、確定拠
出制度に分類する。それ以外のリ
スク分担型企業年金は、確定給
付制度に分類する。 

日本基準のような特有の規定はなく、
IAS 第 19 号の定めに基づいて確定拠
出制または確定給付制度に分類し、当
該分類に従って会計処理する。 

退職後給付 
以外の従業員給付 

該当する基準はない。 
 

（IAS19. 1, 2,4, 5, 6, 7,19,61） 
IFRS第 2号「株式報酬」の対象となるも
のを除くすべてのタイプの従業員給付に
適用されるため、退職後給付以外の従
業員給付も適用対象である。 
取締役及び他の役職者に対する給付も
従業員給付に含まれる。 
正式な制度や契約によるものに限られ
ず、企業が非公式な慣行により、従業員
給付を支払う以外に現実的な選択肢を
有さない場合に生じる推定的債務も適
用対象となる。 

未払有給休暇 該当する基準はない。 
 

（IAS19.13-18） 
累積型（当期に付与された権利のうち未
使用分が将来に繰り越されるもの）につ
いては、将来の有給休暇に対する権利
を増加させる勤務を従業員が提供したと
きに、有給休暇に係る予想コストを認識
することが求められる。 
非累積型については、その権利と当期中に従
業員が提供した勤務とが直接関連付けられる
わけではないため、その発生時に認識され
る。 
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 日本基準 IFRS 

解雇給付 （退職給付に関する会計基準の
適用指針 10） 
一時的に支払われる早期割増
退職金は、従業員が早期退職
金制度に応募し、かつ当該金
額が合理的に見積もられる時
点で費用処理される。 

（IAS19.165） 
企業は、解雇給付に係る負債及び費用を
次のいずれか早い方の日に認識しなけれ
ばならない。 
(a)企業が、それらの給付の申し出を撤回
できなくなった時点 
(b)企業が、IAS第37号の範囲内であり、
かつ解雇給付の支払いを伴うリストラクチ
ャリングに係るコストを認識した時点 
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当法人のナレッジ 

当法人は、ホームページやメールマガジンといった媒体を通して、IFRSに関する様々な情報をタイムリーに 

配信しております。 

 
EY新日本有限責任監査法人 IFRSサイト 

IFRSに関するリソースを紹介する総合サイトです。主に以下のような多彩なコンテンツを参照いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ニュースレター 

• IFRS Developments 

 公開草案や新基準、審議会の状況など企業に重要な影響を及ぼす案件の解説をタイムリーに提供しています。 

• 特約条項（コベナンツ条項）付非流動負債の分類の要求事項の改訂 

• 狭い範囲の基準改訂を検討―電子決済システムで決済する現金の受領 

• 超インフレの経済 

• セール・アンド・リースバック取引におけるリース負債の測定に関し IFRS第 16号を改訂 

 

• Applying IFRS 

新基準や新規の会計事象などに関する IFRS適用の解説をタイムリーに提供しています。 

• COVID-19に関連した賃料減免の会計処理 

• SPACの会計処理  

• 気候変動の会計処理 

• ウクライナにおける戦争に係わる会計処理上の考慮事項 

 

動画コンテンツ 

• IFRS ウェブキャスト 

IFRSの最新のトピックについて動画で解説いたします。 

• 損益計算書が変わります！～IASBの基本財務諸表プロジェクトの動向～ 

• 適用間近の新基準、一般事業会社が気を付けるポイント～IFRS第 17号『保険契約』～ 

• IFRSアップデートセミナー ～当期決算上の留意事項及び最新動向～ 

 

• You Tube 

IFRSの基礎から最新のトピックに至るまで様々な内容の動画を配信しています。 

• 今だから知りたい IFRSの基礎 

• 気候変動の財務諸表への影響 

• サービスとしてのソフトウェア（SaaS）取引の会計処理 

https://www.ey.com/ja_jp/ifrs
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刊行物 

IFRS連結財務諸表記載例 

 

IFRSに基づく連結財務諸表の日本語による記載例です。 

基準の改訂、新基準の発効に合わせて毎年更新され、最新の基準に基づく開示を検討する際に

参考となります。 

IFRS連結財務諸表記載例 初度適用版 

 

IFRS初度適用時における、IFRSに基づく連結財務諸表の日本語による記載例です。 

IFRS第 9号、IFRS第 15号、IFRS第 16号を適用済みで、初度適用時に必要な日本基準と

IFRSの調整表開示例が含まれ、初めて IFRS財務諸表を作成する際に参考となります。 
 

IFRS開示チェックリスト 

 

IFRSの開示規定に従った財務諸表の作成を支援することを目的とした資料です。 

基準の改訂、新基準の発効に合わせて毎年更新され、最新の基準に基づく開示を検討する際に

参考となります 
 

 
 

書籍 

IFRS国際会計の実務（第一法規） 

 

EY の IFRSグループによる IFRS解説書。本書で取り上げているものも含め、すべての基準書及

び解釈指針書を包括的に分析しています。また、基準書又は解釈指針書の適用方法についての

例も示しています。世界的に首尾一貫したベースで IFRSを理解・解釈するために、信頼のおける

実務的なガイダンスを提供しています。 

IFRS「新収益認識」の実務（中央経済社） 

 

日本基準の新収益基準である企業会計基準第 29 号「収益認識に関する会計基準」が公表され、

2021年 4月 1日以降開始事業年度から適用されます。 

本書では、この収益認識基準の元となった IFRS 第 15 号について、実務上の影響及び適用上の

検討ポイントを解説。現行 IFRS 及び日本基準の規定との差異、現行実務との差異について説明

しています。また、日本企業を念頭に置いたさまざまな異なる状況における設例を設けて、新たな

収益認識基準における取扱いを詳説しています。 

IFRS「新リース基準」の実務 －オンバランスの過程を読み解く－（中央経済社） 

 

本書では、2019 年度に適用が開始された IFRS 第 16 号「リース」につき、日本や諸外国での導

入時に問題となったポイントを盛り込み、適用上の留意点を解説しています。実務で多く見られる

論点を Q&A で解説するとともに、日本基準や米国基準との差異にも言及しています。また、開示

項目チェックリストも付しています。 
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EY Japanは、皆さまの円滑な IFRS導入を実現するため、 

専門家としての適切なサービスを提供させて頂きます。 

 
 

▌ 影響度調査 

• IFRS と現行会計基準の差異を把握し、財務

数値・プロセス・システムに与える影響と課題

の識別を行います。 

• EY Japan は、IFRS と日本基準の差異をあ

らかじめ特定した影響度調査チェックリストを

整備しているため、ゼロから差異を洗い出す

必要がなく、効率的に調査することが可能で

す。また、調査方法は、ワークショップ形式や

ヒアリング形式などの中から、クライアントの

要望を踏まえ、最も効果的と考える方法を提

案します。 

▌ IFRS導入計画支援業務 

• IFRS 導入方針の検討や IFRS ロードマップ

（全体計画）の作成などについて支援します。 

• EY Japanは、これまでの IFRS導入支援経験

に基づいて作成した IFRS ロードマップの雛型

や、多数の他社事例を活用しながら、クライア

ントにとって実効性の高い IFRS ロードマップの

作成をサポートします。 

• IFRS 導入方針の決定に際しては、決定を要す

る事項（導入年度や導入範囲等）の提示と、検

討・決定のための情報（採用した場合の影響や

対応の負荷等）の提供や助言を行います。 

▌ 会計方針策定支援 

• 会計方針の策定や会計方針書/マニュアルの

作成などについて支援します。 

• EY Japan は、IFRS 導入の主要な課題につ

いて、これまでの IFRS 導入プロジェクトでの

検討事例等を踏まえ、課題検討マニュアルと

してまとめています。 

• これらも活用しながら、会計方針の選択肢と

採用した場合のメリット・デメリット等参考情報

を提供し、クライアントの実態に合った会計方

針を選択できるよう支援します。 

•  会計方針書/マニュアルサンプルや会計方針

検討・策定過程の文書化のテンプレートなど、

効率的に検討を進めるための各種ツールを

提供します。 

▌ IFRS開示プロセス構築支援 

• IFRS の開示要件に対応するための開示プロセ

スの構築を支援します。 

• EY Japanは、IFRS連結財務諸表記載例や開

示チェックリストなどのツールを用いて、開示要

件の検討を効率的に支援します。 

• 開示の選択肢があるものについては、データ取

得の難易度・対応の負荷・他社事例等の情報

提供や検討に際して助言を行います。 

 

EY Japanの IFRS関連サービス 
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▌ プロジェクトマネジメント支援 

• IFRS 導入は長期に亘るプロジェクトであり、

財務経理部門以外の部署や子会社など広範

囲に影響を及ぼすため、プロジェクトの運営

が大変重要となります。 

• EY Japan は、課題管理テンプレート・進捗管

理テンプレートなどのプロジェクト管理に有効

なツールの提供、プロジェクトマネジメントの

サポートを行う人材の派遣などによって、プロ

ジェクトの効率的な運営を支援します。 

▌ ▌▌ 教育・研修支援 

• IFRSは原則主義のため、自ら IFRSを解釈し、

実務に適した会計処理を行えるスキルを持った

人材の育成が必要となります 

• EY Japanは、クライアントの IFRS導入の進捗

や IFRS 習熟度等に応じた教育計画の策定と

研修の企画・実施を支援します。 

▌ システム対応支援 

• IFRS 導入に伴うシステム対応には、既存の

仕組みをなるべく変更しない必要最低限の対

応から、手作業を極力減らしシステム対応に

より業務を効率化する方法、さらに IFRS を契

機にシステムの大幅な見直しを行う方法な

ど、対応の選択肢は幅広く存在します。 

• EY Japanは、IFRS対応や ERP導入経験の

ある IT 専門家を擁しており、会計専門家とと

もに英知を結集し、システム対応方針策定か

ら導入後のモニタリングまで、ワンストップで

システム対応を支援します。 

 

▌  ▌ 決算期統一 ・決算早期化支援 

• IFRS 導入によって、決算期統一と決算早期

化が必要になるケースが想定されます。EY 

Japan は、確立された方法論及び決算調

査票等各種ツールを整備しており、決算期

統一・決算早期化についても支援します。 

 

 

 

 

 

 
  

Contact 

EY新日本有限責任監査法人  

各サービスに関するお問い合わせ先 

FAAS事業部 

Tel: 03 3503 2810 

Email: FAAS_net@jp.ey.com 

本刊行物に関するお問い合わせ先 

品質管理本部  IFRSデスク  

Tel: 03 3503 1359 

Email: ifrs@jp.ey.com 
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 EY  |  Building a better working world 

EYは、「Building a better working world ～より良い社会の構築

を 目指して」をパーパス（存在意義）としています。クライアント、

人々、そして社会のために長期的価値を創出し、資本市場におけ

る信頼の構築に貢献します。 

150 カ国以上に展開する EY のチームは、データとテクノロジー

の実現により信頼を提供し、クライアントの成長、変革および事

業を支援します。 

アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およ

びトランザクションの全サービスを通して、世界が直面する複雑

な問題に対し優れた課題提起（better question）をすることで、

新たな解決策を導きます。 

EY とは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワーク

であり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独

立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有

限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EY による個人情報の取得・

利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利につい

ては、ey.com/privacy をご確認ください。EY のメンバーファームは、現地の法令に

より禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EY について詳

しくは、ey.com をご覧ください。 

EY新日本有限責任監査法人について 

EY新日本有限責任監査法人は、EYの日本におけるメンバーファームであり、監査

および  保証業務を中心に、アドバイザリーサービスなどを提供しています。 

詳しくは ey.com/ja_jp/people/ey-shinnihon-llc をご覧ください。 
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